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はじめに

我が国の認知症の人の数は増加しており、医療・介護の現場で誰もが関わる病気と
なっています。認知症の根治は困難であることが殆どですので、認知症の人を支えるた
めには認知症を治療する医療分野だけでなく、介護分野さらには地域のインフォーマル
なサービスも必要となります。本マニュアルでは、認知症の人の口への支援を進めるう
えで必要な情報である、国の認知症施策の動向、認知症を主な視点とした連携づくりの
課題・事例などを提示し、さらにサービス提供者用と認知症の当事者用の実践ツールを
作成しました。サービス提供者用ツール「認知症の人のお口の支援実践ハンドブック」
では、介護保険における居宅系口腔衛生関連サービスの概要、認知症が主な原因として
現れる口腔や食に関する困りごとへの評価および対応に関して、また当事者用ツール
「認知症の人の歯医者さんかかりかたBook」では、歯科受診に際しての準備すべき点な
どを分かりやすく解説した内容としました。

認知症の好発年齢である高齢期（特に80歳以上）の口の状況について目を転じる
と、8020運動達成者が5割を超え（2016年）、デンタルインプラント受療率も増加傾
向にあり、その口の環境は多様化しています。このように、認知症の好発年齢である80
歳以上の日本の高齢者の口腔内は多様化し、口の支援ニーズはこれまでの高齢者とは大
きく異なりつつあります。認知症の人は、様々な認知機能障害（記憶障害、見当識障害
など）を併存することから、生活する環境との関わりが困難となり、特に歯科治療など
の受け入れ（通院）が困難になることが知られています。

医療専門職が口腔の管理（口腔衛生および口腔機能管理など）を進める際、その視点
は医療の側面に軸足が置かれがちです。認知症の人の口の支援に携わる場面では、その
人の日常生活（ご家族も含め）のなかで、医療（歯科治療など）の位置づけ（必要性、
継続性、親和性など）をイメージすることが支援の選択肢を広げると考えます。医療と
生活支援（介護）は二項対立して議論されることが多いですが、認知症の人の支援にお
いては、生活支援に医療が包含された形の視点を持つ必要があると考えます。

本マニュアルが、認知症の人の生活の中で「口の支援」が広がる一助になれば、本事
業にかかわったメンバーにとって望外の喜びです。
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1. 認知症施策概要から考える歯科の関わり

（1）概要
・認知症施策の変遷

1986年に厚生省（当時）は、痴呆性老人対策本部を設置し、1989年に老人性痴呆疾患センターの創設、
1997年に認知症対応型共同生活介護（グループホーム）を制度化、2001年に認知症介護研究・研修センター
を整備し、認知症に対する対応を国は進めてきました。2004年、厚生労働省の「「痴呆」に替わる用語に関
する検討会」の報告を受け、「痴呆」から「認知症」へと呼称が変わりました。また「認知症を知り地域をつ
くる10ヵ年」構想が出され、認知症に対する理解は広がりを見せました。介護保険制度においても、2006年
に、認知症対応型通所介護や小規模多機能型居宅介護などを含む地域密着型サービスのシステムが創設されま
した。認知症高齢者の急増が推計値として出されたこともあり、2008年には「認知症の医療と生活の質を高
める緊急プロジェクト」が組織され、その報告書に、「認知症の人の実態把握」など5項目が認知症対策とし
て挙げられました。その後、厚生労働省は「認知症施策検討プロジェクトチーム」を設置し、過去10年間の
認知症施策を再検証し、以降の認知症施策の方向性が検討され、2012年に、「今後の認知症施策の方向性に
ついて」が提示されました。この中で「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え
を改め、「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるこ
とができる社会」の実現を目指すため「標準的な認知症ケアパスの作成・普及」など、7項目の取り組みが提
示されました。さらに、この７つの取り組みに数値目標を定め、「認知症施策推進５か年計画（オレンジプラ

ン）」（平成25年度から29年度までの計画）として公表しました。

・新オレンジプランから認知症施策推進大綱へ
世界的には、2013年12月、英国で「G8認知症サミット」が開催され、認知症問題への今後の対応に関しての
「共同声明（Communique）」が、G8 各国代表者によって合意されました。これを受け2014年11月に「認
知症サミット日本後継イベント」が開催され、認知症のケアや予防に関わる海外からの政府関係者や専門家、
認知症の人ご本人やその家族も参加し、「新しいケアと予防のモデル」というテーマで活発な議論がなされ
た。これを契機に阿部内閣総理大臣（当時）の指示を受けた形で「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラ
ン）」が、2015年１月に策定されました。

新オレンジプランは、「認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく
暮らし続けることができる社会の実現を目指す」ことを目標に、①認知症への理解を深めるための普及・啓発
の推進、②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供、③若年性認知症施策の強化、④認知症の
人の介護者への支援、⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進、⑥認知症の予防法、診断法、
治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進、⑦認知症の人やそ
の家族の視点の重視、以上7つの柱で構成されています。特に、7つめの柱の ｢認知症の人や家族の視点の重
視｣ を最も重要な柱として位置づけているのが大きな特徴となっています。さらに2つ目の柱の「認知症の容
態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供」を受け、「歯科医師の認知症対応力向上研修」が2016年から
全国で実施されています。
　2018年12月に認知症施策推進関係閣僚会議が開催され、認知症の「予防」に関する研究とその成果を実用
化するための取組、認知症を発症しても、住み慣れた地域で安心して暮らすための、認知症バリアフリーの取
組などを迅速に進めることの重要性が確認されました。以上を受けて2019年6月に「認知症施策推進大綱」
（以下大綱）がとりまとめられました。大綱は、新オレンジプランの内容を踏襲しながら、「認知症の発症を
遅らせ、認知症になっても希望をもって日常生活を過ごせる社会を目指し認知症の人や家族の視点を重視しな
がら『共生』と『予防』を車の両輪として施策を推進」するとされています。『共生』とは、認知症の人が、
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尊厳と希望をもって認知症と共に生きる、さらに、認知症があってもなくても同じ社会で共に生きるという
意味とされています。また『予防』とは、認知症にならないということではなく、「認知症になるのを遅ら
せる」、「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味で使われています。この基本的な考え方を基
に、①普及啓発・本人発信支援、② 予防、③医療・ケア・介護サービス・介護者の支援、④認知症バリアフ
リーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援、⑤研究開発・産業促進・国際展開、以上の5つの柱
がたてられました。新オレンジプランで開始された「歯科医師の認知症対応力向上研修」は、｢③医療・ケ
ア・介護サービス・介護者の支援｣で継承されています。

（2）認知症施策に示される歯科の役割
　本稿では、大綱と基本概念は同じ新オレンジプランの2つ目の柱、「認知症の容態に応じた適時・適切な医
療・介護等の提供」の記載内容から歯科の役割を解説します。2つ目の柱の基本的考え方は、「発症予防⇒発
症初期⇒急性増悪時⇒中期⇒人生の最終段階」という認知症の容態の変化に応じて適時・適切に切れ目な
く、そのときの容態にもっともふさわしい場所で、医療・介護が提供される仕組みを実現することです。そ
のためには、早期診断・早期対応を軸とする仕組みを構築することにより、認知症の人主体の医療・介護等
を基本に据えて医療・介護等が有機的に連携させることが必要となります。以上のような本人主体の医療・
介護等の原則は、その提供に携わるすべての者が、認知症の人が置かれた環境の下で、認知症の容態の変化
に応じたすべての期間を通じて共有すべき基本理念であることを改めて徹底し、医療・介護等の質の向上を
図っていくことになります。
　認知症発症後の対応だけでなく発症予防の推進も重要な点です。新オレンジプランにおいても「認知症の
発症予防については、運動、口腔に係る機能の向上、栄養改善、社会交流、趣味活動など日常生活における
取組が、認知機能低下の予防に繋がる可能性が高いことを踏まえ、住民主体の運営によるサロンや体操教室
の開催など、地域の実情に応じた取組を推進していく」とされています。既に歯科衛生士等が主体となり地
域で展開されている、介護予防を目的とした口腔機能向上サービスなどで蓄積した経験を活かし、発症予防
に関しても歯科からの参画が求められています。また早期診断・早期対応のための体制整備においても「認
知症の症状や発症予防、軽度認知障害（MCI）に関する知識の普及啓発を進め、本人や家族が小さな異常を
感じたときに速やかに適切な機関に相談できるようにするとともに、かかりつけ医による健康管理やかかり
つけ歯科医による口腔機能の管理、かかりつけ薬局における服薬指導のほか、地域、職域等の様々な場にお
ける、町内会、企業や商店、ボランティアやＮＰＯ、警察等による様々なネットワークの中で、認知症の疑
いがある人に早期に気付いて適切に対応していくことができるような体制を構築していく。」さらに「地域
の医療機関、認知症疾患医療センター、地域包括支援センター等との日常的な連携機能を有する歯科医療機
関や薬局も、認知症の早期発見における役割が期待される。歯科医師等による口腔機能の管理や薬剤師によ
る服薬指導等を通じてこれらの専門職が高齢者等と接する中で、認知症の疑いがある人に早期に気付き、か
かりつけ医等と連携して対応するとともに、その後も認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理や服薬指導
等を適切に行うことを推進する。このため、歯科医師や薬剤師の認知症対応力を向上させるための研修の在
り方について検討した上で、関係団体の協力を得ながら研修を実施する。」と記載されています。
　以上より、国の認知症施策においての歯科への具体的な役割として、①口腔機能向上を通した認知症予
防、②認知症の早期発見、③認知症の進行に応じた継続的な口腔機能管理、さらに以上を円滑に推進するた
めの、④認知症対応力向上研修の実施、が求められています。
　歯科医師の認知症対応力向上研修カリキュラム目的は、 早期発見･早期対応の重要性および、認知症の人
と家族の生活を支える知識と方法の習得、②認知症の人への対応の基本と歯科診療の継続のための方法の習
得、③認知症診療、ケア、連携に関する基本的な知識の習得、の３点が設定され展開されています。
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　日常生活の中で認知症の兆候に気づき、何らかの認知症関連の地域インフラに繋げる視点は、医療者とし
て、また認知症を支える社会の一員として求められています。そのためには「歯科医師の認知症対応力向上
研修」などを通し、認知症への理解を深めることも重要です。その一方で、口に関する支援（治療、ケアな
ど）は認知症の人にとって受け入れることが難しいことも多く、「認知症に関して学んでみたものの結局何
もできなかった」と落胆することも少なくありません。しかし、我々が支えるのは認知症の人だけでなく、
家族など介護者も対象となります。
　ここで認知症の人の家族から医療への要望を述べたコメントがあるので紹介します。「たとえ認知症の専
門家ではなくても、命の専門家として素人の家族に向き合っていただいて、『私は専門家ではないからよく
わからないけれども、一緒に認知症に向かっていきましょう』　とおっしゃっていただけたら、それだけで
家族はすごく勇気づけられるし、力を得ることになると思います。」（2008年「認知症の医療と生活の質
を高める緊急プロジェクト」議事録より引用認知症の人と家族の会 髙見国生代表理事(当時)の発言）
　つまり、歯科医療関係者は認知症の専門家ではないかもしれないが、口の専門家として認知症の人、さら
にはその家族に向き合うことが求められています。たとえ口に関する支援が認知症の人に受けられなかった
としても、認知症の人と真摯に向き合う皆さんの想いが、認知症の人をとりまく家族も含めた方々の支援に
繋がるのではないでしょうか。

（3）歯科医師の認知症対応力向上研修

１．成り立ちと関連施策
　わが国の認知症施策を加速するための戦略は、世界認知症サミット日本後継イベント（平成26年）におい
て阿部総理大臣（当時）の発言が重要なターニングポイントである。さらに塩崎厚生労働大臣（当時）の発
言も紹介する。

（阿部総理大臣挨拶より抜粋）
そこで、私は本日ここで、我が国の認知症施策を加速するための新たな戦略を策定するよう、厚生
労働大臣に指示をいたします。我が国では、2012年に認知症施策5か年計画を策定し、医療・介護
等の基盤整備を進めてきましたが、新たな戦略は厚生労働省だけでなく、政府一丸となって生活全
体を支えるよう取り組むものとします。・・・

（塩崎厚生労働大臣挨拶より抜粋）
【新たな戦略の策定に当たっての基本的な考え方】
①早期診断・早期対応とともに、医療・介護サービスが有機的に連携し、認知症の容体に応じて

切れ目なく提供できる循環型のシステムを構築すること
②認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて、省庁横断的な総合的な戦略とすること
③認知症の方御本人やその御家族の視点に立った施策を推進すること

　こうして、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン、2015年）において７つの柱が示され、二本目
の柱「認知症の容体に応じた適時・適切な医療・介護等の提供」のなかに歯科医師の認知症対応力研修が位
置付けられた。基本的な考え方は、早期診断・早期対応を軸とし、妄想・うつ・徘徊等の行動・心理症状
（BPSD）や身体合併症等が見られても、医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように、最もふ
さわしい場所で適切なサービスが提供される循環型の仕組みを構築することである。認知症医療の中では、
歯科口腔疾患は身体合併症の1つとしてとらえられる。身体合併症への医療が適時適切に切れ目なく提供さ
れるために、かかりつけ医や病院看護師のみならず、歯科医師や薬剤師むけの認知症対応力向上研修が位置
付けられた。

図1 歯科医師の認知症対応力向上研修カリキュラム（2015年）
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役割8 かかりつけ歯科医が早期に気づき対応する意義

役割9 歯科診療において注意すべき気づきのポイント

●対応の総論（本研修でのアプローチ） 役割10 歯科における認知症はデリケート

◎グレーの事例を示して、イメージ共有 DVD① 受付にて、「保険証返してよ」

役割11 認知症かもしれない人への対応 (Q)

役割12 認知症かもしれない人に対する歯科医療職の対応 (A)

役割13 認知症が疑われる場合のかかりつけ歯科医の対応の基本 (A)

役割14 認知症と診断されている人への対応 (Q)

役割15 認知症の人の歯科治療をスムーズに進めるための4つの視点 (A)

役割16 認知機能障害と行動・心理症状(BPSD)

役割17 歯科治療の際に留意が必要な認知症の症状と要因・誘因

役割18 認知症の人へのかかりつけ歯科医の支援

役割19 キーパーソンと状況を共有する際の方法(伝え方)

役割20 歯科診療所で起こるBPSDに対する対応

◎BPSDの事例を示して、クロの人への対応を確認 DVD② 不安でチェアから降りたくなる様子

役割21 歯科治療を行う上で必要な視点

役割22 歯科治療の不安に対応した環境整備

役割23 治療内容の理解を助ける説明

役割24 歯科治療中の不安を予測した治療上の配慮

役割25 治療中の観察とストレス軽減を図るケア

Ⅱ-3  ストラテジー 役割26 歯科治療計画を立案する上での姿勢

役割27 歯科治療の際に留意が必要な認知症の症状と要因・誘因(再掲)

役割28 継続的な口腔管理の必要性と治療計画の立案

役割29 治療計画とケアの計画の立案のしかた

役割30 認知症の人への歯科治療ストラテジー

役割31 歯科治療を円滑に進めるためのインフォームドコンセントの考え方

◎歯科診療所としての対応のあり方を確認 DVD③ スタッフの対応によってBPSDを誘発してしまう様子

役割32 歯科診療における注意すべき気づきのポイント(再掲:DVD振り返り)

役割33 観察ポイントのバックグラウンド

役割34 歯科外来でフォローするときの視点

役割35 管理者の役割の重要性

役割36 歯科診療所の管理者の役割

役割37 認知症の人を受け入れるにあたって

役割38 準備したい具体的なマニュアル①

役割39 準備したい具体的なマニュアル②

役割40 まとめ①

役割41 まとめ②
●Ⅱ役割編のまとめ

Ⅱ-2  歯科治療上
        の対応

Ⅱ-4  診療所として
        の対応

●歯科の特殊性をベースに、認知症患者をあてはめ

●放置された例を示し、認知症の理解の必要性を再認識
・認知症の進行にともなう変化と歯科ニーズを確認
・”こうならないための”研修趣旨を明示

●歯科における「気づき」
・意義とポイント

●DVDに続いて、グレーの人への対応（Q&A）
(Q) グレーの人にどうするか
(A①) 総論  あくまで普通の人+アルファの対応
(A②) 各論  具体的な対応ハウツー

●次に、診断あり(クロ)に人への対応（Q&A）
(Q) クロの人にどうするか
(A) 認知症を理解する視点の整理

●診療所としての対応のポイント
・観察の根拠となる知識
・外来フォローの視点

●診療所として対応するための管理者の役割
・管理者の役割
・受け入れのための準備
・スタッフに対するマニュアル(教育的視点)

●クロの人への対応に続いて、BPSDの理解と対応
・BPSDの内容理解(イメージ再確認)
・BPSDは作られた障害であることの理解
・歯科医師としての支援の視点
・トラブルを広げないための情報共有の方法
・非日常である歯科診療所における対応

●歯科治療上の対応
・歯科治療における重要な視点
・対応のポイント 4つごとの詳説
①環境整備、②説明、③配慮、④観察・ケア

●治療計画立案とインフォームドコンセント
・治療計画を立案する姿勢
・治療上の留意点
・継続的な口腔管理の必要性
・治療とケアの計画立案のしかた
・ストラテジー
・インフォームドコンセントの考え方
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　新オレンジプランにおいては日常診療を実施するかかりつけ医、かかりつけ歯科医師が、認知症の人や家
族への支援をめぐっての認知症専門医療機関との“医療連携”だけでなく、“人材育成”の関わりが記されてい
た。また歯科医師医療機関の役割は“早期発見における役割が期待される”と記され、さらに“歯科医師等によ
る口腔機能の管理や薬剤師による服薬指導等を通じて・・・認知症の疑いがある人に早期に気づき、かかり
つけ医等と連携して対応するとともに、その後も認知症の人の状況に応じた口腔機能の管理や服薬指導等を
適切に行うことを推進する”ために研修のあり方を検討し、実施すると示された。歯科医師“等”とあらかじめ
記載されていたことは、歯科衛生士含め歯科医療機関の従業員のすべてに拡大できる表現である。
　教材開発にあたり、かかりつけ医認知症対応力向上研修教材および看護師の認知症対応力向上研修教材を
参考にした上で、認知症の人の口腔内での外科処置を行う歯科特有の課題と対応するための知識を盛り込ん
だ（図1）1）。

２．研修会実施と効果検証
　教材開発翌年から多くの都道府県は都道府県歯科医師会に研修会実施を委託し、研修受講者の数値目標を
掲げ、研修が実装された。2018年度（平成30年）診療報酬改定では、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診
療所の施設基準に歯科医師の認知症対応力向上研修を受講していることが盛り込まれた。研修は一定のカリ
キュラムが提案されていたが、その限りではなく、グループワークなどの研修手法、面接技法や認知症スク
リーニング実習が盛り込まれる地域もある。
同年に歯科医師認知症対応力向上研修の効果検証事業が行われ2）、普及についての明確な数値は得られ
ないものの、受講した歯科医師の行動変容については多少なりとも効果が得られた（図２，３）。ただし、
研修会事業開始初期に受講している歯科医師は、あらかじめ歯科訪問診療等の要介護高齢者への対応を行っ
ていたものも多く、教材には外来歯科診療のなかでの初期の認知症症状の気付きだけではなく、歯科訪問診
療等における進行した認知症の人への歯科的対応や経口摂取の支援に関するアドバンスの内容を求められて
いたことも重要な知見であった。また、受講した歯科医師が未だ地域連携の場で活躍しているとは言い難い
現状があり、その理由が、都道府県歯科医師会が実施する研修会の受講者の同意を得て都道府県ホームペー
ジなどで歯科医院名を公開している一方で、実臨床で認知症ケアパスを地域に合わせて作成しているのは市
区町村であり、また地域包括支援センターはじめ地域の連携は市区町村レベルで行われる構造が要因の一つ
であろうと考えられた。市区町村レベルでの多職種研修への歯科医師の参画を一層推進する必要があること
が明らかになった。

図2　研修受講者の日常の歯科診療における変化

1.平成27年厚生労働省老人保健健康増進等事業　歯科医師、薬剤師、看護師および急性期病棟従事者への認知症対応力向上研修教材開
発に関する研究事業報告書、合同会社HAM人・社会研究所、平成28年3月
2.平成30年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）　歯科医師・薬剤師・看護職員向け認知症対応力向上研修の
評価方法と受講後の実態に関する調査研究事業報告書、合同会社HAM人・社会研究所、平成31年3月
3.令和元年度厚生労働省老人保健健康増進等事業　認知症対応力向上研修のあり方に関する調査研究事業報告書、地域活性化協同組合
フロンティア、令和2年3月
4.令和2年度厚生労働省老人保健健康増進等事業　認知症対応力向上研修の研修教材に関する調査研究事業報告書、地域活性化協同組合
フロンティア、令和３年3月
5.令和2年度厚生労働省老人保健健康増進等事業　病院勤務以外の看護師等に対する認知症対応力向上研修のあり方に関する調査研究事
業報告書、合同会社HAM人・社会研究所、令和３年3月

図3　研修受講者の歯科診療以外の活動での変化

３．認知症施策推進大綱と改訂版教材研修会実施と効果検証
　2019年に認知症施策推進大綱が示されたことは記憶に新しい。新オレンジプランに記された内容をより
具体的な指針として示されたことで、多職種による認知症の人への在宅診療と連携に関する多職種グループ
ワークを想定した認知症対応力向上研修3）教材の開発、2020年には社会資源の変化に伴うかかりつけ医認
知症対応力向上研修教材の改定4）、および病院以外の看護師等の認知症対応力向上研修教材5）において診
療所等に勤務する歯科衛生士や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士への研修内容が盛り込まれることと
なった。また認知症対応力向上研修関連教材だけでなく、認知症の人の意思決定支援ガイドラインが示され
たなどの認知症の人を家族の生活を支える基礎作りが進められた。
　2021年度事業においては歯科医師の認知症対応力向上研修の教材改定が行われ、かかりつけ医認知症対応
力向上研修教材改定内容の反映、そして前述の効果検証において指摘された歯科訪問診療、在宅療養中の認
知症の人への多職種連携、意思決定支援に資する内容が盛り込まれている。　

４．今後の展望
　歯科医師の認知症対応力向上研修は、特別な歯科医療技術を示すものではなく、歯科診療所に勤務するも
のすべてに対して認知症の人の生活を支える上で必要な考え方を示し、認知症の人の症状を理解したうえで
の適切な対応方法の普及を通じて、Dementia Friendly Dentistryがわが国で標準的に実装できることを目指
したものである。適切な対応方法は、歯科医師のみならず、歯科衛生士や歯科助手、歯科技工士などすべて
の歯科医療従事者が習得を目指すべきである。
　　さらに認知症の人への歯科医療提供体制の質の向上のためには、より具体性のある歯科受診プロセスや
困りごとに即したベストプラクティスケースや手引きを示し、また学生教育も含めて社会的支援の目線を
持ったサポートができる歯科医療従事者の育成を強化する必要がある。また認知症の人の口腔管理が不十分
になりがちである背景および併存疾患や免疫機能低下を鑑み、口腔疾患が重篤化して高次医療が必要となる
病態に備え、医療連携の基盤を整える必要がある。こうした観点から、病院歯科勤務歯科医師の認知症対応
力向上研修への参加や院内多職種認知症ケアチームへの参画により後方支援体制の整備が求められる。
　研修教材や研修手法も含めて未だ不十分である歯科医師の認知症対応力向上研修であるが、残存歯を多く
残す認知症の人が増える現状にあって、認知症の人の健やかな口腔を支える基礎となる知識の普及啓発の手
を止めることは許されないだろう。

文献
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2. 認知症の人の暮らしを支える地域づくりに向けて：
口を支える視点から

認知症の人の口腔を支援するためのコーディネーションとネットワーキング
【Ⅰ】認知症の人の口腔の支援は生活支援の一つ
　人の口腔の健康を保つことは、プライマリーヘルスケアの一つとしての口腔保健や、歯科医療の問題とと
らえられがちである。しかしながら認知症の人の口腔の健康を保つことを考えると、ただ単に医療の問題だ
けではない。すなわち、認知症の人が“自分で口腔の健康を保つセルフケアが難しくなる”ことや、“口腔の中
の不具合を確認して、受療行動を起こす”ことが難しくなっていくこと、またその結果口腔の健康が保てなく
なり、楽しいはずの食事に支障が出て低栄養やフレイルになったり、不快感が気分の変動やBPSD（認知症
による行動心理症状）の引き金になったりすることが少なくないためである。口腔の健康が障害されている
と、食事だけではなく服薬や嚥下にも影響が出る。口腔の健康は他人には把握しづらいため、自ら解決に結
び付けられない認知症の人の口腔の課題は、放置されてしまうケースがしばしばみられる。
　生活支援を必要としている認知症の人に、生活支援のコーディネートを行う際には、生活の継続に必要な
社会支援を統合的に調整することのみならず、本人の視点にたって、本人の希望に寄り添うことが重要であ
る。一方で、人が楽しく美味しく安全に食べることは、あまりにもベーシックで“あたりまえ”であり、あえ
て“本人の希望”として言語化されにくいことにも留意が必要である。必ず“口腔には問題ないか、何か支援が
必要ではないか”、という視点、積極的に確認する姿勢が必要といえる。

【Ⅱ】生活支援コーディネーションの中の口腔
　認知症の人が、生活の困難があり困りごとを抱えているときに、支援のコーディネーションを行うこと
は、多くの医療介護関係者が理解している。例えば介護保険制度においては、地域包括支援センターや居宅
介護支援事業所の業務の中心はコーディネーションであって、さらに認知症地域支援推進員、認知症支援
コーディネーター、介護支援専門員（ケアマネジャー）の業務もコーディネーションである。実際には、民
間事業や市民活動の中で、専門職かそうでないかに関わらず、その人の経験や学び、関係性を通して、コー
ディネーションが実践されているという現実もある。もちろん認知症サポート医は、認知症医療の面から
コーディネートを行う役割が期待され、またかかりつけ医認知症対応力向上研修や歯科医師認知症対応力向
上研修においても地域の医療機関は認知症の対応力を上げ、本人の望む生活を実現するためのコーディネー
ターの役割が期待されている。

生活支援のコーディネーターは、「権利の行使を促進する」伴走者（パートナー）としての役割を果たす
ことが必要で、そのために認知症を理解し、人の権利や尊厳とは何かを理解しておく必要がある。認知症や
障害の有無に関わらず、人が人として社会で暮らし、希望を実現し、自分らしく生きることは、人の権利で
ある。自分らしく生きるためには、食べたいものを食べ、障害はあってもなるべく痛みや不快感のない身体
でいることが必要であることは論をまたない。したがって、健康な口腔を保つこと、口腔保健や歯科医療が
あたりまえに受けられることも権利であるといえる。認知症の口腔の不具合があることをコーディネーター
が知った際は、本人が抱えている困難に配慮し適切な受療を支援することが権利を守る合理的配慮である。
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【Ⅲ】コーディネーションのプロセス～例　口腔の不具合について～
コーディネーションのプロセスには、（1）信頼関係の形成、（2）総合的アセメント、（3）情報共有、

（4） 課題解決に向けた多職種協働、（5）社会支援サービスの調整という5つの柱がある（図1）1）。これ
らの活動の時間的流れは複合的であり、しばしば同時進行的でありますが、この5つの柱が基軸となって
コーディネーションが展開され、社会支援の統合的調整という目標が達せられる。

図1 コーディネーションのプロセス

認知症の人の口腔に不具合があることが発覚した際のコーディネーションのプロセスを例にあげる。
（１）信頼関係の形成：コーディネーターと認知症の人の信頼関係は、支援における第一段階であるが、口
腔の不具合に関して重要なことは、本人が訴えていることの本質を推測できる関係性であるか、という点、
そして実際に口腔の中を見せてもらえる関係性であるか、の点である。認知症の人は信頼関係がない相手に
は、考えていることを上手く言語化できず、なにも話せなくなってしまうことがある2）。またとおり一辺
倒な単純な言葉になってしまい、困りごとの本質が聞き出せないこともしばしば起こる。本人の困りごとを
上手に聞き出し、本質を探り当てるためには、本人の尊厳に配慮した会話の積み重ねを通じた信頼関係が必
要であり、それは往々にして時間の積み重ねが必要である。
　また口腔は非常にプライベートな部分であることは疑いようもないが、“この人には口の中を見せてもい
い、この人にはひどいことはされないだろう”という信頼があってこそ、口腔というプライベートな部分を見
せていただける。それには、身体接触が出来る関係性と、“自分が嫌がることは無理にしない人”、“自分の味
方でいてくれる人”と思ってもらえる関係性を、構築しておくことが必要である。
（２）総合的アセメント：一般的には総合的アセスメントは、本人の訴えや希望、認知機能の様子や生活の
困難さ、医学的ニーズや介護ニーズ、支援ニーズ、経済的側面や社会的側面のアセスメント等である。口腔
の不具合に関してはそれらのアセスメントの際、歯科医療ニーズのアセスメント、不具合の原因のアセスメ
ント、不具合によって生じている生活の課題のアセスメント、かかりつけ歯科医の有無や通院に必要な社会
経済的背景のアセスメントを行う。さらに認知症の人が歯科受療をするためには、通院が可能か、予約に合
わせて受診することが複数回可能であるか、自分で困りごとを伝えられる状況か、支払いが適切にできる
か、など受療行為自体のアセスメントが必要であり、もし困難があるようであれば歯科訪問診療を受けられ
るような支援も必要である。歯科医療ニーズについては、歯科専門職以外が口腔内の状態のアセスメントが
困難であったとしても、本人の主観的な表現や家族の訴えを中心にして記録をしていく。
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(３)情報共有：上記の総合的アセスメントについて整理して本人・家族および医療介護関係者と情報共有
を行う。口腔の不具合に関しては、本人・家族に対する十分な聞き取りと確認、情報共有をしたうえで、本
人の了解のもとに、以前通っていたかかりつけ歯科医院に連絡をする。長期にわたり通院が途絶えていた歯
科医院であれば、電話の際に、認知症の診断がなされていることや要介護度を伝え、予想される受療行動の
困難について歯科医院に情報共有することが必要である。情報共有の上、外来受診を選択するか、歯科訪問
診療を選択するか、より認知症の人の歯科診療に精通した他院を紹介されるなどの方法を相談する。もし適
切な他院の紹介がない、あるいはまったくかかっている歯科医院が分からない、かかりつけ歯科医院が遠方
であるなどの場合は、本人の住所地を管轄する歯科医師会（の在宅訪問診療担当窓口など）に電話して、情
報共有の上で適切な歯科医院を紹介してもらう。歯科医師会の連絡窓口は市区町村認知症ケアパスに掲載さ
れていることが多いが、検索が難しい際は都道府県歯科医師会から地域名で探して連絡する。認知症の本人
や家族に電話してもらうことが困難であればコーディネーターが支援し、積極的に情報共有を試みることが
必要である。

(４)課題解決に向けた多職種協働：本人の主体性を尊重しながら、課題解決に向けて具体的な協働を行っ
ていくアプローチである。口腔の不具合を抱えている認知症の人の課題は、歯科治療だけに留まらず、例え
ば食べることが困難になっている期間の栄養摂取や服薬をどうするか、不具合が影響したBPSDをどのよう
に支援するかなどを検討する必要がある。どのような家族・職種であっても、協働に先駆けて情報共有が必
要であることは言うまでもないが、関係する職種が会議を持ち、情報共有をしたうえで、課題を明確化して
解決目標を決定し、解決策や支援方針を決定したうえで具体的に支援計画を構築する。制度の中では、サー
ビス担当者会議や退院時カンファレンスなどが相当するが、認知症の人の生活支援においてはそういった会
議に留まらず、適宜情報共有をして意見交換を行うことが必要である。口腔内の不具合に関しては、歯科専
門職に会議参加してもらい、口腔の状態の説明や、結果的に生じる生活の困難の予測、日常の口腔管理や今
後の見通しなどに関する情報共有を行い、支援可能な職種との調整を行うことが重要である。

(５)社会支援サービスの調整：社会支援サービスには医療に関するもの（認知症や口腔・身体疾患の診
断、継続医療の確保）、生活の継続に関するもの（見守り、受療、服薬、社会参加、金銭管理や書類手続
き、生活環境、飲食など）と家族支援がある。社会的支援の基本は評価的サポート、情緒的サポート、情報
的サポート、手段的サポートと整理することができるが、とくに家族に対しては情緒的サポートと情報的サ
ポートを中心とした、家族自身も孤立せず社会に暮らす一人の人として生きられる支援が必要である。

　口腔の不具合に関しての具体的な手段的サポートとしては、受療行動の支援は支援者の付き添いや歯科訪
問診療の選択など、また経済的側面についても財産管理を行う家族または職種などとの協働、低栄養と服薬
困難に対しては歯科医師とかかりつけ医（主治医）との相談の上で、管理栄養士の支援も検討する。摂食嚥
下機能低下については言語聴覚士との協働、姿勢や動作については理学療法士や作業療法士との協働を検討
する。特定の剤型の服薬が困難である、副作用による摂食嚥下困難の可能性がある際は、処方医であるかか
りつけ医と薬剤師の協働により処方の適正化を行う必要がある。さらに食事の困難を伴う口腔の不具合は、
毎日の生活の中での支援が必要であり、生活を支援する職種に情報的サポートとして口腔衛生行為の支援の
依頼や毎日の食事の際の注意点、継続的な歯科的介入の重要性などの情報共有を行う。また、家族であって
も口腔衛生行為の支援は不慣れであるばかりか、口腔衛生を促す際の家族間の感情的なトラブルなど、スト
レスを伴うものであることを認識したうえで、家族への評価的サポー（ねぎらい）、情緒的サポート（心配
事の相談にのるなど）も忘れてはならない。

【Ⅳ】認知症の人の生活を支えるネットワーキング

ネットワーキングは、社会支援を相互に提供していくことを可能にする地域社会の構造を創り
出していくことであり、「地域づくり」、「まちづくり」とほぼ同義である。特に、「認知症の有無に関わ
らず、障害の有無に関わらず、希望と尊厳をもって暮らすことができる社会」をつくるという共通の目標に
向けて、認知症の本人、家族、地域に暮らす人々、地域を構成する多様な組織・団体が、連携をつくりだ
し、共に活動することのすべてをネットワーキングと呼ぶこととする。地域に暮らす認知症の人を支える
ネットワーキングは、一朝一夕で構築されるものではなく、時間をかけて醸成される人と人とのポジティブ
な関係性が要である。下記の5つの機能を発揮する地域の拠点の機能によって、専門職同士のみならず、地
域を構成する様々な人々がつながりあい、ネットワーキングが構築される。

(１)居場所としての機能：認知症の有無に関わらず、障害の有無に関わらず、「みんなが居心地よく、だ
れでも自由に」過ごすことができる。特に予定の管理が困難になっている認知症の人が社会的に孤立せず、
拠り所にできる場所として機能する。社会から孤立しない状態になるという事は、合理的配慮を受けられる
機会を作ることが出来るという事でもある。

(２)相談に応需できる機能：認知症を含め、多様な生活課題をもって暮らす人々に対して、専門的な観点
からも相談に応需することが可能であり、かつ必要に応じて、適切な社会資源（保健・医療・福祉・介護に
係る諸機関等）につなぐことができる。口腔の不具合や不満を抱えていても医療になかなか繋がっていない
状態の“受療前支援”は、こうした相談応需の場から実現可能になる3）。

(３)差別や偏見を解消し、住民同士の互助をつくりだす機能：認知症に関する正しい知識の普及ととも
に、多様な活動（イベントなど）を通して差別や偏見が解消され、社会支援を相互に提供することができる
人と人とのつながりを創り出すことができる。認知症の本人が、生活の困難が起こるような症状を抱えてい
たとしても、社会参加し、人としての楽しみをもつこと、人生に希望が持てるような社会とのつながりの場
となることが重要である。

(４)連携を推進する機能（狭義のネットワーキング）：社会支援を提供する多様な組織・団体の相互連携
（顔の見える連携）を推進することができる。前述の地域の多職種連携に関連した公的機関、私的機関いず
れに対してもハブの役割を担い、緩やかなつながりを維持することが重要である。

(５)人材を育成する機能：「認知症」と「権利」について深い認識をもった支援の担い手を育成すること
ができる。人材は支援の実践と効果的な振り返りを通じて醸成されていく。

コーディネーションとネットワーキングは車の両輪であり、認知症とともに暮らせる社会を創出するため
に必要な基本モデルである。人が人として生きるための支援のなかで、社会支援や家族支援のネットワー
ク、そして本人が楽しく美味しく安全に食べることを続けられるネットワークは、資源とつながりが不足し
がちである。「認知症とともに暮らせる社会」に必要なネットワークの継続と発展を推進する必要がある。
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(1)

地域にあるすべての医療機関が、本人や家族にわかりやすく適切な対応が出来るような取り組みを拡充すべきこ
とも書かれている。重要なことは、こうした宣言に書かれているということ自体が、医療機関における認知症の
人への支援体制が充分に整っていない現状を表しているという事実である。
　一方、公的な認知症の人への歯科治療・口腔機能管理の人材育成と啓発は、新オレンジプランをうけ、2016年
に本学会から立場表明が出されたことに端を発する。同年より歯科医師の認知症対応力向上研修が全国で開始さ
れ、2019年に「認知症の人への歯科治療ガイドライン」が発刊された5）。周知の通りガイドラインは、その時
点の我が国における標準医療を記したものであって、本人のニーズに適しているかどうかについて検証されてい
ない。この背景のもと、本人の体験を探り、認知症の人にとって適切な歯科医療のあり方を探ることが急務で
あった。

2. 歯科医療の経験に関する認知症の人と家族への調査

令和2年度老人保健健康増進等事業「認知症の状況に応じた高齢者の継続的な口腔機能管理等に関す
る調査研究事業」において、認知症の人本人や家族に対して「歯科受診の際の困りごとの経験」について調査した
6）。認知症の人本人や家族が感じている歯科医療の実態を得ることにより認知症の人それぞれの状態により適し
た歯科医療が実現されるための基礎情報を得ることが目的である。対象は、認知症の人と家族の団体等の協力を得
て、認知症と診断されている本人及び家族、介護者に配布した。
結果として、本人33名を含む422名の回答があり、“本人か近しい人”（配偶者、子または子の家族、兄弟など親
族、後見人・友人）は67％であった。本人の原因疾患は一般的な認知症疾患分布と同様であり、診断時年齢76.5
±10.0歳、調査時年齢82.5±10.0歳、65歳未満で発症した若年性認知症は14.3％であった。
　“本人か近しい人”の回答では、認知症発症後に独歩で活動できる段階でかかりつけ歯科外来通院を経験したもの
が67.0%であり、うち66.5％がかかりつけ歯科に受診していたが、本人だけの受診で混乱を経験したからこその困
りごとの記述がみられた。認知症発症後、口腔に関する相談相手がいなかった“ 本人か近しい人”は有意に歯科受診
をしていなかった（P＜0.001）。
　“本人か近しい人”が記述する困りごとは、歯科治療を進める上でのプロセスごとに収集され、予約16.3％、通院
18.4％、主訴の申告時22.7％、説明を受ける際21.3％、治療内容の決定20.9％、歯科治療中18.8％、支払い
12.8%、に困りごとがあった（図2）。“歯科受診に際し困りごとがある・あった”ことに対して、「子または子の
家族」が回答者であること（オッズ比（OR）4.472, P<0.001)、「年齢」が若いこと（高齢になるほど
OR0.941,P=0.021）、「診断後経過年数」が長く（OR1.114,P=0.001）、「認知症発症前にかかりつけ歯科が
あった」こと（OR2.267,P=0.021）、「外来受診」であること
（OR2.619,P=0.003）が有意に影響していた。
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3. 地域づくりの視点：調査から見えてきた課題

　超高齢社会であるわが国では、認知症がCommon diseaseと呼ばれて久しい。65歳以上人口の約16%が認
知症をもち、80歳代後半ともなれば男性の35%、女性の44%が認知症であると推計されている1）。一
方、8020運動は最も成功したヘルスプロモーションともいわれるが、今後、認知症になっても歯を多く残し
ている人が増えるのは自明である。この歯科口腔保健活動を展開した以上、認知症の人の口腔の健康を守る
ことは我々の責務といえる。

1. 認知症関連施策

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン、2015年）において７つの柱が示され、歯科医師
の認知症対応力研修が位置付けられた。７つの柱のうち、認知症施策推進5か年計画（オレンジプラ
ン、2012年）において既に示されていた６つの柱を、「本人や家族の視点の重視」という新しい柱が貫
く、という構造は、すべての取り組みは本人や家族の視点を取り入れながら推進すべきであると示したもの
である（図１）。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/nop1-2_3.pdf
認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向け
て～（概要）、厚生労働省P1下段の図を引用

図1 新オレンジプランの7つの柱

　さらに2019年に示された認知症施策推進大綱の柱は大きくわけて、「共生」と「予防」とされている。
共生とは、認知症になっても、偏見や差別を受けることなく、馴染みの人達に囲まれて必要な支援を受け、
住み慣れた地域で希望や尊厳をもって、自分らしい生活を続けられる、その社会を作ること、予防とは一次
予防から三次予防まで含み、認知症の発症を遅らせたり、なるべく健康で自立した生活を送る期間を長くす
ることを目的に健康的な生活習慣の維持、リスクリダクション（リスクを減らす）を推進することである。
本来、医療のアウトカムは疾患からの回復であるが、医療サービス全体のアウトカムは患者の体験である。
患者の体験とケア技術や安全には相関があり、患者本人の体験を基にしたサービスのデザインが課題解決に
つながることが世界的に認知されている2）。本人とともに造り上げる参加型デザイン（co-design）の発展
性が指摘され3）、「本人の体験」は、我が国の認知症関連施策においても重要視されることとなった。わ
が国においては、2018年に日本認知症本人ワーキンググループから、「認知症とともに生きる希望宣言」
が表明された4）。これは認知症の経験をもとにこの社会をより認知症の人が暮らしやすくなるようにする
提言であり、認知症専門医療機関だけでなく、

図2 本人・家族調査における回答者別、歯科での受療行為別の困りごと
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子世代であることは親世代の介護の記憶および責任がある存在であることに加え、歯科以外の様々な経験を
含めて記述された可能性がある。また年齢については、認知症の本人の年齢が若いことで一見脳の疾患を
持っているように見えないことが、困難さにつながった、いわゆる「見えない機能障害」の課題と考えられ
た。かかりつけ歯科があり外来受診したことで困った経験とは、発症後の本人が、それまでと同じように一
般的な受療行動をした際に、うまくいかなくて困ったものと考えられ、かかりつけ歯科における（目に見え
ない本人の変化に対して）不十分な対応を体験したことで「困った」と認識されている可能性があった。 
“本人か近しい人”の体験に基づく合理的配慮のニーズは、本人と家族が置かれている立場、認知症の症状を
理解し、安心できる丁寧な配慮の必要性、スタッフ全員が認知症という病名に戸惑わないような取り組みや
住民への啓発が求められていた（図3）。

図3 本人・家族調査「要望」から得られる Experience-based design

　一方、歯科受診で良かったことの記述は“本人か近しい人”の50.4%に認められ、その内容を社会的支援の
枠組みでカテゴリ分類したところ、「医学的理解」と「具体的な支援」（情報的・手段的サポート）、「安
心できる表現」と「励まし」（情緒的・評価的サポート）に分けられ、歯科医院における合理的配慮のベス
トプラクティスの姿が得られた（図4）。また歯科訪問診療の体験は、①気長に付き合い、②ほめるなどポ
ジティブに声掛けし、③本人が納得できるように工夫してくれることが良い、④家族や施設との連絡調整が
充分で、⑤口腔管理や摂食嚥下機能に配慮したアドバイスがあり、⑥定期的な口腔管理と⑦通院負担の軽減
が有難い、と記述された。その背景には、歯科訪問診療を行う歯科医師は認知症の人の対応に経験豊富であ
る可能性が高く、訪問診療申し込み時にあらかじめ病態の想定がなされていること、本人にとっては出会い
から治療までが自宅というリラックスした環境で行われることが影響している可能性があった。

図4　本人・家族調査から学ぶ「合理的配慮」Best Practiceの形

3. 認知症の人の歯科治療経験に関する歯科医療機関を対象とした調査
同事業では全国の口腔保健センターと在宅療養支援歯科診療所１算定事業所を含む歯科医療機関（日本歯科医

師会会員の抽出）に対して、「認知症の本人の歯科治療経験」の調査を行った（配布数は2835件、回収率
32.6％）。また病院歯科の立場からの回答を得るために認知症疾患医療センターと指定されている医療機関と歯科
標榜のある病院（大学病院を含む病院歯科）にも調査した（配布数1645件、回収率30.2％）。
　歯科医療機関、病院歯科ともに認知症の本人の歯科治療経験のある対象の7 割程度が、認知症の人の受診にあ
たり困ったことが「ある」と回答していた。特に治療行為と説明と合意のプロセスで70％前後が困ったことがあ
ると回答した（図5）。受診した患者が認知症の症状を持っていることによって生じる困難は、歯科医療機関の混
乱や時間と労力負担、本人の意思を尊重できているかの悩み、医療制度と経済負担、理解の差によるトラブルなど
の臨床医のジレンマを抱えていることが明らかになった。

図5　歯科医療機関・病院歯科調査における認知症の人の受診で困ったこと

　歯科医師認知症対応力向上研修受講者は、認知症の病態や様子の変化を学習・理解する機会があったものと想
定するが、受講者がいる歯科医療機関群では有意に認知症の人の受診依頼の全てに対応している歯科医療機関が多
かった。受講者がいる歯科医療機関群において、認知症の人に行った特別な配慮、予知的な治療方針への修正を
行っている割合も高い結果であった（図６）。特別な配慮の自由記載では、①予約に関する情報伝達の工夫、②安
心を伝える情報伝達の工夫、③治療方針を本人に合わせること、④訪問診療への移行、⑤メンテナンスしやすい治
療方針の提案が挙がり、情報的サポートにくわえて情緒的サポートを行っていた。
　また、病院歯科調査からは、自院で受け入れ困難であった場合に病院歯科から一般歯科診療所に認知症の人を紹
介する際の選定基準について、①認知症対応力向上研修受講者が目安、② 訪問歯科診療をしていることが目安、
③障害者歯科診療をしていることが目安、④紹介元と相談しているという点が挙がった。認知症の人の受診受け入
れの条件は、地域の医科歯科連携の確立があることが挙がるが、一方で自由回答では「口腔外科症例のみの連携で
あり、障がい児者、認知症関係の連携ではないことが課題」「病院歯科に認知症対応ができるとはかぎらない」
「認知症専門医療機関に歯科がない」「継続診療のために紹介すべき一般歯科診療所の選定に苦慮する」など、
認知症の人に対応するための医科歯科連携や病診連携の課題が浮き彫りになった。これまで作られてきた病診連携
が、受療困難な課題を抱える人のための連携ではなく、一般の受療行動が出来る人の高度医療に関する連携が中心
であることを踏まえ、認知症の人や精神科疾患を抱える人を包摂する社会、地域包括ケアシステムの実現に向けた
取組の中では、増加する受療困難な課題を抱える人の歯科診療ニーズに対応するための連携体制の再構築の時期に
来ていると言えるのかもしれない。課題の概要を示す（図7）。
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図6　歯科医療機関・病院歯科調査における認知症対応力向上研修の
受講者有無別の認知症の人に実施した特別な配慮

図7　歯科医療機関・病院歯科調査における歯科医師がとらえている課題

4.課題把握と展望

本調査で得られた結果は、歯科疾患という認知症の合併症診療を契機として医科歯科連携、病診連
携、多職種連携の課題を突きつけた。課題を直視したうえで、認知症の本人への歯科医療提供体制の質の向上の
ためには歯科受診プロセスごとのモデルケースや手引きを示し、認知症対応力向上研修に反映させソーシャルサ
ポートができる人材の育成を強化する必要がある。歯科医師と地域の認知症医療介護連携の強化を目的に、認知
症疾患医療連携協議会や認知症疾患医療センター地域連携会議等に歯科医師が参画すること、市区町村で作成さ
れる認知症ケアパスに歯科を含めることが必要である。さらに病院歯科勤務歯科医師は病院内で取り組まれる認
知症対応力向上研修への参加や多職種認知症ケアチームへの参画により後方支援体制の整備を行うことが今後求
められるだろう。
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３．認知症疾患に関する医療介護連携・地域づくりのプロセス
　三戸郡は医療資源が乏しいことは誰もが認識しているため、多職種での連携の必要性は以前から認識されてお
り、老齢人口が飛躍的に増大するのと合わせて自然発生的に多職種連携が生まれ、それぞれが同じような悩み・
問題を抱えている地域の医療・介護職が一緒に交流する土台が作られてきた。三戸郡で講演会･講習会を開催する
と多くの医療従事者の参加がみられる。（図5）

平成28年開催　 三戸郡歯科医師会主催「多職種協働による在宅専門研修」（参加人数151名）
平成28年開催　 三戸郡歯科医師会主催「障がい者歯科セミナー」（参加人数約120名）
平成29年開催　 三戸郡医師会主催「摂食嚥下向上支援について」（参加人数約180名）
平成29年開催　 三戸郡医師会と八戸医師会の合同開催「歯科医師認知症対応力向上研修会」

（参加人数98名）（歯科医師27名、医師12名、薬剤師12名、看護師23名、他歯科医療従事者
15名、介護施設7名他）

平成29年開催　 女性薬剤師会主催「高齢者の摂食嚥下障害について」（参加人数28人）
平成30年開催　 桂泉会主催「摂食嚥下と口腔ケアについての研修会」（参加人数54人）

4. モデル事例

(ア) 青森県三戸郡地区：
地方医療過疎の中で行う認知症対応

１．地域の基本情報

２．事例の概要
　認知症の発症初期から状況に応じて医療と介護が一体となって、住み慣れた地域で安心して生活できるよ
う、マンパワーが足りない医療過疎の地域において有効な方法を模索している。青森県三戸郡は隣接する八
戸市（人口23万人）の周りを囲うように存在する６町村で、1つの郡を形成している（図1,2）、三戸郡と呼
称され人口は総計約71,000人である。

図1 青森県における各市人口と歯科医師会会員数 図2 平成28年4月1日時点の人口と高齢化率
及び認定調査に基づく人数

図3 認知症施策における認知症サポート医のイメージ

　三戸郡は八戸市の二次医療圏に含まれているが認知症に対応する専門医療機関は全て隣接する八戸市に存
在しており、三戸郡内には各町村に数名の内科･整形・外科系医師・薬剤師・歯科医師しかおらず、マンパ
ワーが足りない医療過疎の集合体である。そもそも生活圏が小さいため医療職は既に顔見知りの関係にあ
り、「認知症の対応」という同じ方向を向く機会が与えられると多職種連携の形が出来上がりやすい反面、
「かかりつけ医」と「認知症サポート医」の関係にしても本来であれば（図３）のように「かかりつけ医」
が初期の診断や治療を担当しながら「認知症サポート医」が助言その他の支援を行い、専門医療機関や地域
包括支援センター等との連携の推進役になるべきであるが、実際にこのような体制を構築するのは難しく、
現実的に考えると（図４）のように「かかりつけ医」と「認知症サポート医」が同一の医師にならざるを得
ない。また専門医療機関に送る際も季節要因で冬季間は道路事情が悪化するため八戸市へのアクセスが極端
に悪くなる。このような状況下では「かかりつけ医」・「認知症サポート医」と「専門医療機関」の連携が
難しい。さらに6町村において認知症初期支援チームが稼働しているのは比較的人口が多い2カ所で、その他
はまだ積極的稼働は認められない。そもそも高齢化が急速に進む中、マンパワーが不足している町村の包括
支援センターは通常業務でいっぱいのため手を広げる余裕がない。新たな業務形態として立ち上げても、同
じ人員で行う事が目に見えている。隣り合う町村でも状況は同じなため、お互い助け合いながら連携し現在
ある介護システムを活用することで対応してきた。

図4 青森県郡部地区での
認知症サポート医と専門医のイメージ

図5 各種研修会（三戸郡歯科医師会・八戸市医師会主催）

　実際、平成29年に開催された歯科医師認知症対応力向上研修会は三戸郡歯科医師会と八戸市医師会の合同主催
となり歯科医師対象の認知症対応力向上研修会にもかかわらず三戸郡地区の医師・歯科医師・薬剤師がほぼ参加
する形となった。講演に引き続いて行われた懇親会では医師・歯科医師・薬剤師間で各地区での認知症の仕組み
をどのように利用していくのか、各自の役割は何で、何処に紹介していけばよいのか等、医師間では認知症での
介護保険の意見書は誰が書くことになるのか、サポート医として誰が中心となるのかを話し合った。
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また、現状の医療資源が乏しい中では介護保険の仕組みに認知症患者をいかにスムーズに乗せていくかが解決の
近道との結論に達し、今後は認知症初期をいかに治療に繋げていくかという課題が残った。多職種が顔を合わせ
た状況が作り出す問題解決の方向性は、想像以上の力を生み出す可能性を秘めていた。
　平成30年以降は各地域・各職場での勉強会・研修会が多く行われるようになり、その地区における問題点の
あぶり出しや、認知症初期を治療に繋げるため認知症サポーターの養成に力が注がれるようになった。八戸市
（人口23万人）の認知症メイト171名、認知症サポーター19,991名に対し、三戸郡6町村（人口7.1万人）の認
知症メイト144名、認知症サポーター6,259名であり、認知症メイトを増やすことで認知症サポーターの積み増
しを計っている。（残念ながらコロナ禍で研修会を開催できずサポーターの積み増しは出来なかった）
　県内主要市である青森市（人口28万人）認知症メイト207人、認知症サポーター19,748人、弘前市（人口17
万人）認知症メイト145人、認知症サポーター11,806名であった。（図６）

　令和3年12月10日上顎義歯再製作のため来院、義歯を夜外して洗浄剤につけていたが、朝起きたらケースごと
なくなっていたと話す、以前の話とは少し変化している。令和3年12月24日上顎義歯set、義歯の取り扱い・装着
方法については、くどくなる程説明。翌週27日、28日と自宅に電話して義歯の扱い・保存場所について本人に確
認を行う。令和4年1月7日上顎義歯を装着出来なくなったと来院、本人が出来るようになるまで鏡を見せながら装
着指導を行う。
　令和4年1月19日右下の大臼歯部に物が入る為、歯間ブラシと歯ブラシが欲しいと来院し、本人が使用できるよ
う時間を掛けて指導を行った。
　令和4年1月25日同部位に物が入り気になると来院、右下67大臼歯歯頸部隣接面をセメントで塞ぎ食渣が入らな
いようにする。上顎義歯は使用しているようだ。
　令和4年1月28日前回買った歯ブラシは小さくて磨けないため、大きい歯ブラシが欲しいと来院。大きい歯ブラ
シを買って帰る。この日も上顎義歯は装着していた。認知症が進行しており再度包括支援センターへの連絡と家族
に連絡し情報の共有を行う。家族も認知症の進行具合については認識をしているが本人が頑として受診しないと
言っているとのこと。家族とは介護認定を取って介護保健の流れに乗せて対応する事に話し合った。
　症例１は自院に通所している患者が認知症を発症し徐々に悪化していくケースであるが、患者本人は認知症とは
認識しておらず通院を嫌がる、MCIに気づいた歯科医院は包括支援センターに一報を入れ、家族とも情報を共有、
症状の悪化にあわせ介護サービスに繋げていく。一連の流れが既に出来ているため、スムーズに紹介や情報共有は
進められていく。今回の症例のように本人の拒絶が入ると医療系の受診には繋がりにくいが、介護サービスを絡め
ていくと介護士・ケアマネ等の関わる人が多くなり、本人も納得しやすい状況が生まれやすい。

【症例２】
T.S　S31　65歳女性（施設入居、前頭側頭型認知症）
3年程前より入浴や口腔清掃を嫌がり、時々思うようにならず暴れることがあるため施設入所、現在は施設の人
にも慣れてきている。最近、食が急激に細くなり、かかりつけ医からエンシュアリキッドが処方される。口腔内に
問題があると思われたが本人は頑として口を開けないため家族とケアマネ同行し近くの歯科医院を受診する。近隣
歯科医院では口腔内に動揺歯あるが、重度認知症のため相互理解が出来なく治療困難と診断され当院紹介となる。
患者本人の情報はケアマネより入手。
　令和3年4月8日往診にて対応、当日は患者の姉・ケアマネ・施設職員が同席。挨拶は出来るも自分の大事にして
いるリュックサック（背負い袋）の説明に終始し、こちらからの言葉は届いていない。相手の話に同意しながら手
を握ったり背中をさすったりしながら仲間のような雰囲気を醸し出す。当日は姉が同席してくれたため緊張はせず
暴れることもなかった。姉には口を開けるため、その際に口腔内の状態の観察、歯式を取る。しばらくすると私た
ちにも開口まではしてくれる、それ以上は身体を振って拒否、うがいも拒絶する状態であった。残存歯は21本、
全体に歯周病に罹患し歯石沈着多量、左上4は動揺度4で今にも脱落・誤嚥・窒息の危険がある状態。食が細く
なった原因は左上4の動揺歯のため咬合すると痛みが出ると診断。本人に痛いところを舌で触ってみてと言うと左
側に舌を移動したため、この歯の抜歯を行うこととした。当初相互理解は全く出来ないと思われたが、時間を掛け
て接すると本人が嫌がること以外（口を開けて、座って、立って等）は理解し行動出来ることがわかった。何度か
往診しコミュニケーションを図ることで口腔ケアも出来そうであるが、現在の状態ではポータブルレントゲンでの
撮影も拒絶、口腔内に器具（ミラー等）が入ることも拒絶。
　動揺歯の抜歯を早急に施行しなければ誤嚥を起こしかねないため、動揺歯の抜歯を決意し姉の了解を得る。口唇
を指で触っても嫌がらない程度まで脱感作を行い、歯肉に表面麻酔行った。器具を使用せず術者の手指で歯をつか
み抜歯を行った。動揺により周囲歯肉腫脹があったため抜歯直後は出血、そのままガーゼを指で抑えて止血を行っ
た。止血の際は嫌がり暴れて3人で抑えたが痛みがそれほど無かったのか数分でおとなしくなった。その後本人の
リュックサックのピンク色が綺麗という話しながらおとなしく圧迫止血が出来た。姉が抜歯までの経過を傍で見て
いたこともあり、今後の加療についても全て任せるので時々往診に来て口腔ケアをして欲しいと依頼される。

図6 八戸二次医療圏　認知症メイト・認知症サポーター数

４．活動内容・成果
【症例１】
R.S　S17　80歳男性（独居、アルツハイマー型認知症疑い））

令和元年12月18日左下67欠損のため局部床義歯set、本人にとって初めての義歯であり装着方法・取り扱い
の説明は本人が出来るまで行う。令和元年12月27日先日装着した義歯を失くしたと来院。装着後間もない為
サービスで再製作を行う、令和2年1月14日義歯set。

令和2年8月右下の歯の調子が悪いと来院、右下義歯は装着されていなかった。上顎にも義歯を入れたいとの
希望があり、令和2年10月23日上顎局部床義歯装着、義歯装着のため装着方法・取り扱いの説明を本人が出来
るまで行う。令和2年11月2日義歯の装着方法が判らなくなったと来院、再度時間を掛けて出来るようになるま
で指導。この時点で軽度認知障害（MCI）を疑うもその後来院せず。
　令和3年1月27日義歯を失くしたと来院。入れ方が判らなくなり置いておいたらなくなったとのこと、探して
もらうことにして当日は帰ってもらう。令和3年1月29日義歯を新しく作りたいと来院、保険で作るなら6か月
後の5月になってから作ることを説明。この時点で地区包括支援センターに連絡を入れる。身体的不自由もなく
現在は健忘が強いだけなので今後気を付けて観察していこうと話し合う。ただし本人はまだ車の運転を手放す
気はさらさら無く危険度は増すと考えられたため、お会いする都度車の話を出すことにする。その後包括支援
センターから連絡があり、近在する認知症サポーターも訪問してくれることになった。

令和3年5月11日6か月経ったため上顎義歯再製作のため来院し5月28日上顎義歯装着。令和3年7月20日入れ
歯をコップに入れて寝て、起きたらコップも入れ歯も無くなったと連絡が入る。義歯の再製作は作ったばかり
のため期間を空けて12月頃なら作れると伝える。自費であればいつでも作れると伝えると、12月に作るという
答え。8月、10月、11月にまだ義歯を作れないのかと電話が入り、その都度12月にならないと制作できないと
伝える。



24 25

モ
デ
ル
事
例
：

青
森
県
三
戸
郡
地
区

　令和3年5月13日居住する施設への往診。前回の抜歯後、食事は普通に出来るようになったと報告をうける。
本人が治療の事を忘れているかは、会話の中では判断できなかった。あいかわらずリュックが大事だと話してい
る。口腔内に触ろうとすると嫌がり暴れるも、諦めずに指から歯ブラシへ順に入れると受け入れ始める。口を開
いてと言うと開いてくれるようになるが、うがいは拒絶される。　左下⑤６⑦のブリッジが動揺しており今後抜
歯は必要、器具を口腔内に入れるまで時間が掛かるため時期をみて行う。
　令和3年6月10日往診での診療、拒絶感は見られない。口腔内を診るまでに相変わらず時間は掛るが歯ブラシ
を口腔内に入れることが可能となった。うがいも最初の1回は可能だがそれ以降は拒否する。左下のブリッジの
動揺が激しくなり、何かの拍子に脱落・誤嚥・窒息の危険性が増したため抜歯を決意する。レントゲンの撮影は
抑制するマンパワーが足りなくて断念、麻酔は必要なため浸潤麻酔時に3人で抑える。抜歯は動揺歯のため一瞬
で終了し、歯肉腫脹があるため抜歯後の出血は多くガーゼを指で圧迫し止血を行った。前回と同様、止血の間の
数分は暴れていた。うがいが出来ないため血の味が常にあり情緒を不安定にしているようだ。15分後には止血
し終了、次の往診は期間を空けて痛みの記憶が薄れてから行うことにした。
（新型コロナが流行し4か月間往診延期となる。）
　令和3年10月7日往診での診療。4か月ぶりの診療ですっかり歯のことは忘れている様子、本人はこれから外
出があるので診療は受ける暇がないと訴える。口腔内を診るまでに相変わらず時間は掛る、徐々に歯ブラシを
口腔内に入れることは可能、うがいも1回は可能。手用スケーラーで前歯部の歯石除去を行う。多少の痛みや出
血があるせいで嫌がるが暴れるほどではなかった。
　令和3年11月18日往診での診療。今日は機嫌がよく介護さんと手をつないで現れる。口腔内に歯ブラシを入
れても嫌がらず手用スケーラーで歯石除去をおこなう、本人は痛いと身をよじるが暴れない。うがいは拒否せ
ず自分からスムーズに数回行うことが出来た。

症例２　T.S　S31　65歳　女性

　症例２は中等度認知症で認知症患者の治療というよりは、障がい者治療のカテゴリーに入ると思われる症例。
意志疎通が難しいため本人自身からの情報はほとんど期待出来ない。医療面接が満足に出来ないため治療の前段
階に時間が掛かり、苦痛なこと嫌なことは首を振って拒絶か身体を動かし暴れることで表現される。はじめは口
腔内に触れることも出来なかったが回数を重ねるごとに出来ることが増えてはいるが、注水下でのスケーリング
や切削を伴うカリエス処置は容易ではない、今後も抜歯の必要性があり行動管理・安全管理をしながらでの往診
による治療のリスクは高い。認知症初期に対応していたらこのような状況にならなかったと言えるが、過疎の農
村で一軒一軒が離れて存在するなかで認知症を発症、配偶者が亡くなり独居になることで認知症悪化、孤立状態
になり姉が訪れた時には既に初期段階を過ぎていた。当院紹介時は発症より既に3年以上経過しており、認知症
が悪化すると一気に治療リスクが増す症例となった。

５．歯科医師会・歯科診療所としての役割・貢献
　三戸郡のような医療資源の乏しい中で認知症の対応を考えていくには、それぞれの地区の関係者の顔が見える
ような関係で連携していくことが近道と筆者は考える。必要な時に簡単に連絡が取れる関係、相談できる関係が
患者さんにとっても私たちにとってもスムーズに物事が進む。自分の手に負えなくなった際の受け皿もあり

図7 青森県歯科医師会の取り組み 図8 障害児者歯科医療技術者養成事業研修

６．課題と今後の展開
自分には認知症対策が各地で盛んに行われていく様子は、2000年に介護保険法が成立して要介護認定やケアマ

ネという新たな言葉が作られ、制度が作られていく過程に重なってみえる。介護保険成立以前は高齢者の家族や親
族が面倒見るのがあたりまえという考えが根底にあり、高齢者自身も支える若者が減っても自分の生きているうち
は大丈夫と思っていたであろう。例えばコンビニも同じころに出来始めたがコンビニなんて若者向けのお店という
感覚だった。それから急速に高齢化が進むことで、周りは高齢者ばかり、コンビニは遠くに買い物に行けない高
齢者のお店となり、公園で遊ぶ子供も見なくなった。学校では運動会を生徒だけ出来ず父兄も参加対象になり、現
在はそれでも足りず町内会運動会も合わせて開催されるようになった。高齢者が増えるにつれ介護保険による介護
サービスが提供されなければ他の年代の社会生活が成り立たないほど重要な制度となった。20年ほどの期間で想
像以上の世代間の人口変動がおき、驚くほど状況が変化した。　筆者は認知症対応も同じような過程を経ると考え
ているし、その兆候は実際に高齢者を診察していて感じている。介護保険導入当初、要介護・ケアマネといった言
葉に違和感があったが、今では感じない。今後、認知症患者が増えるに従い「認知症初期対応支援チーム」や「認
知症サポーター」という言葉も自然と使用される日が近いと感じられるし、そうなるであろうと思う。
　余計なことを言わせてもらえば、介護保険でもそうだが日本語では使用されるうちに略されていきケアマネ
ジャーがケアマネ、包括支援センターがホウカツさん等4文字か5文字になって使用されている。こと認知症に関
しては語呂が悪く、なんとも略した感じがはまってこない。ネーミングはまだ変更しても大きな問題にならない気
がするので、将来に向けてカッコ良いネーミングや略した語呂が決まる名称を付けたほうが世間に浸透しやすいの
ではと感じる。
　余談ではあるが、認知症対応で培われた町村間の「顔の見える関係での連携」は新型コロナウイルスのワクチン
接種の対応でも生かされ、三戸郡内の歯科医療従事者に対するワクチン接種は町村間を跨いで実施され、青森県下
では歯科医療従事者の中ですみやかに実施された。

（認知症医療センターとの関係も顔が見える関係のため）負担なく紹介することが出来る。
　ただし冬季など患者さんの移動を考えると出来るだけ自分の診療スキルを上げて紹介すること無く全てに対応
するべきと思うが、認知症が進むほど障がい者の診療と同じように全身管理、行動管理および安全管理等に注意を
払いながらの歯科診療になるため、少人数の場合は頑張って対応していくが人数が多くなってきた場合はどこまで
許容できるかは自分でもわからない。他歯科医院でもリスクの割に報酬の評価が低いため脱落していく可能性は大
いにあると考える。このため青森県全域で認知症の歯科治療を支える仕組みを構築する必要性を感じている。
　青森県歯科医師会では歯科に通院困難な患者に往診先を紹介する「在宅歯科医療連携室」と障がい児者の受診
の機会を確保し、診療できる歯科医院を紹介する「障がい児者歯科支援ネットワーク運営室」を運営している。
（図7）この仕組みを認知症患者にも対応させることで新たな部署を作らずに認知症患者の治療機会を逃さない仕
組みが出来る可能性がある。認知症患者に対応する歯科医院は毎年行っている認知症対応力向上研修会を受講した
歯科医院から手上げ方式で参加して貰い、治療を必要とする認知症患者を紹介するネットワークを作る。進行した
認知症患者の治療に際しては県の施設を利用して月に1回開催している「障害児者歯科医療技術者養成事業研修」
で診療可能な歯科医師等を確保及び資質の向上を図る。（図8）このように考えれば既存の紹介システムに乗る形
であるため、それ程労力を必要としないと考える。
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(イ)東京都豊島区：
認知症患者の状況に応じた継続的な口腔機能管理への取り組み

１．地域の基本情報

２．事例の概要
「口腔保健センターを活用した認知症患者への対応策」
豊島区における認知症高齢者の数は、平成27（2015）年の約9千人から令和7年（2025）年には約1万500
人、約1.2倍を見込んでいる。

　さらに豊島区の特徴として一人暮らし高齢者の割合が高く、平成27年時点で33.8％となっており、東京
都平均の24.6％よりも高く、全国平均17.7％のおよそ２倍にあたり、全国一となっている。平成28年度に
実施した「要介護認定者調査」の中の家族等介護者の回答では、不安に感じる介護等の内容について、「入
浴・洗身」に次いで「認知症状への対応」があげられていた。認知症状への正しい理解を深め、認知症の人
や介護をする家族などの不安を取り除くための取組みや、認知症になっても地域で安心して生活するための
支援が求められていた。
 豊島区では若年人口が増える一方で古くから生活している高齢者との世代間の繋がりが希薄となり「都会
の限界集落」とも揶揄され、「独居の認知症高齢者」への対応が求められている。特に地域での見守りに加
え、在宅診療が必要になった場合の支援体制の構築が喫緊の課題となっている。

３．認知症疾患に関する医療介護連携・地域づくりのプロセス
令和元年６月１８日には、今後の後期高齢者の増加を見据え、「認知症施策推進大綱」がとりまとめら
れ、「共生」と「予防」が大きな柱となった。そこで、豊島区では認知症の容態に応じた適時・適切な医
療・介護の提供が行えるように平成26年より、豊島区三師会、認知症の関係機関等の関係者が参加し、地
域における認知症対策を継続的に支援する体制を確立し、推進するため、豊島区認知症施策推進会議を設置
した。これに先行して平成22年度から豊島区の在宅医療を推進するために豊島区在宅医療推進会議が設置
されており、すでに多職種連携が進んでいた。豊島区認知症施策推進会議では医療機関相互や、医療と介護
の連携の推進役である認知症疾患医療センター、高齢者総合相談センターを中心に、認知症の人が容態に応

じて、適時・適切な支援を受けられる体制を構築し循環型仕組み作りを進める施策について年に3回ほど協議し
ている。具体的な活動目標として、

①医師会と連携し、もの忘れ相談を実施し、認知症の早期発見・早期治療につなげます。
②認知症初期集中支援チームを通じて、認知症の人や家族に対する初期の支援を包括的・集中的に行い、住み
慣れた地域での自立した生活のサポートをします。
③認知症ケアパスは、関係機関と調整を行いながら3年に1回改訂し、認知症に関する基礎的な情報とともに、
具体的な相談先や受診先の利用方法等が明確に伝わるように工夫します。
④「認知症コーディネーター」が、認知症で対応困難な事例に対し、他関係機関と連携支援を行い、適時・適
切な支援を受けられる体制を構築します。
⑤医療機関、高齢者総合相談センター、介護サービス事業者等地域の支援機関同士の支援及び、認知症の人や
家族を支援する「認知症地域支援推進員」相談業務を充実します。
⑥医療・介護従事者向けに、多職種協働研修・ライフサポート研修を実施し認知症対応力の向上を図ります。
⑦高齢者総合相談支援センター（地域包括支援センター）での、認知症に対する支援体制をさらに推進しま
す。
⑧かかりつけ歯科医を推進します。
⑨かかりつけ薬局を推進します。
⑩地域の認知症疾患医療センターとの連携を強化し、相談機能の充実を図ります。

が掲げられている。
　歯科の立場からは「かかりつけ歯科医の推進」ということで、認知症の方は口腔セルフケアへの意欲低下や
介助に対する拒否、食行動変化やう蝕・歯周病の進行など口腔内にトラブルを抱えやすい傾向にあり、こうし
た方への適切かつ継続的な口腔衛生管理を行うためには出来る限り早期から個別的な対応を行う「かかりつけ
歯科医」を持つことの必要性を訴えている。併せて歯科医師会会員には東京都歯科医師会主催の「認知症対応
力向上プログラム」の受講を勧めている。
　認知症ケアパスでは、初期の認知症であればそれぞれの「かかりつけ歯科」で対応し、進行に合わせて対応
が難しくなるようであれば豊島区口腔保健センター「あぜりあ歯科」や地域拠点型認知症疾患医療センター・
口腔科を利用できるように案内されている。また、認知症が進行して摂食嚥下機能低下が見られる場合には摂
食嚥下機能評価や食形態の調整、訪問口腔ケアなどのサービス内容についても案内されている。当地区では認
知症の初期から重度まで地域で支える歯科関連サービスが整備されている。口腔保健センターの職員は全員、
認知症サポーター研修を修了しており、中には認知症サポーターを養成するキャラバンメイトも在籍していて
認知症患者への対応に習熟しているし、障害者や有病高齢者を対象に特化した診療所であるため時間をとって
のゆとりある対応が可能となっているので通院できる場合は外来診療でも十分対応できている。在宅訪問歯科
診療が必要な場合も認知症の程度や治療の内容に応じて対応可能な歯科医師会会員を口腔保健センターの方で
選択して派遣している。
　また、口腔保健センターは平成12年より区内の特別養護老人ホームやグループホームに入所中の中・重度認
知症の方、在宅での認知症の方への訪問歯科診療も担っている。特に、認知症を有する入所者への食事介助で
は施設職員とともに食事観察を行い、食形態や介助方法などをアドバイスするミールラウンドを定期的に行っ
ている。こういった介護現場での訪問歯科診療には歯科医師会会員が輪番で担当していて、重度認知症の方々
と接することで対応の仕方などを学ぶ機会にもなっている。このことは歯科医師会会員の認知症対応力の向上
だけでなく、地域の認知症対応力の底上げにも繋がっている。併せて、歯科衛生士学校の学生が臨地実習とし
て高齢者施設への訪問歯科診療に同行する事業も行っており、若い世代への教育の場にもなっている。
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・嚥下訓練により嚥下機能を向上させる。
・嚥下の様子と食事形態を確認しながら、安全に食事をステップアップ。
・摂取カロリーが増し栄養状態が改善したら、IVHを抜く。
・IVHが抜けたら、以前のようにデイサービスやショートステイを利用する。
・介護負担を軽減し、患者の生活の幅を広げ、豊かな在宅療養につなげる。
これらの目標をMCSを通じて全員が共有し、チームが一丸となって目標達成に向けて動き始めた。
　１日３回食になった後の状況や、「３回食べられてうれしい」という患者の感想もすぐにタイムラインで共
有される。HPN抜去に向けて、管理栄養士から家族への食事指導も始まった。食事形態やカロリーについて、
各職種から方向性や指示、アドバイスが書き込まれ、食事の状況に応じて新しいサービスも開始される。つい
に退院140日目にIVHを抜去し、IVH管理のための訪問看護は終了となった。栄養状態やリハビリ時の状況も改
善され、食形態もアップしていく。162日目にはデイサービスも開始された。

　口腔保健センターが歯科のハブとなって地域の認知症に関する医療提供体制の中核である認知症疾患医療
センターと、区、かかりつけ医、高齢者総合相談センター、認知症関係機関等との連携を強化し、地域の介
護・医療資源等を有効に活用するためにICTを活用したネットワークづくりも推進している。

４．活動内容・成果
「ICTを活用して多職種が関わった事例」
　高血圧、脳梗塞後遺症、嚥下性肺炎、嚥下障害で入院中、認知症高齢者自立度Ⅱｂレベル、ＨＳＤ－Ｒ＝
５点の中～重度認知症の70代男性。
　病院では胃ろうをすすめられたたものの、患者本人の「食べたい、家に帰りたい」という強い意思を、看
取り覚悟で尊重したいというのが家族の思いだった。この段階ではHPN（790kal）で、経口は内服時の３％
とろみ水のみという状況だった。
　退院後、患者宅を毎日訪問した看護師からは「ただ状態を見るとむせも発熱もないし、痰も増えない。
『食べたい』という気持ちに応えたい。」ということで医療専用SNS（MCS®）を通じて主治医、訪問看護
師、薬剤師、ケアマネジャー（以下ケアマネ）に加え、歯科医師、歯科衛生士、福祉用具専門相談員、言語
聴覚士（ST）が加わったチームMが結成された。

初診時口腔内  歯科医師による義歯調整

チームMとしての初回訪問時、歯科医師が義歯の調整と嚥下機能のスクリーニング検査を実施し、まずは
１日２食、１－j程度のゼリーと２%とろみ液を交互にとるよう介護者へ指導を行った。その結果をもとに
MCS上でカンファレンスが行われた。STは間接訓練として自主トレ方法をアドバイス、薬剤師は輸液・服薬
を管理。ケアマネはヘルパーや訪問入浴の手配、チームMと家族間のサービス調整などをタイムラインで
行った。このときに役立ったのが、MCS上で文書や画像がアップできる機能で、口腔ケアの手順書、車いす
のポジショニングの結果報告、カロリー・水分・嚥下状況のチェックシートなどがわかりやすく共有でき
た。また電話やファクスで情報をやり取りしていた頃に比べ、患者の体調もすばやく把握できるようになっ
た。続いて耳鼻科医と管理栄養士がチームM加わった。

耳鼻科医によるVE検査

デイサービスでの食事

　このように場所や時間の制約を受けずに多数のメンバーで情報を共有でき、添付された写真や動画で具体的
な状況がMCSを通じて確認できた。
　ICTネットワークの導入で、スタッフ間で情報共有をするために費やしていた時間や手間が大幅に軽減され、
患者にとって最適なタイミングで迅速に対応することが可能になる。また、互いに情報を共有することで、専
門職の質、医療の質の向上にも確実に寄与する。
　今後ますます増えていく地域の認知症高齢者への在宅医療や医介連携に、ICTは大きな助けとなる。
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「認定栄養ケアステーションと連携した症例」
　認知症、心不全　介護度5　認知症高齢者自立度Ⅲaレベル　重度認知症100代女性
　95歳の頃、全顎無歯顎で総義歯不適合の主訴で初診。以来、6ヶ月おきに軟性裏層材によるリベースを行
い、月に1度の頻度で歯科衛生士による口腔ケア、リハビリテーションを続けてきた。食事は上下とも義歯
を装着して軟菜食を経口摂取してきた。初診時は認知症高齢者自立度Ⅱaレベルであったが徐々に認知症が
進行していき、口腔ケア時に不穏状態になることもしばしばあったが、その際は介護者に抑制してもらいな
がら歯科診療、口腔ケアを5年間継続してきた。100歳を超えてから認知症がさらに進行し、義歯を装着し
ての食事摂取ができなくなり、ペースト食による経口摂取となった。食事量が減り、アルブミン値も低下し
たことから主治医に管理栄養士による訪問栄養指導の必要性を訴え、「あぜりあ歯科」より主治医に食事指
示書を依頼し、「あぜりあ歯科」を介して非常勤雇用契約を結んでいる認定栄養ケアステーションの管理栄
養士に訪問栄養指導を依頼し、居宅療養指導として介護者への食事に関する指導を行った。その後、サルコ
ペニア嚥下障害により誤嚥性肺炎に罹患し入院となった。退院後は在宅酸素療法を受けながらの寝たきりと
なったがペースト食を経口摂取し、歯科衛生士による口腔ケアも引き続き継続している。
　地域の認定栄養ケアステーションと連携することで主治医が管理栄養士を雇用していない場合でも訪問栄
養指導が可能となり、今後の展開が期待される。

栄養ケア・ステーションとの連携図

「新型コロナの影響で歯科介入が妨げられた事例」
　認知症　廃用症候群　介護度4　特養ホーム入所中　　認知症高齢者自立度Ⅱｂレベル　ＨＳＤ－Ｒ＝10
点の中～重度認知症の80代女性。
　車椅子座位可能だが 声かけにはほとんど反応なし。開口拒否もあり、口腔ケアが困難。覚醒していれば
食事は自身で常食摂取可能な状況。　　 
　上顎6～7、下顎7～7　補綴処置はあるがすべて自歯。自分自身では口腔ケアはできず、全介助による口
腔ケアが必要。
　これまで、2019.5.13　初診でカリエス処置終了後、毎月隔週で歯科診療・訪問口腔ケア・衛生指導を実
施していた。新型コロナの影響で2020.2.29　を最後に入所施設より訪問歯科診療を受け入れないとの連絡
があり、10月まで7か月間、施設への訪問を自粛していた。
この間、何度か施設側へ訪問歯科診療を打診するが、感染を理由に拒否された。

初診時口腔内

　10月に他の患者への診療要請があり、訪問した際に施設側から、ついでに診て欲しいとの依頼があり、7ヶ
月ぶりに診察したところ上顎の1～2以外のほとんどと下顎も3本の歯が残根状態。1本が自然脱落しており、前
歯部咬合となり咀嚼が出来ない状態であった。
　口腔内がこのような状態であることを施設職員は全く気づいておらず、家族からの訴えで今回の診察につな
がったが、認知症も重度で開口拒否もあることから義歯作製は不可能なためこのままで経過観察するしかない
状態。食事も咀嚼が出来ないため、ムース食に食形態を落とさざるをえない状態となってしまった。
　高齢者介護施設では認知症により開口拒否や介護抵抗があると口腔ケアは疎かになりがちになる。新型コロ
ナの感染を恐れるあまり、専門職の介入が妨げられ、QOLが損なわれることになった。

重度の認知症であると「口開けて」「はい、噛んで」というような指示が入らないことから義歯などの補綴
処置を行うことはほぼ不可能である。つまり、重度の認知症を有する要介護者は一度、失われた口腔機能を取
り戻すことは非常に困難となる。
　歯科治療や口腔ケアは不要不急のものではなく、感染予防の点からも必須行為であり、感染対策を十分に行
えば、歯科治療は何ら問題ないので通常通りの処置を続けるべきである。

　認知症高齢者への在宅訪問歯科診療の場合、患者やその家族の義歯などの診療への過剰な期待や、口腔機能
低下の理解が得られない場合がある。その他にも訪問予定日や時間の忘れ、一部負担金の授受などについて問
題がある、ゴミ屋敷のようで、足の踏み場もないような室内、猫や犬が何匹も室内にいて、異臭がひどい、夏
なのに冷房もなく、逆に真冬なのに暖房もない、オートロックマンションでカギの開け方がわからない、口腔
ケア中に噛まれた、蹴られた、殴られた、下半身が露出していたなどのハラスメント行為があるなど様々なト
ラブルに見舞われることが多い。

５．歯科医師会・歯科診療所としての役割・貢献
　地域で生活する認知症高齢者の場合、医療職、介護職などの多くの専門職とともに地域住民が関わることに
よって支えられている。こうした多職種の一員として地域歯科診療所も貢献する余地がある。歯科が役割を発
揮するためには普段から認知症高齢者に接する機会の多い介護職の方から口腔に関する困りごとなどの情報提
供が欠かせない。その情報提供する窓口として歯科医師会がハブとなることで歯科医師会会員診療所と現場と
を効率的に繋ぐことが可能となる。その際、歯科医師会会員の特性を歯科医師会が把握していることでニーズ
に合わせた配当医の選定も可能となる。また、歯科医師会が窓口になることで行政との連携も可能となるた
め、行政に寄せられる様々な口腔の困りごとに対しても歯科医師会が対応することができる。歯科への理解が
不足している介護職等への啓発事業も歯科医師会が中心となって行うことで地域全体の歯科への理解を深める
ことも可能となり、潜在している歯科の需要を喚起することにつながる。
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　また地域の医師会や薬剤師会、看護師会などの職能団体との連携する上でも歯科医師会の存在は欠かせな
い。それぞれが拠点を持ち、そこがハブとなってICTを活用したネットワークを構築することでその患者に
マッチした多職種チームを即座に組むことが可能となる。個々の歯科医院の認知症対応力を向上させること
も大切だが個々に頼らないシステムを構築していくことが必要である。

６．課題と今後の展開
　地域の認知症施策の立案段階から関わるためには歯科医師会としての職能団体の存在は欠かせない。
同時に効果的に計画に歯科関連事項を盛り込むためには歯科医師会としての戦略も必要となる。行政が開
催する認知症対策も含む各種審議会に歯科医師会もメンバーとして招集されるが多くの場合、当て職とし
て副会長などが出席するが果たしてその人物が本当に現場のことを理解しているか甚だ疑問である。しか
も役員任期が終われば審議会の任期途中で交代することになり、継続的な働きかけが不可能になる。歯科
医師会として戦略的にかかわるためには少なくとも施策の計画期間中はメンバーを交代させないことが必
要であるし、その分野でのスペシャリストを育成することも重要となる。
　医師会は「かかりつけ医」、「認知症サポート医」、「認知症専門医」、「認知症疾患センター」と重
層的な支援体制が構築されているのに対して歯科では「かかりつけ歯科」の次がいきなり高次医療機関と
なってしまい「かかりつけ歯科」への負担が過大である上、高次医療機関との間を埋める役割を担う歯科
医療機関がないことが致命的である。本来であれば「かかりつけ強化型歯科診療所」が地域包括支援シス
テムの中でその役割を担うべきであるが、本来の趣旨とは違う方向に行っているように感じられる。可能
であれば本地区にあるような口腔に関わるよろず相談ができる「口腔保健センター」が基礎自治体単位で
設置されることが強く望まれる。また、認知症の方の口腔の健康を担う歯科衛生士の活動の拠点として活
用することも望まれる。
　近年、外来患者の減少から在宅訪問歯科診療に参入する歯科医院が増加しており、特に開設間もない
歯科医療機関が多い。在宅訪問歯科診療の患者は程度の差こそあれ、認知症であることが多い。そのため
臨床経験も浅く、認知症への対応力不足もあり、地域での多職種連携も不十分な歯科医院の場合、トラブ
ルを起こすことが多い。そのため、歯科医院の経営的な側面からだけで安易に訪問歯科診療へ参入すべき
ではないと考える。
　今後、独居の認知症高齢者が増加していくが在宅訪問歯科診療の場では様々なトラブルが発生する。
例えば歯科衛生士単独による居宅療養管理指導ではハラスメントや病状急変による緊急事態など危険を
伴う場合に対処できない恐れがある。そのような場合は2名での居宅療養管理指導が認められるべきであ
る。また、小児の場合はレストレーナーによる抑制も可能であるが、認知症高齢者を抑制する場合は人的
抑制に頼らざるを得ない場合が多い。そのための人的費用補償も併せて認められるべきである。

(ウ)東京都板橋区：
都市部の団地における歯科口腔保健介入と地域連携

１．地域の基本情報

２．事例の概要
　高島平団地は1970年代から作られた高・中層集合住宅群であり、現在10,170戸の住宅がある。1970年代
から1980年代にかけて子育て世代が多かったが、現在では建物の老朽化や住民の高齢化が課題である。東京
都事業による高島平1～5丁目の70歳以上人口を対象にした調査（認知症と共に暮らせる社会に向けた地域ケ
アモデル事業:平成28年）によると、平成28年時点で地区全体の人口32,674人のうち、高島平2丁目団地人口
は13591人で41.6％を占めるほどの人口密集地域である。高島平地域の高齢化率は高く、特に高島平2丁目団
地は43.4％（男性38.6％、女性47.8％）である（参考：板橋区全域の高齢化率は25.5％）。同調査における
ハイリスク群においては、単独世帯と夫婦のみの高齢者世帯の割合は75.8％を占め、認知症の状態にあると
評価された者は39.4％であり、鑑別診断などの医学的支援や、介護保険サービス利用・生活等の社会的支援
のニーズが高い者が地域に暮らしていることが明らかになった。口腔機能低下があるものは特に認知機能が
低下した者に多く、また自覚されていないことも明らかになった１。
　こうした実態調査を受け、我々は平成29年より高島平2丁目団地内に認知症支援の拠点となり、居場所と
なる地域拠点の運営を開始した。認知症支援だけでなく健康に関する講座や、音楽・落語など文化芸術に関
する講座、囲碁やカードゲームの場の提供のほか、保健師、心理士、医師、歯科医師による相談応需を行っ
ている２。 

３．認知症疾患に関する医療介護連携・地域づくりのプロセス
　平成28年から高島平地域における実態調査を行った。郵送アンケート調査の他、会場調査、訪問調査を
行った。その調査に関連し地区医師会、地域包括支援センター、地域のステークホルダー（団地事務所、
地域新聞社、通いの場等）に協力依頼を実施してきた。
　平成29年に団地内の拠点を設置した。初期の拠点運営メンバーは、保健師、心理士、医師、歯科医師、
精神保健福祉士であった。近隣にある通いの場やコミュニティカフェ等との連絡調整を行いながら団地事務
所と連携し健康講座を定期開催した。健康講座では口腔保健に関する講座も定期的に実施した。
　相談応需は適宜実施されており、相談者本人が口腔に関する相談を持ち掛ける他、拠点スタッフが支援を
している中で口腔に関する不具合の気付き等を起点にアウトリーチを含む相談応需に至る3。本人にとって
なじみの関係であるスタッフなども同席し、悩みの吐露のしやすい環境になるよう配慮し、時間をかけて
意思形成支援の場を築いた。
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４．活動内容・成果
　認知症高齢者等からは様々な口腔に関する相談が寄せられるほか、認知症高齢者の生活に関与している多
彩な職種からの気付きを得て、歯科口腔保健相談は実践されてきた。
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図1 相談記録の構成 

以下に特徴的なケースを提示する。
ケース①．
B氏（80歳代　男性　夫婦同居）と妻G氏（80歳代　女性）
【経過のまとめ】
　B氏とG氏の夫妻は、拠点で行った歯科講話に参加したことがきっかけで、妻G氏が、歯科相談の希望を拠
点スタッフに伝え、両名同席の上で歯科相談が実施されることとなった。夫妻は、以前は都心で歯科通院し
ていたが、5年程度歯科通院を中断していた。その理由は夫妻ともに脳血管障害を経験したこと、転居によ
り新しいかかりつけ歯科医院を探すことや、はじめての歯科医院に新規受診する思い切りが付かなかったと
いう理由であった。またG氏はB氏について、脳血管障害発症後から意欲の低下や日常生活の不具合が生じ
ており、歯磨きを促しても全く歯磨きを行わないこと、歯科医院受診を中断している間に、口腔内の問題
が起こっている可能性があり心配であると語った。一方のB氏はとぼけているような様子であったが、対話
の中ではB氏自身が「咬むと痛い」と感じていることが分かった。
　拠点歯科医師は、拠点の相談室でB氏の口腔内診査を行い、急性状態の重度歯周炎を含むいくつかの問題
点を発見した。G氏も複数の口腔の不具合があると自訴があったため、同様に口腔内診査を行った。また面
接において、夫妻が歯科受診を躊躇していた複数の理由を聞き出し、安心して歯科治療を受けられるように
情報を整理して、本人の希望をあわせたうえで、近医歯科に情報提供書を書くことにした。夫妻は拠点歯科
医師と時間をかけて面接出来たことを大変喜び、早速情報提供書をもって近医歯科に受診した。約一年後に
B氏の自宅で口腔内診査した際は、急性状態であった重度歯周炎の抜歯が行われ、口腔内の炎症が制御され
ている状態であった。また適切に義歯を使用しており、B氏は「調子は良いよ」と語った。G氏も同様に歯
科治療をうけ、夫妻は在宅生活を継続している。
【事例ふりかえり】
　本例は、ともに脳血管障害後遺症を持つ夫婦において、「歯科受診」という健康にアクセスする権利が阻
まれているという構造を同定し、受療支援という形でその構造を変化させるアプローチを行ったケースで
あった。独居でなくても意思決定や行動を起こすことにはエネルギーが必要であり、脳血管障害後遺症によ
り援助希求が困難な状態になっていた夫妻にとっては、専門家に話を聞いてもらった、手紙を書いてもらっ
たという経験が、背中を押して勇気を出す契機になったのではないかと考える。本例では、口腔の専門家が
いる拠点を知る機会があり、友人のように気軽に、しかも無料で面接し情報提供書を作成できる環境を造り
上げていたからこそ実現したケースであると考える。

ケース②．
C氏（70歳代、男性、独居、アルツハイマー型認知症、血管性認知症）
【経過のまとめ】
　C氏は、消費者相談センターとのトラブルが生じたことを契機に認知症初期集中支援チーム（以下、チー
ム）の訪問対象者となり、数か月経過しても介入困難事例とされていた。チームが訪問してもC氏は社会に対
する怒りの表明をするばかりで支援の導入が困難なため、チームの方針で社会的交流を目的として、チームの
メンバーとともに拠点に訪れた。C氏は、拠点においても同様に社会に対する怒りの表明をしていたが、「社
会のせいでこんな歯だ！」と、口腔内の著しく動揺する歯を拠点スタッフである心理士に見せて、凄むような
態度であった。
　C氏の訴えの中から、口腔症状が前景にあることが判明したため、本人の同意を得てチームのメンバーであ
る地域包括支援センター職員と拠点歯科医師が自宅に訪問することになった。

図2 訪問時C氏口腔

図3 訪問時C氏スクリーニング時のメモ

　拠点歯科医師が自宅訪問した際は、怒りの訴えは同様であったが口腔内診査には応じ、さらに簡単な身体機
能評価にも応じた。その結果、数日前から急激な身体機能低下があったことが判明した。拠点歯科医師は、C
氏の明らかな咀嚼機能低下に対しては歯科受診を提案したが、経済的理由により同意は得られなかった。しか
し身体機能低下所見の報告をチームに行ったことで、後日在宅医の訪問が実現し、C氏は在宅医による投薬を
納得し受け入れることとなった。
　三か月後、C氏は在宅医に勧められ、身体機能低下を含めた検査入院としてX病院認知症疾患医療センター
に入院した。連絡を受けた拠点歯科医師はX病院病棟に訪問して、C氏がペースト食に不満があることや入院
に至るまでの親族の振舞いと金銭管理に関する苛立ちなどを傾聴し、入院中に義歯作成を含む歯科治療が可能
となるよう受療支援を行った。X病院での歯科治療が実現したことによって咀嚼機能が回復し、快適に常食を
摂取できる状態になり施設入所に至った。
【事例ふりかえり】
　本例は認知機能低下によって健康・経済問題への課題解決が困難であるという権利侵害されている構造にあ
り、その構造への変化を期待して歯科医師を支援チームに組み込んだケースである。
　C氏の入院中の歯科治療が実現した経緯は、入院を契機として医療費捻出が可能になる状況が整ったこと、
入院先であるX病院認知症疾患医療センターの精神科医師と精神保健福祉士が認知症初期集中支援チーム員を
兼ねており、さらに拠点歯科医師とX病院の歯科口腔外科医師との連携関係があったこと、などいくつかの状
況が揃ったからと考えている。加えて、周囲との人間関係がうまく構築できないC氏の病棟を、拠点歯科医師
が訪問し意思確認できたこと、想いを受け止めたことはスムーズな支援に効果があったと考えられた。
　多職種による“認知症の本人の権利”をベースにしたアプローチから、 (1)地域で生活する認知症の人は、適
切な口腔ケアに関する情報へのアクセシビリティが阻害されやすい状況にあるが、(2)多職種との対話を通じ
て、歯科的課題を抱える認知症の人の意思決定支援が促進され、(3)口腔環境の改善が生活上の困難の予防・
改善に寄与することが示された。
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５．歯科医師としての役割・貢献
　地域拠点において相談応需している歯科医師はボランティアとして地域拠点運営に携わっており、自院以
外の歯科医師会の診療所に紹介状を作成して紹介をするようにしている。相談者の希望と既往歴、移動可能
な地理条件等を加味して、大学病院や特定の歯科分野の専門医、あるいはすでに受診歴がある認知症疾患医
療センターのある病院の歯科口腔外科、訪問診療に対応し高齢者歯科に通じる歯科クリニックなどをコー
ディネートしている。
　高島平地域において訪問診療を行っている歯科医師を地域拠点に招待し、連携に関する打ち合わせを行う
ことや、訪問診療に同席し、認知症の本人の家族的サポートをするケースもあった。また同地域のサポート
医は、地域拠点のボランティア相談医師も務め、頻繁にケースの打ち合わせや地域包括支援センター職員を
交えたケース会議での連携関係が出来ている。

ケース会議は2カ月に1回、地域拠点において行政、地域包括支援センター、認知症疾患医療センター、
在宅療養相談室の職員および在宅医とともに実施されている。ケース会議に拠点歯科医師も出席し、歯科的
所見を含めた生活情報の提供を行ったうえで、ともに生活支援を中心とした議論を行っている。

６．課題と今後の展開
　8020運動は最も成功したヘルスプロモーションともいわれるが、今後、認知症になっても歯を多く残し
ている人が増えるのは自明である。この歯科口腔保健活動を展開した以上、認知症の人の口腔の健康を守る
ことは我々の責務といえる。認知症の人が尊厳をもってよりよい生活を送るためには、地域における歯科口
腔保健相談をプライマリーヘルスケアの重要な要素と認識すべきであり、Dementia Friendly Communities
を創出する社会的な取り組みに組み入れられるべきである。認知症の人を支援するには生活を支える視点が
必要であり、社会的サポートのコーディネートにも関与できる歯科医療従事者の人材育成、公的な支援体制
の構築が必要である。

文献
1.枝広あや子、ほか　「地域高齢者における認知機能低下と身体・口腔機能低下の関係：高島平スタディ」日本老年精神医学会2018
2.枝広あや子、岡村毅、杉山美香、ほか．認知症などの困難を抱えた高齢者に対する地域における歯科口腔保健相談の意義と方法論
権利ベースのアプローチという観点から．日本認知症ケア学会誌，20（3）:435-445，2021．
3.枝広あや子（分担執筆）東京都認知症地域支援推進事業　認知症とともに暮らせる社会に向けて　地域づくりの手引き2020年度改
定版，地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所．2021.

(エ)岡山県・鏡野町：
認知症の人に対する「社会資源が多くない地域」の連携

１．地域の基本情報

２．事例の概要
　鏡野町は岡山県の北部に位置し、北は鳥取県に、東南は津山市、西は真庭市に接している。また、山陽地
方と山陰地方の中間、関西圏と広島県の中間に位置し、古くから山陰、山陽などの主要都市を結ぶ地域と
なっている。地勢は、鳥取県との県境をなす中国山地南面傾斜地や平坦肥沃な準平原地で、気候は夏冬の温
度格差が大きい内陸型気候である。町の主な産業は、米・果樹・野菜などを中心とする農業と林業で、商工
業は地場産業や誘致企業が立地・操業している。また、温泉をはじめキャンプ場・スキー場などの観光資源
も豊かで、農林水産業等を連携させた他産業への波及効果を拡大させる観光戦略を推進している。
　町の中心部は中国自動車道の院庄ＩＣに近く、国道１７９号バイパスが南北に、大規模農道が東西に通過
し、交通の動脈的役割を果たしている。平成17年3月1日に富村、奥津町、上齋原村および鏡野町が対等合併
して、現在の鏡野町が発足した。各旧自治体に、行政機関、医療および介護施設が設置されており、各診療
所の医師は鏡野国民健康保険病院から、各歯科診療所の歯科医師は、岡山大学病院からそれぞれ派遣されて
いる。

要介護等認定者の現状と推計（2017年9月末時点）（単位：人）
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　いわゆる、山間僻地であり、住民は減少傾向、高齢化率は上昇そして行政・民間介護サービス従事者（社
会資源）の減少が進む地域である。平均寿命と比例して、認知症患者も増加し、認知症患者に対する口腔機
能低下の早期発見、維持・向上、の社会的ニーズが高まっている。さらに、状況は刻一刻と変化しており、
現在の事業も社会情勢に合わせて、変化しながら継続・拡大している。

３．認知症疾患に関する医療介護連携・地域づくりのプロセス
　2000年（平成12年）：介護保険制度が始まり、当地域で歯科医師として赴任していたが、ケアマネ　　
　ジャーが私だけであったため、ケアマネジャーとしても2年間実働を行い、他の職員がケアマネジャーの
　資格を得たので、現在は引き継いでいる。その時から、認知症と口腔に関しての問題意識は強くもち、介
　護計画にも加えていた。

　2008年（平成20年）：当地域で特に「家族によって隠されている問題」についての調査を行った。その
　調査の1位が口腔に関することであった。ちなみに、2位は認知症、3位は自殺であった。
　当地域は、3世代～4世代で暮らしている世帯が多く、故意でなくても、上記の健康課題が家族によって
　隠されてしまうと、保健師などの行政サービスが家の中の問題まで深く入り込めない事情があったため、
　この調査を行った。逆に、独居または高齢者のみの世帯の場合に対しては、直接に、行政・医療・介護機
　関が訪問・相談・介入・医療介護連携ができている。

　2009年（平成21年）～2010年（平成22年）：この解決には、住民教育が必要であると考えたが、その
　前に専門職（医療・介護）の教育を先行させることにして、この調査を受けて、口腔（口腔疾患・食事）
　と認知症に関して、当町内のすべての医療・介護施設を会場にして、毎月夜、研修会を行った。最初は、
　当町の中央（町役場）で行っていた。しかし、参加者が固定されることが課題として顕在化したため、私
　たちが各施設に出向くことにした。この時点では、私的に行っていた。

（メンバー ケアマネジャー、歯科医師、歯科衛生士、介護福祉士）

　2010年（平成23年）～2013年（平成25年）：活動の成果が認められ、町の事業として、「鏡野町地域
　包括ケア講座」として、予算が付き、多職種の協力が得られるようになった。
　内容は、各施設の入院または入所者を対象に食事風景・行動・口腔ケアのビデオを当該職員に撮影しても
　らい、実質的な指導を行い、実働を行った結果をさらにビデオ撮影して次月に行う前後で比較して、検討
　する方法をとった。それまでは、細かいアセスメントを行っていたが、当該職員の労力が多いことに加え
　て、関心が薄くなったため、視覚的に理解されやすい方法に変更した。この研修会は、入所者の家族も参
　加可能として、地域密着型の運営会議でも報告した。

（メンバー ケアマネジャー、歯科医師、歯科衛生士、医師、言語聴覚士、介護福祉士、看護師、
　保健師、栄養士）
　この過程で、経済を優先する施設と研修を優先する施設に分かれてきたため、研修を優先する施設に絞っ
　て、特に個別事例に対応するようになった。この事業は、国民健康保険歯科保健センター事業で行うよう
　になり、現在に至る。

　2014年（平成26年）:「鏡野町地域ケア講座」は、他の地域ケア会議・委員会などの医療・介護事業とと
　もに再編され、現在は「鏡野町在宅医療・介護連携推進事業協議会」に統合されており、私は認知症部会
　の部会長・認知症初期集中支援チーム委員長およびシステム部会の委員を拝命している。（メンバー ケ

アマネジャー、歯科医師、歯科衛生士、医師、弁護士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護福祉
士、看護師、保健師、栄養士、薬剤師、地域保健所所長、役場職員）
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４． 活動内容・成果
ケース①.
A氏（87歳、男性、独居、アルツハイマー型認知症）
【経過のまとめ】
1. A氏の居宅の近隣者が、地域包括支援ケアセンター（鏡野町が社会福祉協議会に委託）に「A氏の不審な行
動」について相談があった。
2. 認知症初期集中支援チームが訪問介入：介護認定申請を勧め、調査員がアセスメントし、介護度が決定し
た。（要介護１）担当ケアマネジャーが付き、介護計画が立案された。
3. 口腔内に問題があり、食事摂取が困難であることを主訴に、近隣の歯科医院を受診したが、治療中に暴言
や治療拒否があり、担当ケアマネジャーから当診療所に紹介があった。（歯科医院からの紹介ではなかっ
た。）
4. 当診療所にて、歯科治療（歯周治療、抜歯および義歯作製）を行った。しかし、食事時間が長いことと、
食事に対しての暴言および拒否が減少していたが、まだあった。内科診療所にも相談したが、特に処置は無
かった。
5. 私が毎週研修している大学病院のスペシャルニーズ歯科に、行動・食事時のビデオおよび診査結果をも
ち、コンサルテーションを行った。後日、A氏を大学病院でVEおよびVFの撮影診査などを行った。A氏の希
望と状況の翻訳もあり、私とケアマネジャーが付き添いを行った。
6. 大学病院の歯科医師の指導のもと、食形態および食事方法の変更とともに、指導されたリハビリテーショ
ンを外来で行い、居宅では訪問看護に行ってもらうようにした。食事時の暴言および拒否は「思うような嚥
下ができない」が原因で、いら立っていたことがわかった。
【事例振り返り】
　独居の場合、口腔内または食事に関する問題は、顕在化しない。A氏の場合は、近所での問題行動があっ
たため、周辺住民が困り、地域包括支援センターに相談があった。そういう意味では、認知症であったため
に、その後に起こりうる虚弱―低栄養の状況を免れることができたともいえる。認知症患者の受け入れ促進
のために、県歯科医師会において、年に複数回、「認知症対応力向上研修会」を県行政とともに行ってお
り、受講した歯科医院を県のホームページにおいて公開している。しかし、公開されていることをA氏もケ
アマネジャーも知らない、または、受講されていても今回のように、拒否している歯科医院がある。拒否す
る場合は、歯科医院から他の医療施設に紹介するべきであると思う。内科では、行動・食事に対する処置や
治療が無いことが、介護職が積極的に内科または精神疾患専門医の受診を勧めていない原因であるとケアマ
ネジャーから聞く。
1. 住民や介護職に対する情報公開・通達の徹底
2. 治療に困った歯科医院の相談・紹介できる医療機関の事前からの確保
3. コンサルトされながら行うことができる治療の在り方。コンサルトしたほうにもされるほうにも

保険点数が付くと広まると思う。
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ケース②.
B氏（90歳、女性、独居（近隣に息子夫婦）、アルツハイマー型認知症）
【経過のまとめ】
1.当歯科診療にて歯科治療終了後、SPTにて定期受診していた。ある時点から、予約の間違いが頻繁に起こ
り、さらに、プラークコントロールが悪化した。
2. 介護認定を受けていないことがわかっていたので、当診療所から行政保健師に情報提供を行い、認知症
の調査目的の訪問依頼を行った。（介護認定を受けている場合は、通常担当ケアマネージャーに状況の変化
について情報提供を随時行っている。）
3. その結果、介護保険申請を勧め、認定を受け、担当ケアマネジャーが決定した。（要介護2）
4. 当ケアマネジャーが、当町の認知症事例検討会（私が主催、認知症サポート医も出席）に症例報告を行
い、多職種にて検討が加えられ、具体的な対応方法が決定・実行された。
5. 検討会の結果、認知症疾患医療センターに紹介され、認知症に対する診査・診断・治療が開始された。
このセンターには歯科もあるが、このケースの場合は、軽度であるため、当診療所から訪問診療での対応と
なった。
6. 後日、ADLの低下から、B氏は診療所に来ることができなくなったため、歯科や内科では訪問診療を行う
こととなった。訪問時には、冷蔵庫を拝見するのだが、「なんでも食べることができます。」の裏には、
「自分が食べることができるものを、自分で購入しているので、なんでも食べることができます。」という
意味があり、内容および賞味期限を確認する。B氏の場合も、軟らかいものが多く、賞味期限切れの食品も
多く含まれていたため、ケアマネジャーに報告し、介護職および家族に、常時管理するよう指示した。一
方、介護認定を受けていない方の居宅に訪問診療に行き、冷蔵庫内に賞味期限の食品が多く散見される場合
は、認知症を疑い、関係者に情報提供を行っている。
7. プラークコントロールが確立していないので、当診療所、介護職および家族の口腔ケアを行っていた
が、歯科疾患は度々、生じるため居宅にて治療を行った。
【事例振り返り】
　歯科診療所は、全年齢層の住民が利用しており、SPT期になると定期的に健康をチェックすることができ
る施設である。一方、僻地の内科であれば、ほとんどが慢性疾患の高齢者であり、専門性が細分化されてい
るため、幅広い年齢層を定期的にモニタリングすることを必要としていない。よって、認知症の早期発見が
しやすい施設と位置付けられると考える。
　「この住民は、おかしいな。」と思うことは、多くの医療スタッフが気づいているので、その後に繋げる
手段を日ごろから構築しておくことが何より重要であろうと考える。当町の認知症事例検討会では、事例検
討は当然であるが、多職種がグループワークを何度も行うことにより、他職種を理解し、顔の見える関係性
を構築することに役立っている。歯科の場合は、「生活を診る」ことが食事支援の観点から重要であり、訪
問歯科診療は、外来で「患者の生活を想像する」ことにも活かされている。さらに、この目的のため、外来
に来ることができる住民の居宅にも訪問することもある。

５．歯科医師会・歯科診療所としての役割・貢献
【地域での専門医育成】
　地域の歯科医師で、ある程度の人数で専門の担当を決めたほうが良いと思っている。学会認定の専門医も
重要であるが、人口あたり、何人かの歯科医師で対応する場合、認知症担当（専門）や摂食嚥下担当などを
決め、研修を歯科医師会としてサポートする体制をとらないと、県が行っているような一律的な研修のみで
は、地域の専門医は育たないし、責任を持って対応していただける歯科医師が成長しないように思う。

【情報発信】
　現在も行っているが、もっと積極的に介護・医科・住民に対して、歯科が訪問歯科・摂食嚥下・認知症対応
を行っていることを情報発信していくことが重要であると思う。上記のケース① は、担当ケアマネジャーが
私を知っていたので、同じ町内であるが遠方（30㎞）にもかかわらず、たまたま紹介してもらい解決した。
【連携のしやすさ】
　多職種がお互いの仕事内容を理解し、認知症事例検討会で「あの職種はこのケースの場合、こう考えて、こ
ういうことができる」という感触をつかんでおくことと、更に顔の見える関係性を日常的に構築しておくこと
が連携のしやすさにつながる。
【保健センターとしての歯科診療所】

ケース②にもあるように、歯科診療所には、内科診療所や病院よりも健康な住民が定期的に通っているた
め、健康をモニタリング（投薬状況、血液検査結果など）する保健センターとして、社会的にとらえてもらえ
れば、社会資源としてもっと活用できると思う。
現在、薬局がそのような役割を期待されているが。

６．課題と今後の展開
　人口が少ない地域の場合、専門職の人数も少ないため、一人の専門職が一般的な自治体よりも多くの仕事を
同時に行う必要がある。例えば、人口の多い自治体では、一人の保健師が母子保健のみが担当であるが、人口
の少ない地域では、母子と成人および高齢者保健を一人の保健師が担当することになっている。このことは、
仕事量が多く、それぞれの専門的知識が必要であるため、大変ではあるが、この一人の保健師の中で、自然に
住民保健の世代間連携ができていることになる。私もケアマネジャーと歯科医師および行政職員を担っている
ため、その点では介護と認知症と口腔と施策へ移すための連携ができていると思う。現在の大学教育では、複
数の国家資格の受験資格が卒業時に獲得できるため、一人の人が複数の資格を持って社会に出ることが他の専
門職の連携にも良い影響を与えることは明らかであると思う。連携を行うためには、連携する相手の専門科学
を獲得する過程（教育）内容と仕事内容を知る必要であると思っている。丸投げでは、決して、良い関係にな
らない。その観点からも、良いことであると思っている。
　「社会資源が多くない地域」の場合、一人の専門職にかかる重圧は多大であるが、人口の多い地域での連携
の困難さと比較すれば、相殺されているのかもしれない。
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(オ)香川県西部：
地域後方支援病院歯科と歯科医師会との連携による認知症高齢者の支援体制の構築

１．地域の基本情報

２．事例の概要
　当院は香川県西部に位置し、香川県西部 2 市 12 万人を主な医療圏とする中核病院である。当院は地域
包括病棟を持つと共に訪問診療を医科・歯科共に行っており、急性期医療だけで無く維持期医療も行 って
いる。歯科口腔外科には口腔外科、摂食嚥下リハビリテーション、障害者歯科、老年歯科を専門とする歯
科医師が勤務し、外来での障害者歯科や在宅や病院、施設への訪問診療を行い、様々な障害や認知症を有
する患者の歯科治療・口腔ケアを行っている。
　当地域の認知症疾患医療センターは西香川病院であり、精神科を有し外来や入院、デイサービスを行 っ
ている。西香川病院は回復期病床も有しており、急性期病院の当院と地域連携が行われている。また西香
川病院は歯科が無いが、当院から訪問歯科診療、訪問口腔ケアを行っており、地域の歯科医師会と連携し
ながら回復期病棟入院中で歯科診療の必要な患者に対し歯科医療を提供している。ただ、現状認知症に特
化した連携はなされておらず、西香川病院の精神科外来でも歯科に行けていないという訴えがみられた。
また認知症主治医に相談しても歯科への理解が十分で無いため、かかりつけの歯科への受診を指導される
だけに止まっているのが現状である。
　そこで精神科での歯科への理解を促すと共に、精神科主治医から歯科へ紹介しやすい環境を作る事を目
的に地域連携体制の構築を目指した。

３．認知症疾患に関する医療介護連携・地域づくりのプロセス
　香川県では歯科医師会を中心に周術期口腔機能管理体制の構築を行っており、研修を受講した歯科医院
による対応可能な治療範囲のリストが作成され、地域での周術期口腔機能管理の連携に活用されている。
今回はこのモデルを参考に地域連携体制の構築を目指した。
　2021 年10 月よりまんのう町国民健康保険造田歯科診療所の木村所長と相談しながら、認知症疾患医療
センターの担当地区である2 市の2 歯科医師会長と連絡を取り実行可能なレベルの検討を行っていっ
た。12 月 20 日に後藤・木村所長・2 市歯科医師会会長に加え、香川県歯科医師会の高齢者歯科保健担当
理事、実際に事業で中心となり動く担当者を加えた6 名で体制の詳細を詰めた。
　事前の西香川病院からの聞き取りから、外来受診できる患者ばかりでなく訪問診療が必要な人もいると
のことから、外来・訪問診療の2 通りのケースで対応を考えていった。基本的な方針としては、対応可能
な範囲についてはかかりつけ歯科が対応し、かかりつけで対応できない患者については後方支援病院であ
る当院で対応することは決まっていたが、かかりつけを持たない患者をどうしていくかが問題となった。
話し合いの結果、かかりつけの無い患者については各地区（合併前の市町単位）でメインとな って行う歯
科医院を推薦してもらい対応することとなった。
　年明けのコロナウイルス感染症拡大に伴い地域歯科医師会所属歯科医院に集まってもらい事業説明を行
うことは難しくなったため、郵送にて事業説明およびアンケート調査を行った。46 院所中35 の返信があ
り、そのうち 29 院所から事業協力が得られた。事業への参加や対応可能な範囲をまとめたリストを作成
し、精神科主治医へ渡した。

4. 活動内容・成果
地域歯科医師会と連携し、西讃地域の認知症患者の歯科受診がしやすくなる環境整備を行った。その結果

29 院所から事業への参加が得られ、アンケート結果を基に認知症連携リストを作成することが出来た。リス
トの内容は、認知症対応研修受講スタッフの有無、待ち時間の調整、スロープ、訪問歯科診療、かかりつけ又
はかかりつけで無い認知症患者への重症度別の対応とした。それを参考に精神科主治医から認知症患者に歯科
ニーズが発生したときに、スムーズな連携が行える事が期待される。

症例1 かかりつけ歯科に治療方針とその範囲を相談しながら対応した事例
概要
　88 歳女性、大腿骨頸部骨折および認知症にて西香川病院入院中、左下の歯が取れたとのことで当院紹介。
左下 4・5 連結 FMC がコアごと脱落しており後方の大臼歯も無かったことから義歯での補綴治療が必要と
なった。
経過
　本人より「ケガする前に歯医者で治療していた、でもどこかわからない。」との発言あり、患者家族への確
認を行った。確かにかかりつけ歯科にて義歯作製を行っていたことが判明したため、現状の治療経過と今後の
予定について問い合わせを行った。精密印象採得まで行われていたこと、また残りの入院期間が1 か月前後で
あることから、かかりつけ歯科医と相談の上、当院訪問診療では義歯作製は行わず残根の齲蝕処置のみ行い、
退院後にかかりつけ歯科受診してもらい新義歯作製することとなった。
考察
　認知症に伴いまだらに記憶の欠落がみられるため、かかりつけ歯科医院名がわからなかった。そのため家族
との連携は非常に重要になる。また、今回の事例では義歯作製中に転倒・骨折したため歯科治療も途中中断と
なっている。そのため、かかりつけ歯科との治療範囲の相談も必要となってきた。認知症患者の治療には診察
してから治療を開始するまでに、家族への連絡や治療内容の確認、かかりつけ歯科との協議、また今回は入院
中であったため介在した病院スタッフとの情報共有など多くの過程が必要であった。
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症例2 かかりつけ歯科が無く、地域の歯科医院からの訪問診療で対応した事例
概要
　93 歳女性、大腿骨転子部骨折・認知症で西香川病院に入院。下顎総義歯の紛失により、主治医より新義
歯作製の相談をうけた。
経過
　口腔内は 2 歯の残存歯および残根も数歯認めた。プラークコントロールが不十分であったことから、入
院中だけで無く退院後も在宅フォローしてもらえる歯科医院への紹介が必要と思われた。認知症連携リス
トに基づき、近隣にかかりつけ歯科の無い患者であったため自宅のある地区の認知症初診担当歯科医院へ
紹介となった。西香川病院へ訪問診療が実施され、下顎総義歯の新製が行われた。
考察
　かかりつけ歯科の無い認知症患者に対して、認知症連携リストに基づきスムーズに患者を歯科受診へつ
なげることが出来た。認知症患者は新しい事への対応は症状の進行と共に難しくなってくる。近隣にかか
りつけ歯科が出来ることは、患者にとって口腔健康管理を行う上で非常に有益であると思われた。 

５．歯科医師会・歯科診療所としての役割・貢献
今回香川県西部において、香川県歯科医師会及び2 市歯科医師会、後方支援病院と認知症疾患医療セン

ターにおける連携体制を構築できた。それまでは認知症患者を取り巻く歯科環境は決して整ってはおら
ず、一部の理解のあるケアマネジャーや施設職員からの依頼で歯科受診が実現する程度で、順番を待てな
い事や迷惑をかけるかもしれないとのことから歯科受診が控えられてきた。そういった相談が認知症疾患
医療センターに持ち込まれたときにも歯科の事が分からず、今まではかかりつけの歯科受診を勧奨するこ
としか出来なかった。今回認知症連携リストの作成がなされたことにより、歯科への理解が深まりよりス
ムーズな歯科受診へつなげる一助になったのではないかと思われる。

アンケートに想定治療の自由記載欄を設けたが、記載内容の多くは充填や義歯の調整・新製などの一般
歯科診療、口腔ケアなどの記載が多かった。抜歯など外科処置には対応不可能な場合がある旨の記載も
数件見られた。後方支援病院としての役割は、その辺りが求められる可能性が考えられる。
　今回スムーズな認知症連携リスト作成が行えたのは、日頃歯科医師会の先生方と顔が見える連携が取れ
ていたことが大きかったと思われる。香川県歯科医師会で元々同様なリスト作成を周術期口腔機能管理に
おいて行われており、連携への理解があったことも大きいと思われた。また、認知症患者の連携において
一番困ることは、自院で対応できないような患者が紹介されてきたときにどうするかという事である。
その点について、後方支援病院である当院が積極的に受け入れる事を表明したことも歯科医院の先生方の
安心につながったと思われる。

６．課題と今後の展開
　今回認知症連携リストの作成を行う事が出来たが、その十分な検証は行えていない。今後どの程度の
活用がなされるか、また連携において問題となった点など問題事例の検証を行っていき、リストの改編や
スムーズな連携を行うために必要な変更を行っていく必要がある。そのため1 年後を目処に、認知症連携
についてのアンケートを参加歯科医院及び認知症疾患医療センターへ行っていきたい。
　今後は連携がある程度スムーズに行えるようになった段階で、周術期口腔機能管理のように県歯科医
師会主導で県下全体の連携を行えていけるようになればと考えている。香川県は大きく東部、中部、西部
に医療圏が分かれているが、その医療圏毎に日本障害者歯科学会や日本老年歯科医学会の認定医のいる総
合病院が一つ以上存在する。それらの病院に後方支援病院となってもらい、同様な制度が作れればと考え
ている。それを実施するにはやはり日頃の連携が大切になってくると思われる。今後も積極的に歯科医師
会との協力体制を整え、顔が見える関係を築いていきたい。

(カ)香川県まんのう町：
地域公的歯科診療所が中心となる地域認知症関連事業との連携

１．地域の基本情報

２．事例の概要
プロジェクト名：「地域の歯科診療所が中心となり、在宅医療介護の連絡会を軸として地域の認知症高齢者
を広域的支援、生活支援の視点で課題解決する体制づくり」

　まんのう町琴南地区は徳島県境に接する山間僻地で、高齢化率は50％を超え、県内一の高齢過疎地域であ
る。地域内の医療機関は町立内科診療所2か所と町立歯科診療所1か所のみであり、地域内の介護サービス事
業所は特別養護老人ホーム1か所、併設の通所介護1か所、訪問介護サービス事業所（社会福祉協議会）のみ
である。
　平成27年4月に町立歯科診療所が民営化された時に、私（木村）が町より診療所の運営を委託されること
となった。その後、地区内の認知症を含む高齢者の口腔機能管理に関する支援体制を当歯科診療所が中心と
なり、「琴南の在宅医療介護の連絡会（以下連絡会）」を起点として認知症高齢者を広域的支援、生活支援
の視点で課題解決する体制を整備していった。連絡会を設置したことで、地区内の在宅医療介護の専門職、
その他関係者間で認知症をサポートするために情報共有し、認知症高齢者の生活を支援するための課題解決
に向けた協議を行う場ができた。連絡会には地域内のみならず町内他地区、町外からの参加事業者の参加が
多く、広域的に支援してもらっている。また、孤立、移動手段の喪失などの社会的課題についても民生委員
などが中心となり生活を支えることを重要視した支援ができていることが当地区の特徴と思われる。体制の
シェーマは下図の通りである。
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３．認知症疾患に関する医療介護連携・地域づくりのプロセス
①琴南の在宅医療介護の連絡会の設置
　H27 年 4 月に私たちが町立歯科診療所に赴任するまで、認知症高齢者を含む在宅医療介護のサービスの
担当者同士が情報共有する場がなかったので、町行政に要請し「琴南の在宅医療・介護の連絡会」を設置
することになった。連絡会は毎月 1 回開催され、認知症のケース検討をすることも多い。メンバーは当初
地域内の医療・介護専門職が中心であったが、町内の他の地域あるいは町外より訪問看護や訪問リハビリ
テーション事業所、薬局が参加、専門職以外にも宅配弁当業者、民生委員、警察署、消防署などが参加し
てするようになり、この連絡会を起点として広域的な支援、生活支援の視点で課題解決に向けた取り組み
ができる体制が整ってきた。
②社会的課題の把握と課題解決に向けた取り組み
　連絡会は主に事例検討が行われるが、認知症高齢者の事例が少なくない。認知症の高齢者は薬の飲み忘
れに注視している薬局が発見し、連絡会で情報提供することが多く、歯科専門職からは、口腔機能、口腔
衛生に関すること、食事、栄養状態に関する情報提供に加え、孤立などの社会的な課題について対象者が
歯科診療所受診時に得られた情報を提供し、連絡会で協議したうえで民生委員を中心に他者とのつながり
支援など課題解決に向けた取り組みを依頼する。また、配食サービス事業者は見守りも兼ねたサービスで
あることから認知症高齢者の支援には欠かせない。
　地域の消防署あんしん登録制度は、高齢者や障害者が事故や災害に遭われた時に安全に救護されるよう
に、事前に身体状況や通院状況などを登録しておく制度で、連絡会での情報共有が制度運営上、有用であ
る。隣人とのトラブルなどについては警察署が介入するケースこともあり、連絡会での情報を役立ててい
るようである。

４．活動内容・成果
症例1　
K 氏（80 代、女性、独居、アルツハイマー型認知症）
【経過のまとめ】
　K 氏はまんのう町琴南地区在住であり、連絡会にてたびたび困難事例として挙がっていたケースであ
る。その中で「誤嚥性炎を繰り返しているため歯科で診てもらってはどうか」と主治医から意見が出たこ
とがき っかけで、ヘルパーとともに歯科診療所を受診。口腔内は著しく清掃不良、下顎前歯部の動揺も大
きく、歯科衛生士による口腔衛生管理が必要と判断。Ｋ氏の自宅から歯科診療所まで歩いてすぐの距離で
あったため、週に１回通院してもらうこととした。しかし予約日時を毎回忘れてしまうため、担当ケアマ
ネに相談したところ「ヘルパーに送り出しを依頼してはどうか」との提案を受け、問題なく受診できるよ
うになった。また、歯磨きのセルフケアが可能かヘルパーに相談したところ、サービス介入時に歯磨きを
促したり、張り紙をしたりと工夫してくれるようになった。
　義歯修理の際はデイサービス、ヘルパーに連絡を取り一旦食形態を変更してもらったり、修理後には
食事を食べられているかどうか適宜確認することで、口腔機能管理をスムーズに行うことができた。
「歯科に入ってもらってから誤嚥性肺炎で入院する頻度が減った」との意見が出るなど、歯科への信頼度
も高まった。
　約 1 年後、歯科診療所の移転をきっかけに、歯科送迎サービスにて通院を支援することとなった。ヘル
パ ーと歯科送迎スタッフとの連携で、問題なく通院を継続できた。
その後「膝の調子が悪い」との理由で、ケアマネより訪問診療への切り替えを依頼された。ちょうど同時
期、連絡会で配食サービス事業所のスタッフや薬剤師から「食事の食べ忘れが増えた」、「猛暑の日に
クーラ ーが入っていないことがある」、などの問題提起があったことをきっかけに、歯科衛生士も介入時
に食事をセッティングしたり、冷房の付け忘れチェック、冷蔵庫内の期限切れ食品の廃棄など、できる
範囲の生活支援も行うようになった。

　心不全にて自宅で亡くなる直前まで、週 1 回専門的口腔ケアの提供を継続することができた。 
【事例振り返り】
　約 4 年半にわたって口腔健康管理が継続できた要因として、 

1) 連絡会で K さんに関する情報を事前に得ていたこと
2) 定期的な連絡会の開催によって日ごろから多職種間で「何でも話せる関係」が構築できていたこと

が挙げられる。
　1)について、当初の介入は訪問で対応すべきか迷ったが、連絡会にて多職種から「K さんは自立心が強く、
新たなサービス介入に抵抗を抱きやすい」などの前情報を聞いていたため、まずは通院からはじめた方が良い
のではと考えた。このことが、歯科の介入をスムーズに受け入れてもらえた要因となったのではと感じる。
　2)については、入院やショートステイの利用で歯科の介入が途切れる時もあったが、自宅に戻った際はすぐ
にケアマネから連絡があり、継続して介入することができた。また、歯科衛生士含め、関わっている多職種が
異変に気付いた際にはすぐ他のチームメンバーに気兼ねなく相談できる空気感が元々醸成されており、安心感
をもって関わることができた。そこから歯科衛生士も生活支援の一助を担うチームの一員として参加すること
ができ、さらなる連帯意識の高まりを感じた。

症例2　
C 氏（90 代、男性、妻と娘夫婦、孫との６人暮らし、アルツハイマー型認知症）
【経過のまとめ】
　まんのう町の隣に位置する三豊市財田町（歯科医院は一軒もなし）に在住する C 氏。ある日、「口の中が
痛いと食事を食べてくれなくなった」と同居の娘が C 氏を連れて当歯科診療所を受診。口腔カンジダ症との
診断で、訪問にて歯科衛生士が週 1 回口腔衛生管理で介入することとなった。すぐに担当ケアマネに連絡
し、サービス担当者会議が開催。当時デイサービス以外のサービスは受けていなかったが、歯科医師が「服薬
管理ができていないので訪問薬剤師を入れてはどうか」と、琴南地区での経験に基づき提案。薬剤師が入 っ
たことで良い変化が見られたと娘やケアマネに感謝された。継続的な口腔健康管理の結果、食事も安定して
食べられるようになり、C 氏からも「歯医者さんは僕の恩人や」と感謝された。
　それから 2 年後、突然誤嚥性肺炎にて入院。胃瘻造設にて主治医より禁食と指示されたまま自宅退院。
退院時カンファレンスおよび自宅退院直後のサービス担当者会議に歯科医師、歯科衛生士が参加、担当の言語
聴覚士とともに「経口摂取できるのではないか」と協議。娘からも「90 歳超えて何の楽しみもなく生きるの
はかわいそう。口から食べさせてほしい」と懇願される。歯科医師の提案により、ケアマネ、訪問看護師、
訪問リハビリ（PT、ST）、薬剤師、デイサービス職員、歯科医師・歯科衛生士が SNS ツールを活用して C 氏
に関する日々の情報を共有することとなり、娘もそこに参加することになった。 
　口腔衛生管理については、SNS を通じて歯科衛生士が多職種の協力を得たことで良好な状態を維持するこ
とができた。ST がゼリー程度から直接訓練をはじめるも、発熱を認め、経口摂取は一時中断となる。多職種
からの目撃情報により、妻がメロンやお菓子などを C 氏にこっそり食べさせていることが判明。ST と歯科医
師が何度か忠告したものの、妻は「お父さんがかわいそう」と納得せず、娘を含むチーム全員でSNS 上にて
検討の末、肺炎リスクは覚悟の上で厳しい制限は取りやめ、水分トロミのみ守っていただくこととなった。
　その後、発熱もなく、好きなものを自由に食べて体重も増加、電動車いすで近所を散歩するようになるほど
身体機能も向上した。単独での外出については事故のリスクが懸念されたため、SNS 上にて多職種間で協議
が行われたが、本人の日々の楽しみを「管理」によって奪うのではなく、サービス担当者が一緒に付き添って
あげてはどうかといった案が出されるなど、「C さんらしい暮らし」の継続に焦点を当てたケア方針を打ち出
すことができた。
　その後、C 氏は喉頭蓋炎を発症。入院加療中に急死となり、娘は「最期は寂しい思いをさせてしまったけ
ど、それまで家で残りの人生を思う存分楽しんでもらえたと思うので、皆さんのおかげで後悔はありませ
ん。」と話す。
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【事例振り返り】
　本ケースでは、約 4 年間にわたって C 氏の状況に応じた適切な口腔健康管理を継続しながら、さらには
認知症があっても最期まで C 氏らしい暮らしを実現するための支援をチームで担うことができた。その要
とな ったのは、家族を含む多職種間での「SNS ツールの活用」であった。今回、SNS ツールの活用を歯科
医師が提案するにいたった理由は、琴南地区での経験から、認知症患者を地域で支えるためには「チーム
内でのタイムリーな連携」が必要不可欠であると実感していたからである。また、SNS ツールの活用は互
いに「顔の見える関係」や「本音で話せる空気感」がベースとして構築されていないとうまくいかないこ
とも認識していたため、初めて連携する事業所ともサービス担当者会議を通じて早い段階から距離を縮め
るよう尽力したからこそ、SNS 上でも密なやりとりができた。琴南地区での地域連携体制の構築プロセス
から得た経験や知見が、また別の地域でも応用できた事例であった。

５．歯科医師会・歯科診療所としての役割・貢献
① 認知症高齢者の口腔機能管理における当診療所の役割

上記連絡会での取り組みや、日常訪問診療の様子などから、町内や近隣の地域からは認知症高齢者の歯
科治療に対応できる歯科医療機関として医療介護専門職の中で認知されてきた。認知症高齢者の歯科治療
については、介護支援専門員から直接依頼されることが多い状況である。
　当町の隣市である三豊市、観音寺市での本事業（三豊総合病院）における認知症患者の歯科治療体制に
ついて、香川県歯科医師会、観音寺歯科医師会、三豊歯科医師会と協議した結果、中等度以上の認知症で
当診療所が訪問で対応できる範囲においては、担当することが決まった。
② 地域のシームレスな医療体制における歯科医師会・歯科診療所としての役割

当歯科診療所から町外の回復期リハビリテーション病棟及び認知症治療病棟を有する病院（156床、
歯科診療科なし）に出向き、訪問歯科診療を行っている。当該回復期病院（橋本病院）は、香川県内のう
ち西讃、中讃地域において数少ない回復期リハビリテーション機能を有し、かつ認知症の治療にも対応で
きる病院として、県外を含む広範囲の地域から急性期治療後の患者が数多く転院してくる。認知症患者を
含む入院患者の歯科治療に関しては当歯科診療所が担当しているが、日常的な入院患者の口腔衛生管理は
病院に常勤雇用された歯科衛生士 3 名が担当している。退院時に継続的な歯科治療や口腔機能管理が必要
な場合には、に当診療所及び橋本病院歯科衛生士が情報提供したうえで地元歯科医師会に所属しているか
かりつけ歯科医や三豊総合病院に引き継ぐ体制を整備している（図 2）。 

６．課題と今後の展開
　認知症高齢者の医療対応として、当地区では認知症疾患医療センターとの関係性が薄く、内科診療所が患者
紹介することにとどまっている。センターと当地区との距離が多く、また当地区の住民が通常利用する医療機
関ではないことも要因と思われる。また、町で認知症ケアパスが作成されているが、作成に当たり地域の専門
職に広く意見を求めることがなくパスは有効に活用されていないように思われる。さらにパスの中に口腔の対
応に関する記載部分は存在していない。認知症高齢者の口腔の課題に限らず、医療介護の体制づくりに関し
て、関係者が対面で話し合う機会を作ることが必要と感じる。
　三豊総合病院が担当する本事業において、認知症の状況に応じた高齢者の継続的な口腔機能管理について、
香川県歯科医師会、観音寺歯科医師会、三豊歯科医師会の会長や担当理事等と協議をする場に当診療所が参加
することができた。その場では、個々の歯科医院の対応力などにより細やかな調整が行われたが、地域の体制
づくりをするうえで、対面で話し合いをすることが非常に重要であることを痛感した。一方、当診療所が所属
する地域歯科医師会では医師会、薬剤師会、行政など組織同士の連携体制が不十分で、特にコロナ禍において
は認知症高齢者の継続的な口腔機能管理においても協議を進められなかった。
　三豊総合病院が担当する事業においては県歯科医師会を含めた協議をすることができたので、今後、全県的
に認知症高齢者の継続的な口腔機能管理についての体制づくりが進められることが期待できる。
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はじめに
我が国の認知症の人の数は増加しており、医療・介護の現場で誰もが関わる病

気となっています。認知症の根治は困難であることが殆どですので、認知症の人

を支えるためには認知症を治療する医療分野だけでなく、介護分野さらには地域

のインフォーマルなサービスも必要となります。本ガイドでは、認知症の人の口

への支援を進めるうえで必要な、介護保険における居宅系口腔衛生関連サービス

の概要についても触れ、さらに認知症が主な原因として現れる口腔や食に関する

困りごとへの評価の視点および対応に関しても解説しました。

認知症の好発年齢である高齢期（特に80歳以上）の口の状況について目を転じ

ると、8020運動達成者が5割を超え（2016年）、デンタルインプラント受療率も

増加傾向にあり、高齢者の口の環境は多様化しています。このように、認知症の

好発年齢である80歳以上の日本の高齢者の口腔内は多様化し、口の支援ニーズは

これまでの高齢者とは大きく異なりつつあります。認知症の人は、様々な認知機

能障害（記憶障害、見当識障害など）を併存することから、生活する環境との関

わりが困難となり、特に歯科治療などの受け入れ（通院）が困難になることが知

られています。認知症の人の口の支援に携わる場面では、その人の日常生活（ご

家族も含め）のなかで、医療（歯科治療など）、介護の位置づけ（必要性、継続

性、親和性など）をイメージすることにより、支援の選択肢が広がる考えます。

本ハンドブックが、認知症の人の生活の中で「口の支援」が広がる一助になれ

ば、本事業にかかわったメンバーにとって望外の喜びです。

令和３年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）事業
「認知症の状況に応じた高齢者の継続的な口腔機能管理に関する調査研究事業」

事業実行委員会一同
事業代表者　平野浩彦（東京都健康長寿センター）

1.はじめに…………………………………………………………………3…

2.お口のことで気づいたら歯科アクセスしよう………………………4

　　認知症の人のお口の機能

3.お口の機能について……………………………………………………7

4.お口のトレーニング……………………………………………………23

5.認知症の人の歯科治療…………………………………………………31

6.介護保険における居宅系口腔衛生関連サービスについて…………38

　　居宅療養管理指導の流れ

　　口腔機能向上サービスの流れ

　　必要な書類

7.事例………………………………………………………………………48
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22
2お口のことで気づいたら歯科にアクセスしよう認知症になって歯科へのアクセスが途絶えると……

食物残渣の停滞 舌苔

口腔乾燥 乾燥した痰

カンジダ症 歯周病

褥瘡性潰瘍 清掃不良の義歯

口腔機能の低下とがった歯やとがった歯のかぶせ物や詰め物、あわない
入れ歯などがこすれて傷を作るような、慢性的な刺激が
あると潰瘍 ( かいよう )
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歯科にアクセスしよう
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認知症の人のお口の機能

食事における認知期障害
口腔の巧緻性の障害

（特にアルツハイマー型

摂食の多様性低下
低栄養リスク増加

食べる楽しみの喪失
QOLの低下

誤嚥性肺炎
窒息リスク増加

認知症患者

セルフケア困難

認知症患者に対する専門的な歯科介入は重要

う蝕・歯周病増加に伴う欠損歯増加
義歯使用困難に伴う咀嚼能力低下

一口量調整困難・食べこぼしなどの摂食嚥下機能低下

　認知症の人は摂食嚥下機能低下が起こり
やすいため、専門的な歯科介入がとても重
要となります。

　認知症の人に対し、歯科医師・歯科衛生士が

口腔健康管理や摂食嚥下リハビリテーションを

行う際は、本人の認知機能や口腔機能だけでな

く、家族などの介護力も含めて計画を立案する

ことが大切です。

出典：鈴木啓之，古屋純一（2021）. 咀嚼と認知機能．植田耕一郎(編 )，歯科衛生士のための摂食嚥下リハビリテーション第2版，医歯薬出版株式会社，
P91-92.
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3お口の機能について

口腔機能とは？

口腔機能が低下すると…

・むし歯、歯周病
・飲み込みにくい
・しゃべりにくい

・義歯が合わない
・食べこぼし
・口腔乾燥

・むせやすい
・食欲の低下
・口臭

口腔機能が低下するとこんなリスクがあります！

誤嚥性肺炎　　窒息　　低栄養　　脱水
閉じこもり　　認知機能の低下　　転倒

安全に食べる美味しく食べる

呼吸をする 表情を豊かにする バランスを保つ

コミュニケーション

　口腔は、食べる（摂食嚥下）、話をする（構音）、呼吸をする、表情を作る

など、多様な役割を担っています。

　口腔の健康と全身状態やQOLは密接に関わっていることから、口腔

衛生とともに、口腔機能の維持・向上が重要となります。

口腔健康管理

う蝕処置および補綴・矯正処置等による
咀嚼機能回復

口腔感染源への対応

口腔衛生処置 摂食機能療法

口腔機能管理

口腔衛生管理

口腔ケア
口腔清潔
口腔清拭

食事（経口摂取）への
準備姿勢・体操等

日常ケアとして
他職種と協働

歯
科
職
種
の
関
与

他
職
種
と
協
働

＊歯科職種の関与の強い「口腔機能管理」に対して、「口腔衛生管理」とともに他職種も関与する
「口腔ケア」 を包含した広い概念として「口腔健康管理」と定義

歯ブラシの保管、義歯
（入れ歯）の清掃・着脱・

保管、歯磨きなど

嚥下体操指導（ごっくん体
操など）、唾液腺マッサー

ジ、舌・口唇・頬粘膜スト
レッチ訓練、姿勢調整など

日本歯科医学会「口腔ケア」に関する検討委員会、2015
櫻井薫：「口腔ケア」に関する検討会の進捗と今後の展開 . 日本歯科医師会雑誌 ,69（4）,286 〜 287,2016

口腔機能を向上させるための二本柱

お口の中を清潔に保つ 摂食嚥下のトレーニング
うがい
歯みがき
義歯の清掃
粘膜・舌の清掃

日常の口腔ケアに加え、専門職による口腔健康管理を行いましょう

リラクゼーション
口腔周囲筋の運動訓練
発音・構音訓練
咳嗽訓練
嚥下促通訓練
食事の姿勢

口腔機能を維持向上するためには

口腔健康管理とは
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口腔衛生管理

歯みがき

舌・粘膜のケア
舌のケア

粘膜のケア（スポンジブラシ）

スポンジ部分を湿らせて使用します。比較的感覚の鈍い頬
側から行いましょう。スポンジの感覚に慣れるまで、暫く動
かさないようにします。奥から手前に、スポンジノ脇腹を回
させながら、汚れを掻き出す様に動かします。

【使用時の注意事項】
・スポンジに付着した汚れは、一回ずつ落とすようにしましょ
う。

・使用前に、スポンジ部分がへたっていないか確認しましょう。
・スポンジ部分が乾いた状態では使用しないようにしましょ
う。

・口腔内が乾燥している場合は、しっかり保湿してから実施
しましょう。

・できる限り愛護的なケアを心掛けるようにしましょう。
・ディスポーザブルのため、一回の使用で捨てるようにしま
しょう。

・毛先は歯と歯肉の境目におく
・小さく細かく動かす
・１ヵ所に時間をかける
※入れ歯の方は、入れ歯をはずして歯みがきしましょう！

　舌の奥まで気持ちが悪くならない程度にブラシを入れ、奥から
前に向かって軽い力で動かします。
※力の入れすぎや、擦りすぎないように注意しましょう。

清拭中にスポンジブラシを噛んでしまった場合、 無理に引き抜こうと
するとスポンジ部がはずれ誤飲・誤嚥を招くおそれがあるので無理に
引き抜かないように注意しましょう。

口腔衛生管理

義歯清掃

汚れやすいところ バネの所、くぼんだ所に注意しましょう。

認知症の人への歯科治療ガイドラインP84-86

① 義歯ブラシなどを使い、流水下で洗いましょう。

② 落としてもこわれないように、水を張った洗面器などの上で洗いましょう。

③ 部分入れ歯は、バネの部分も忘れずに洗いましょう。

④ 就寝時は歯科医師の特別な指示がない限り、はずしておくようにしましょう。

口腔衛生管理を拒否する方へにはどのような対応が必要？

BPSDの出現

　認知症に伴って現れる認知症の行動・心理症状（BPSD）による口腔衛生管
理に対する拒否は、認知症が軽度の段階からみられます。環境調整やコミュニ
ケーションの工夫など、本人の不安や恐怖心を取り除く対応が必要です。

認知症の人が感じる

不安と恐怖
⇒ 口腔というデリケートな部分への介入

⇒ 何をされるかわからない

⇒ 自身の口腔状況が把握できない

安心できる
対応

これからの対応を検討する

⇒ 不適切な環境や対応方法のチェックと改善（騒音、不適切な説
明など)

⇒ 内服薬の変更に伴う副作用の変化や急激な日常生活変化、身体
疾患の悪化の聞き取り

POINT!

お
口
の
こ
と
で
気
づ
い
た
ら
…

お
口
の
機
能
に
つ
い
て

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

認
知
症
の
人
の
歯
科
治
療

居
宅
系
口
腔
衛
生
関
連
サ
ー
ビ
ス

事
例



12 13

唾液について：お口の潤滑油～唾液～

口腔乾燥について：唾液分泌をアップさせよう

唾液の分泌に影響を与える要因

唾液の分泌が低下すると…

唾液の働き 唾液の役割

•	消化作用（デンプンを吸収しやすい形に変える）

•	咀嚼・飲み込みの補助作用

•	円滑作用（口の中を湿らせ発音をスムーズにする）

•	溶媒作用（食べ物を溶解し、下で味覚を感じさせる）

•	洗浄作用（食べカスや細菌を洗い流す）

•	抗菌作用（病原微生物に抵抗し、虫歯などを防ぐ）

•	pH 緩衝作用（急激なpHの変化を防ぐ）

•	歯や粘膜の保護作用（唾液粘液により刺激から保

護する）

•	脱水（水分不足）

•	加齢による唾液腺の委縮、精神的ストレス

•	薬の副作用

•	唾液分泌をきたす疾患

①虫歯や歯周病などの病気になりやすい
②味を感じにくい
③口内炎ができやすい
④食べ物のカスや汚れが残りやすくなる

⑤話しづらくなる
⑥食べ物を噛んだり飲み込んだりしづらくなる
⑦免疫力の低下
⑧脱水のサインかもしれません

唾液は、食塊形成（食べ物を飲み込みやすいように口の中
で丸めて塊にすること）をするときに必要不可欠です！

成人の 1日の唾液の分泌量は 1.5 ～ 2 ℓと言われていま
す。（個人差、体調、生活習慣、服薬、疾患により変化します）
そのほとんどが三大唾液腺（耳下腺、顎下腺、舌下腺）か
ら分泌されます。

きねの役割 上下の歯・
入れ歯

つき手の役割
咀嚼筋

もちの役割
食べ物

臼の役割
唇・お口の中

打ち水の役割

唾液

脱水の予防は、唾液の分泌のために
も必要です!!
また、唾液は、食べ物の味（味覚）
を感じるために必要不可欠です。お口
が渇いていると食欲が低下し食事量が
減り栄養状態の悪化につながります!!

顔の筋肉（表情筋）

噛む力

咀嚼に関わる筋肉

咀嚼力（噛む力）の低下とは

•	脳を活性化させる

•	運動機能を向上させる

•	顔が引き締まり、小顔効果

•	唾液の分泌促進

•	消化を促進

顔の筋肉は、その約7割が表情筋と呼ばれ、
お口の周りに集中しています。

食べ物をお口の中に取り込み、スムーズに噛むためには、大・小頬骨筋、上唇挙筋、下唇挙
筋、口輪筋などのお口の周りの表情筋が大切な役割を果たします。

頬やこめかみの辺りを指で触ってみてください。奥歯
でグッと咬みしめた時に指が押される感触・膨らみがあ
りますか？

上唇挙筋

咬筋

大頬骨筋

頬筋

口輪筋

下唇下制筋

口角下制筋

オトガイ筋

…上唇を引き上げる

…ものを咬む

…口角を上外側に引き上げる

…頬をすぼめたり、開いたりする

…唇を閉じたりすぼめたりする

…下唇を外側下方に引く

…口角を支える

…下唇を突き出す、あごを持ち上げる

噛むことにはたくさんの
効果があります！

器質性咀嚼障害…「歯が無い」「義歯が合わない」などで「うまく噛めない」という状況
　改善 → 義歯を含めた歯科の受診・治療が必要

運動障害性咀嚼障害…加齢や脳血管疾患などの症状により、咀嚼にかかわる神経や筋肉の機能が低下し、
噛むことが困難となっている状況
　改善 → 筋機能の改善に向けた取り組みが必要

しっかり噛んで
噛みしめる
筋力アップ‼

•	脳を活性化させる

•	運動機能を向上させる

•	顔が引き締まり、小顔効果

•	唾液の分泌促進

•	消化を促進
噛むことにはたくさんの
効果があります！

お
口
の
こ
と
で
気
づ
い
た
ら
…

お
口
の
機
能
に
つ
い
て

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

認
知
症
の
人
の
歯
科
治
療

居
宅
系
口
腔
衛
生
関
連
サ
ー
ビ
ス

事
例



14 15

発声・構音の機能
「パタカラ」の発音訓練は、舌やその周りの筋肉（口輪筋、表情筋など）の衰えを予防、改
善します。また、飲み込みをスムーズにします。

口唇をしっかり閉じる・開くことで
発音される音。

・食べ物を口の中にとりこむ。

・食べ物をこぼさないように口を閉じる。

・口を閉じて飲み込む。

パ

舌を喉のほうに引いて発音される音。
（→舌の後方への動き）カ

舌先を上の前歯の裏につけて発音される音。
（→舌の前方への動き）

・舌を使って食べ物を取り込んで、口の奥に

運ぶ。

・舌を使って喉まで運ばれた食べ物を、さら

に食道へ運ぶ。

タ

舌が口蓋について離れる時にでる音。
（→舌の上方への動き）

・舌を使って「ゴックン」と飲み込む。

ラ

（→口唇の閉じる力）

息息

息息

息息

息息

誤嚥性肺炎

高齢者に多い誤嚥性肺炎

誤嚥とは、唾液や水分、食べ物などが気管に入ってしまうことをいいます。細菌を含んだ唾液
や水分、食べ物を誤嚥し、気管から肺に入り込むことで起こるのが「誤嚥性肺炎」です。

食道（食べ物の通り道）と気管（呼吸
をする空気の通り道）は、咽頭（喉の奥）
で交差します。飲食物や唾液を飲み込む
際に気管の入口にある喉頭蓋（気管のふ
た）で閉鎖され、食べ物が気管に入るの
を防ぎます。この「ふた」がうまく閉ま
らずに気管に入ってしまうと誤嚥が起こ
ります。

誤嚥

口腔ケアは誤嚥性肺炎を予防する

2 年間の肺炎発症率

19%
11%
口腔ケア群対照群

20％

15％

10％

5％

0％

特に要介護高齢者は複数の病気をもっていることが多く、栄養状態も良くないことから、
誤嚥性肺炎などの感染症は重篤化しやすい状態にあります。

誤嚥性肺炎予防には、お口の中を清潔に保ち、お口の中の細菌数を減らすことが重要です。

口腔ケアを
受けた方は
2年間の

肺炎発症率が
低い

Yoneyama T, Yoshida Y, Matsui T, Sasaki H . Lancet354(9177),515,1999.
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摂食嚥下とは？

認知症重症度評価と関連した口腔機能管理の要点認知症重症度評価と関連した口腔機能管理の要点摂食嚥下の一連の流れ

食べ物を認識して口に取り込み、噛んで飲み込み、食べ物が胃に至るまでの一連の動き。

摂食嚥下の �段階 各器官の動き

認知期 (先行期 )

口へ運ぶ量や早さ、噛む力を
予測・決定する

準備期

食べ物を噛み砕き、飲み込み
やすい形にする

口腔期

食べ物を口から喉に送り込む

咽頭期

食べ物を嚥下反射により喉か
ら食道に送り込む

食道期

食べ物を食道から胃に送り込
む

認知期と口腔期の
舌の形の変化に注
目！

準備期から口腔期に
かけて、軟口蓋の形
が変わる！

喉頭蓋の位置に注
目！この位置のまま
では気管に入ってし
まう！

唇は閉じている

喉頭蓋が下に
さがり、気管
が喉頭蓋で蓋
がされる

舌の奥の方が
口蓋にくっつ
いている

軟口蓋が挙上
して鼻腔を閉
じる

舌の前の方が口蓋
にくっついている

舌の位置が変わることで食べ物を喉に送り込む舌の位置が変わることで食べ物を喉に送り込む

気管に食物が入ることを防ぐ気管に食物が入ることを防ぐ
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食事中の困りごと

食べ物を認識して口に取り込み、噛んで飲み込み、食べ物が胃に至るまでの一連の動き、摂
食嚥下機能は、唇や歯、舌や喉や食道の筋肉などが連動して働いています。
老化や病気によって、摂食嚥下機能が低下すると、栄養状態が悪くなったり（低栄養）、水分

や塩分（電解質）が不足して脱水状態になることもあります。

加齢とともに衰えるお口の機能

公益社団法人　日本歯科衛生士会「お口の健康の手引き」より

認知症の人が食べられない要因

むせてるな？詰め込んで
るからむせてるのかな？
ゆっくり食べてもむせる
かな？

お風呂でも消耗していたし、
食べる量も減っているから
調べてもらおうか…

昨日から急に
元気がないな？

昨食べ方がわからない
のかな？何をしたらよ
いかわからなくて困っ
てるのかな？姿勢がわるいのか

な？
上肢が使いにくい
みたいだな？

　認知症が進むと「自ら食べ始めることができない」「最後まで食べ続け

ることができない」「一口の量が多い・少ない」「むせる」など、食べる

ことへの支援が必要になります。

　このとき、初めから食事を介助摂食にしてしまうと、認知症の方は自ら

食べる意欲を失い、やがて本当に食べることができない人になってしまい

ます。一方、認知症の人が食べる力を発揮できるような環境を整えるこ

とで、再びおいしく食べ続けることができることもあります。

認知症の人のお食事

原因疾患別の障害部位と⾷に関する症状

原
因
疾
患

脳の障害部位
(委縮の始まる

部位)
神経心理学的症状
(代表的なもの) 対応の要点

臨床的な課題
(特に食事に関する
代表的なもの)

脳血管障害の
部位による
（巣症状）

左脳︓失語
右脳︓空間認知障害
※運動野︓麻痺

言葉の指示の理解が難しい
部分的に注意をむけられな
い
食事動作がうまく出来ない
飲み込みがうまく出来ない
（障害部位により個人差が
大きい）

ADLの障害と理解力・記憶
力の障害が伴わないことが
多いため、それぞれのアセス
メントを適切に行い、注意し
て対応する。

側頭葉内側
（海馬）

記憶障害

前頭葉 実行機能障害

側頭頂 失認
失行
失語

前頭葉

過去のエピソードを丸ごと忘
れる
（食べたことを忘れる）
（食べる）行為の組み立
てに混乱する

食べ物を食べ物だと認識で
きない
食具の使い方がわからない
言葉の指示、特に長文の
理解が難しい

物忘れの不安により質問が
多い時でも真摯に対応する。

混乱している時は、さらなる
混乱を避けるように穏やかに
丁寧に対応する。
行う指示は一度に1つ、短く
簡単な言葉で伝える。使用
物品、使う動きを見せて行
動を促す。

側頭葉

脱抑制

時刻表的行動・常同
行動

失語

後頭葉

他の人の食べ物でも食べて
しまう
早食べ、かきこみ食べ、立ち
去り行動
いつも同じ食べ物を同じ時
間に食べる
言葉のコミュニケーションがと
りにくい

他の人の食べ物を食べてし
まう場合は“禁止”よりは“別
のものに誘導”するように促
す。早食べは小分けにして
提供する、ゆっくり咀嚼する
ように模倣を取り入れ促す。
使用物品を見せる、模倣を
促す。

視空間認知障害
幻視

口と食具の位置関係がうま
く調節できない
食べ物に虫が入っているよう
に見える

※黒質変性 ※錐体外路症状 ※パーキンソン症状、嚥下
機能低下、流涎

特定の神経シ
ステムの障害

認知機能・覚醒の変
動
うつ・アパシー

はっきりしている時とぼんやり
している時がある

（※は認知機能障害ではなく神経症状）

（※は認知機能障害ではなく神経症状）

動作の不自由さをさりげなく
支援する。幻視は本人に
とっては真実であることを認
識し、よく話を聞いたうえで
本人の納得のいく対応をと
る。照明の調節やメガネの
使用により幻視機会が減る。
早期より嚥下機能アセスメ
ントを継続的に行い、抗パ
薬の血中濃度や症状の日
内変動に注意して対応する。

食事中の覚醒レベルの低
下は嚥下障害を悪化させる
ため、一旦食事を中止し、
覚醒しているときに提供する。

枝広あや子．認知症の基礎知識︓原因疾患別の症状．認知症の人
の「食べられない」「食べたくない」解決できるケア．P21，日総研出版，
愛知県，2016．を改変引用
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平成23年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「認知症高齢者の食行動関連障害支援ガイドライン作成および検証に関する調査研究」　
山田律子 ｢認知症の人のおいしく豊か な食事に向けて ｣を基に一部追記・変更し作成

自ら食べ始められるように食事の前に環境の改善をしましょう

□ 十分な覚醒（意識障害がない）

□ 排泄が済んでいる

□ 痛み・かゆみ等の緩和

□ 発熱、脱水などがない

身体の準備

□ 混乱しない品数

□ 認知しやすい色使い

□ 素材感のわかる食形態

□ 集中できる食卓

□ わかりやすい食具

□ [ ]

□ テレビや周りの物音

□ 動く者、動き回る人

□ 視覚認知しやすい明るさ

□ 食卓を囲む方々との相性

□ 適正な室温と衣類

□ [ ]

食事の環境

環境の音や動く物提供される食事と食卓

□ 頭が直立する

□ 体幹と股関節、膝関節の角度が 90

□ 背骨が床と垂直

□ 足の裏が接地

□ 嚥下時には顎をひくことができる

□ [ ]

□ 肩・肘に無理のない食卓の高さ

□ 食卓と身体はこぶし一つ分離れる

□ 奥の皿まで良く見える配膳位置

□ [ ]

適正な姿勢

食卓との関係安定する姿勢

平成23年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「認知症高齢者の食行動関連障害支援ガイドライン作成および検証に関する調査研究」
山田律子 ｢認知症の人のおいしく豊か な食事に向けて ｣を基に一部追記・変更し作成

自分ですくうことができる場合

重度）介助摂食の場合

�

�

�

まず、以下の3点をお試しください

それで難しい場合は以下をご参照ください

配膳してもじっと座ったまま
食べようとしない

食べ物としての認知を高める工夫
１）味覚の活用:ひと口だけ介助で味わう
２）嗅覚の活用:香り立つ食材の配膳
３）なじんだ食器類の活用

食器を並べ替えるばかりで
食べようとしない

配膳方法の工夫
１）一度に配膳する品数を減らす
２）ワンプレート方式:丼物や大皿に盛付
３）お弁当箱の活用

食卓上の、食物以外の者に手を触れ、
食べようとしない

食卓上の物品整理
筆立てや花瓶、人形など、食べ物以外の物品を置かない

口を開けようとしない、顔をそむける、
介助者の手を押し返す

食べ物としての認知を高める工夫
１）好物の活用
２）食物をすくったスプーンを下唇に触れ
る、舐めてもらう

３）口角、頬を指で軽くトントンと触れる
４）本人の手に介助者の手を添えて、食物
を口に運ぶ動作を支援

口に食物を溜め込んだまま
飲み込まない

食べる行為を起動できるような工夫
１）声かけ、やさしく身体に触れて気持ちを食事に戻す
２）異なる食感や味覚（甘味・塩味など）、温冷を交互に介助
（食事への注意維持）

３）好物や冷たい物で飲み込みやすくする
（嚥下反射を誘発）

４）下顎を支えた動きの介助や、
嚥下促通手技の活用
（嚥下反射を誘発）いったん口に入れた食物を

吐き出す

口腔内の原因の可能性
１）痛みなど、食べたくない原因への対応
２）食事時間の変更

スプーンなどを持ったり、食器に触れるが
食べる行為には至らない

慣れ親しんだ動作を活用する工夫
１）食事の動作のきっかけを支援
２）おにぎりやサンドイッチなど道具を使わずに食べら

れる食物を用意

好物を提供し、お勧めする

利き手に食具（箸やスプーン）、もう片方の手に食器を持つよう支援

配膳方法の工夫:一品ずつ提供、ワンプレートに盛付   

お
口
の
こ
と
で
気
づ
い
た
ら
…

お
口
の
機
能
に
つ
い
て

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

認
知
症
の
人
の
歯
科
治
療

居
宅
系
口
腔
衛
生
関
連
サ
ー
ビ
ス

事
例



2322

平成23年度 厚生労働省 老人保健健康増進等事業「認知症高齢者の食行動関連障害支援ガイドライン作成および検証に関する調査研究」
山田律子 ｢認知症の人のおいしく豊か な食事に向けて ｣を基に一部追記・変更し作成

自ら食べ始められるように

自分ですくうことができる場合

重度）介助摂食の場合

食事以外の刺激に注意が向き、
食べ続けられない（食事に集中できない）

食事環境の見直し
１）過剰な刺激の除去：食事を中断する音、映像、

人の足音、おしゃべりなど
２）良い刺激の工夫：彩りよい盛付け、

食事ペースが同じ仲間との同席など
３）食事への注意の戻し方

１）睡眠不足や疲れの解消
２）食事時間帯の見直し
３）睡眠薬等の見直し（医療機関に相談）

① 「次は・・を食べますか」等言葉かけ
② 手を用いて視線を食材へと誘導
③ 本人の手にやさしく触れる
④ 本人の手に介助者が手を添え、

背後から食べる動　作を支援

食事が途中だが、
その場から立ち去る

立ち去る要因の調整
１）立ち去る原因となる刺激物の除去
２）薬剤による影響の確認
３）本人の生活リズムに合わせて食事時間を設定

食事量が不足する場合の工夫
１）動きながらでも手に持って食べることのできる食べ

物（おにぎり、パンなど）を用意
２）移動ルートに食べ物を置く

食事中に居眠りしてしまい、
食べ続けられない

食事中にすっきり起きていられるための支援

むせてしまい、
食べ続けられない

専門家に相談：嚥下機能障害の対応
むせを予防する介助

１）本人のペースで食べることができるように支援（咀嚼、
嚥下の動作と、介助の協調でむせも減少）

２）飲み込んだことを確認したうえで、次の一口を介助（介
助摂食で詰め込まない）

３）介助者のポジショニングの工夫（麻痺側から介助しない、
視空間認知しやすい側から介助する、上方から介助し
ない）

むせてしまい、
食べ続けられない

専門家に相談：嚥下機能障害の対応
１）食事前の適正な姿勢（ポジショニング）の支援
２）飲み込みやすい食事形態の選択（冷たいゼリーやとろ

み剤）の活用など
３）むせる食品の見直し：味付けの工夫や、好みの食べ物

への変更
４）休息と活動のバランスの調整、体力作りに向けた支援
５）嚥下体操などリハビリテーション
６）嚥下に集中できるよう配慮　（

飲み込んでいる最中に話しかけない、覚醒レベルに配
慮する）
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4トレーニング

公益社団法人　日本歯科衛生士会「お口の健康の手引き」より引用

① 口腔体操

摂食嚥下とは？

•	お口周りや頬の筋力を高めることで、食べこぼしや、逆に食べ物が口に残ってしまうことを防ぎます。

•	お口周りの筋肉の働きによって、円滑な咀嚼が行われます。

肩と首の体操

口の周囲の体操

肩を上げる 肩を下げる 肩をまわす 首を右・左に
傾ける

顔を右・左に
向ける

口を大きく
「あー」と開く

口を「いー」と
しっかり伸ばす

口を「うー」と
しっかりしぼめる

右頬をふくらます

舌を左・右に動かす 舌を前・後に動かす 舌を上・下に動かす

左頬をふくらます 両頬をすぼめる

頬の運動

舌の体操
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② 唇・頬・舌のマッサージ
お口周りの器官の筋力・拘縮・感覚などの低下を予防し、お口の機能向上を目的とします。

嚥下障害ってなあ～に？摂食・嚥下障害でお困りの方へ　—その対策を中心として–：
http://members.tripod.co.jp/kagawads/index.html  を参考に作成

1 2 3

4

5 6 7

8 9

引き延ばしパッとはなす

口唇をはさんで放す 口唇の縁に沿って外へ広げる

頬を膨らませるように 外へ押し広げながら伸ばす

口唇の縁に沿って内へ縮める

４）口角をはさんで

口角から指を入れ伸ばす

頬を回す 頚部をマッサージ 下唇の下を回す

③ パタカラ体操

④ 唾液腺マッサージ

食べ物を上手にのどの奥まで運ぶ一連の動作を鍛えるための、発音による運動です。

三大唾液腺を刺激することにより、唾液の分泌を促進します。

始めは、各々ゆっくり一息で１回ず
つ５回の発声を３回、次に、速く一息
で５回の発声を３回行います。

力を入れると、たくさん唾液が出るわけではありません。
あまり強く押しすぎないようにしましょう！

耳下腺への刺激

目安：��回
人差し指から小指までの�本を頬

にあてて、上の奥歯あたりを後ろから
前に向かって回します。

顎下腺への刺激

目安：各 �回
親指をあごの骨の内側のやわら

かい部分にあて、耳の下からあごの下
まで５ヶ所くらいを順番に押します。

顎下腺への刺激

両手の親指の腹で、あごの真下
から舌を突き上げるようにゆっくり押
します。

目安：��回

公益社団法人　日本歯科衛生士会「お口の健康の手引き」より引用
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1.	固いマットなどに仰向けになって寝て、アゴを胸に近づけるようにして後頭部を持ち上げ、疲れない程度で

30秒くらい保持します。この時に肩がマットから上がらないように注意しましょう。

2.	休憩を入れながら5～10回繰り返します。

3.	腹筋を使わないで、口はしっかり閉じ、舌先を上あごに押し付けるようにしましょう。

1.	持続訓練：ゆっくり5つ数えながら持続して行います。

2.	反復訓練：1から5まで数を唱えながらそれに合わせて下を向くように力を入れます。

•	喉頭の挙上を強化する
•	食道の開きを改善する
•	前頸部の筋の訓練
•	循環器や脳血管系に障害がある
方は慎重に行いましょう
•	頭部の挙上時間、回数は徐々に
増やすようにしましょう

ポイント

ポイント

•	10～ 20回繰り返します。
•	大きな深呼吸、強い息こらえのどの奥を強く締めるようにしましょう。
•	可能であれば舌の奥が上の顎に着くまでのどを締めましょう。
•	口の中が乾いてしまう場合は、1回に 1ml程度の水を用いるか、口腔内保湿剤を使うとよいです。

綿棒の作り方

手順 凍った綿棒に少量の水をつけて、舌の先から、少しずつ中へ触れ、舌根、前口蓋弓、
軟口蓋を撫でたり押したりしてマッサージします。

⑤シャキア法（Shaker exercise)

⑥ 嚥下おでこ体操（シャキア法と同じ効果）

食道のまわりの筋肉を強化して、喉頭の前上方運動を改善して食道入口部の開大を図り、食べ物
が食道に入りやすくします。

食道のまわりの筋肉を強化して、喉頭の前上方運動を改善して食道入口部の開大を図り、食べ物
が食道に入りやすくします。

負荷が大きいので、症例によって適宜、強度や頻度を調節する必要があります。

おへそをのぞき込むように

毎食前：�秒間×��回

手
は
上
に
向
か
っ
て

押
す

の
ど
仏
を
上
に
あ
げ
る

筋
肉
を
鍛
え
る

•	座った状態で姿勢を正します。
•	左右どちらの手でも良いので、おでこに手のひらを縦に当てます。
頭が動かないように手で押さえながらおへそ部分を見るようにし
ます。
•	手のひらとおでこで押し合いを5秒間行います。
•	嚥下おでこ体操は 1日 3回程度を行います。
•	反対の手でのど仏の上を触り、筋肉が硬くなっているのを確認し
ましょう。

⑦喉のアイスマッサージ

⑧息こらえ嚥下法

嚥下反射（飲み込みの反射）の誘発を促します。お口の中を刺激し、唾液の分泌を促進します。

嚥下と呼吸の協調性・タイミングを整えて、誤嚥を起こしにくい嚥下方法（飲み込みかた）を習
得するための訓練です。

舌根

食前が効果的

綿棒

① カット綿(7×7)くらいのものを割り箸(半分程度に折ったもの)に巻きつけます。
水を含ませ、軽くしぼって凍らせます。

② 水を含ませ、軽くしぼって凍らせます。

ゴクン

深呼吸
1

唾液を飲み込む
3

咳払い
42 鼻から吸って

息を止める

➂と➃の間で息を吸わないことが大切です
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⑨ 声帯強化訓練

⑩嚥下反射促進手技

声帯の動きを良くし、気道の入り口を閉じる動き（咽頭閉鎖）を良くすることによって誤嚥を防ぐ
訓練です。

飲み込みに関わる筋肉に対し、頸を軽く擦ることで嚥下反射（飲み込みの反射）を促します。

•	壁や机を押しながら力を込めて「エイ」「ヤ」など、喉を閉めや
すい声を出します。力強い声を出すことが重要です。

•	5～ 10回を１セットとし、１日２～３セット行います。

•	のど仏の両脇に指を当てて、顎の方へ指で皮膚を下から上
へ、4・5回摩擦します。

•	皮膚をつまんだり、あまり強く押さないようにして下さい。

•	頸を後ろに反らせないようにして下さい。

エ
イ
！

ヤ
ッ
！

声門閉鎖を強化します。座位の場合、テーブルなどに
手を添え「ふんばる姿勢」で行います。 

認知症の人の歯科治療55
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5認知症の人の歯科治療
誰よあ

んた‼

ひどい
！

本人にとっても
嫌な出来事
口腔の状態は悪化

やめて！触るな！
痛い！

★さんはどんな人なのかしら？普
段の様子が分からないし、うまく関
係がつくれない…

口腔の訴え無し 痛い時だけ歯科依頼

問題発生前から対応できるので本人にとっても
不快症状は少ない口腔の状態が可及的に維持できる

口腔の訴え無し

ち
ゃ
ん
と

で
き
な
か
っ
た…

初診の★さんとおしゃべりができ
た。ご自分なりの口腔ケアの方法
も確認できた。これからゆっくり
関係を作っていきましょうね

な
ん
と
も
な
い
よ

歯
が
折
れ
ち
ゃ
っ
た

す
ぐ
修
理
し
て

も
ら
え
て
よ
か
っ
た

あ、
知ってる人…

少しづつ慣れながら
歯石取りしようね

定期的な受診で困った時すぐに対応できる
慣れた関係が築けていると拒否が少ない

★さん慣れてきましたね～！定期的に
専門的口腔清掃をすると維持できて
ますね！★さんの人となりもわかっ
てきたし、良い関係つくれてると思う

★さん重度になって機能低下してき
たけど、★さんに合わせた方法で歯
科介入が継続出来たから、口腔の状
態が保たれている。なんとか肺炎に
ならずに食べれていて良かった

い
つ
も
お
か
げ
さ
ま
で…

定期的な関わりが豊かな生活につながる

ちょっとした気づきでも専門家の手を借りよう！

痛い時だけ歯科受診スタイル

認知症の
進行→

定期的に歯科受診スタイル

何もなくても定期的に歯科依頼

なんだか口の中を気にし
てるみたい？
でもよくわからないな

本人が「痛い」とか言っ
てないし、まあ様子見
ようか

なんだか口の中を気にし
てるみたい？
でもよくわからないな

本人が「痛い」とか言っ
てないけど、ためしに歯
科に聞いてみようかな

ありゃりゃ、傷に
なってますね～
早めに気付いてくれ
て良かったですよ！
計画立てましょうね

こ
れ
は
痛
か
っ
た
で
す
ね
～

こ
れ
は
痛
か
っ
た
で
す
ね
～

数か月後

そうだったんだ…
本人が何も言わな
いからわからな
かった…

なんだか口腔ケアさせて
くれなくなったな
ひどく怒って暴力まで・・・
口臭もひどいな

そういえば
顎が赤く腫れてきたか
も…歯かな？

あわててしまう

ちょっとした気づきでも歯科に連絡を！

認知症の
進行→

①歯科医療機関は治療優先の場であり、認知症の人にとって馴染みにくい場であるこ
とを認識する

 
②痛み、状態変化や環境の変化は、認知症の症状の悪化、BPSDの発生や悪化につ
ながりやすい

③治療に伴う緊張は、BPSDの発生や悪化の要因にもなる

認知症に対する理解が十分とは言えないケアが、
BPSDを悪化させる可能性もあることを認識する

永田久美子  「11 認知症高齢者の理解とケアの変遷」正木治恵 監修  「改訂版老年看護学」日本放送出版協会 　P196.2011
平成 27年度 厚生労働省老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）歯科医師、薬剤師、看護師および急性期病棟従事者等への認知症対応
力向上研修教材開発に関する研究事業「歯科医師認知症対応力向上研修テキスト」より引用

歯科医師、薬剤師、看護師および急性期病棟従事者等への認知症対応力向上研修教材開発に関する研究事業「歯科医師認知症対応力向上研修テキスト」より引用

歯科診療の際に留意が必要な
認知症の症状と要因・誘因

認知症の人に歯科治療を行う上で必要な視点

身体的要因

環境的要因

心理・社会的要因

基礎疾患、血圧の変動、便秘、下痢、疼痛、掻痒感冷え、発熱、水分・電解質の異常、
薬の副作用等

なじんだ住環境からの入院、転室、転棟、転院、退院などによる環境変化、本人
にとっての不適切な環境刺激（音、光、風、暗がり、広すぎる空間、閉鎖的な空間、
心地よい五感刺激の不足など）

不安、孤独、過度のストレス、医療従事者の口調が早い・強い、分かりにくい説
明、自分の話を聞いてくれる人がいない、何もすることがない暮らし、戸外に
出られない暮らし

複雑性注意
実行機能
学習と記憶

知覚・運動　他

認知機能障害 BPSD（認知症の行動・心理症状）

不安、焦燥、興奮、
攻撃的、幻覚、妄想、
多動、繰り返し、
歩き回る（徘徊）     

など 

脳
の
器
質
的
変
化

要
因
・
誘
因

要
因
・
誘
因

要
因
・
誘
因

不穏
大声
乱暴

パニック

要因・誘因（主なもの）
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歯科医療機関で起こるBPSDに対する対応

認知症の人は、急激な環境変化に適応するまでに	
不穏や混乱を起こし、帰宅願望を強く訴えることが多い

•	できるだけ本人の様子を観察しやすいユニットに
通す
•	治療内容や治療時間の終了の見通しを伝え、安心
感を与える
•	なるべく家族に同席してもらうように協力を得る

•	口腔・顎顔面、頭頸部への急な接触による不安の
誘発に配慮する
•	口腔の過敏、水分や音の出る機械による恐怖に配
慮する
•	信頼関係を保つ配慮、理解を促してからの介入に
より安心を与える
•	顔を見せて話をする、見えないところから話しか
けない

環境への不安 治療行為への不安

慣れていない歯科医療機関

何をされるかわからない

適切に治療してもらっているか不安

BPSD の出現

安心
できる
対応

これからの対応を検討する

認知症の人が感じる

不安と恐怖

不適切な環境や対応方法のチェックと改善（騒音、不適切な
説明など）

内服薬の変更に伴う副作用の変化や急激な日常生活変化、身
体疾病の悪化の聞き取り

・ 顔や姿を見せてから声をかける
・ 無言で作業しない
・ 知り合いアピール（世間話）
・ 注意を惹き続ける（実況中継）
・ 見守る・声をかける
・ 言葉+視覚情報でわかりやすく
・ 混乱の渦に陥れない

認知症による症状を
フォローして歯科治
療を継続

不安になるようだ、でもどうしよう

歯科医師、薬剤師、看護師および急性期病棟従事者等への認知症対応力向上研修教材開発に関する研究事業「歯科医師認知症対応力向上研修テキスト」より引用

出典：枝広あや子・平野浩彦、認知症患者yの口腔を守る歯科治療Part3実例から見る認知症と歯科-地域の開業医がおさえておくべき知識・対応法-、デン
タルダイヤモンド；2015年12月号、38-47、2015.

継続的な口腔管理の必要性と治療計画の立案

認知症の人への歯科診療方針

認知症の人と歯科診療のつながりを継続させる

•	治療負担の大きい保存・補綴治療は、治療への協力が可能な時期をみはからう
•	希望があったとしても効果が薄いことが予想されることの判断
•	口腔にとって第一選択であっても、認知機能低下の様子に よっては妥協も必要

本人の暮らし

認知機能低下の進行

グレーゾーン ターミナル期
中核症状
出現期

自立した
暮らし

BPSD
多出期

障害
複合機

家族

主治医

通所

訪問介護員
訪問看護師

病院 施設

主治医
看護師

医療スタッフ

主治医
施設看護師
施設職員

シームレスな歯科診療を行うためのアプローチ
歯科医療機関と社会的インフラの連携

ステージごとに異なる 家族・介護者教育と
認知症の人の歯科的ニーズのアセスメント

（例）

認知症
軽度

認知症
中等度

認知症
重度

十分な配慮により治療は可能だが、いずれ治療困難になることを踏まえて予知的
な治療を行う

理解力低下により拒否的になる可能性もあるため、心理的負荷がかかる治療は十
分な配慮が必要

治療困難な場合は、可及的にQOLを重視した治療を重視する。その時点での口
腔機能・衛生の維持に配慮
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本人と家族の歯科訪問診療のニーズ

歯科訪問診療実施上の留意

•	予約を忘れてしまって通院が出来なくなってしまう
•	緊張のあまり当日外出できない精神状態になってしまう
•	待合室で待つことが難しい
•	慣れない場所では残存能力を発揮できない

•	通院負担の軽減
•	住み慣れた環境で治療が可能
•	介護者も他者への気遣いが軽減される
•	あらかじめ情報収集したうえで認知症の症状への配慮
•	本人の様子に合わせて共感し励ます情緒的サポート
•	食生活や継続的な口腔管理のアドバイスなど情報的サポート

本人にとっての外来歯科治療の難しさを理解する

歯科訪問診療によって実現できる社会的支援

外来治療の
難しさ

実現できる
社会的支援

利点
・かかりつけ患者をシームレスに診療することが出来る
・生活支援の目線から食べることの支援が可能になる

課題

・持参できる医療機器や治療内容に制限がある
・高齢者の医学管理上のリスク対応への準備が必要
・関連職種との調整が必要

通院負担と口腔内全体、認知症の進行を見通す計画性

診療室で行っておくべき治療内容と歯科訪問診療に移行して行う治療内容の整理

ケアマネジャーとの調整

歯科治療計画立案時からの注意点

歯科医師、薬剤師、看護師および急性期病棟従事者等への認知症対応力向上研修教材開発に関する研究事業
「歯科医師認知症対応力向上研修テキスト」より引用

歯科訪問診療実施上の多職種連携の意義

治療計画とケアの計画の立案のしかた

計画立案時のアセスメントポイント

本人の自己決定は、希望はどうか
認知症の進行の程度は
BPSDの強く出る時期かどうか（治療の時期のア
セスメント）
治療に関する身体的な負担（基礎疾患、加齢等）
過敏、医療機器による恐怖の程度

セルフケア（ブラッシング等）の可否と度合
家族の同居の有無、家族や介護者の協力体制、時
間や経済的など社会経済的状況
家族や介護者の医療に関する理解、継続的な情報
提供の必要性
家族やケアスタッフの心身状態

患者の自己決定を尊重した上で、

患者の病状
（必要とされる負担治療に耐えられる
か？） と 

家族の予備力
（何ヵ月通えるか？意思が揺らぐ可能性は
あるか）

をアセスメントし、

治療にかける時間と回数の配慮のうえ、
治療内容を判断する

患者の希望 実現可能な治療

最大限の効果が
得られる治療

歯科医師、薬剤師、看護師および急性期病棟従事者等への認知症対応力向上研修
教材開発に関する研究事業
「歯科医師認知症対応力向上研修テキスト」より引用

患者の希望 実現可能な治療

最大限の効果が
得られる治療

ケアマネジャーにケアプランの内容を確認する
積極的に口腔の状態、栄養摂取の課題を共有する
必要があればケアマネジャーにサービス担当者会議を依頼する
地域の医療介護連携のツールを活用する

・ 歯科訪問診療が適する人は認知症が中等度以上に進行している

・ ADLの低下が同時に起こっている可能性が高い

・ 口腔のトラブルが急速な低栄養に発展する可能性が高い

・ 他の医学的状態の合併症が口腔に生じる可能性がある

・ 在宅医療、在宅看護、訪問リハビリ、訪問介護等の併用

必然的に多職種連携の必要がある
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介護保険における居宅系口腔衛生関連サービス

要支援1・2（予防給付）

居
宅
・
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

要介護1～5（介護給付）

【居宅療養管理指導】

サービス内容︓口腔清掃の指導、摂食嚥下訓練
サービス担当者︓歯科医師、歯科医院の指示を受けた歯科衛生士
報酬単位数︓
（歯科医師）同一建物居住者以外の者（月2回限度）

同一建物居住者︓（月2回限度）
※指定居宅介護支援事業者に対する情報提供は、必須条件
（歯科衛生士）同一建物居住者以外の者（月4回限度）

同一建物居住者（月4回限度）

【口腔機能向上加算】

サービス内容︓口腔清掃の指導、摂食嚥下訓練
サービス担当者︓歯科衛生士、看護師、言語聴覚士
報酬単位数︓（予防給付）

（介護給付）（月2回を限度）

【選択的サービス複数実施加算】

サービス内容︓運動機能向上/栄養改
善/口腔機能向上プログラムを複数実施

通所

居宅

通所

　居宅療養管理指導では医師や歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問
し、療養上の管理や指導をおこないます。
　口腔機能向上加算は、口腔機能が低下している、またはそのおそ
れのある利用者に対して実施する口腔機能向上の取り組みです。

55 介護保険における居宅系口腔衛生
関連サービスについて
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1.認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の3項目のいずれかの項目において｢1｣以外に
該当する者

本人と家族の歯科訪問診療のニーズ

1)口腔機能向上加算の対象となる人

通所

基準

1．できる 常時、嚥下することに問題がなく、自然に飲み込める。

2． 見守り（介護
側の指示を含む）

飲み込む際に見守りや声かけ等が必要な場合であって、「できる」「で
きない」のいずれにも含まれない場合をいう。
食物の形状により、嚥下ができたりできなかったりする場合も含まれる。

3．できない 常時、嚥下ができない、飲み込むことができないために、経管栄養、
胃瘻や中心静脈栄養（IVH）等を行っている。

1．自立 介助・見守りなしに自分で食事が摂れている場合をいう。
箸やスプーンのほかに、自助具等を使用する場合も含まれる。

2． 見守り（介護
側の指示を含む）

介助なしに自分で摂取しているが、見守りや指示が必要な場合をい
う。

3．一部介助 食事の際に（食卓で）、小さく切る、ほぐす、皮をむく、魚の骨をとる
等、食べやすくするために何らかの介助が行われている場合をいう。
食事の前に、厨房・台所できざみ食を作っている場合は、含まれない。

4．全介助 能力があるかどうかにかかわらず、現在自分ではまったくしていない
（介助されている）場合をいう。自立して食事をしていない、スプー
ンフィーディング（食べ物を口に運んで食べさせる）、経管栄養、胃
瘻や中心静脈栄養（IVH）の場合も含まれる。

1．自立 歯みがき粉を歯ブラシにつけて磨くことを、介助なしに自分で行ってい
る場合をいう。日頃、歯みがき粉を使用しないが、口腔清浄剤を使
用してうがいをする場合も含まれる。

2．一部介助 歯ブラシやうがい用の水等を用意する、歯みがき粉を歯ブラシにつけ
る等の準備、歯みがき中の見守りや指示、みがき残しの確認が必要
な場合等、口腔清潔（はみがき等）の行為に部分的に介助が行
われている場合をいう。

3．全介助 口腔清潔（はみがき等）の一連の行為すべてに介助が行われてい
る場合をいう。介助が行われていないが、明らかに能力がない場合も
含まれる。

※居宅療養管理指導の事業を行うことができるのは、病院、診療所、薬局等である。

2)口腔機能向上サービスの具体的な流れ

1.事前アセスメント (利用者の口腔機能・衛生状態の把握)
2.口腔機能改善管理指導計画書の作成
3.本人または家族の同意
4.サービスの提供開始
5.改善状況などの把握、提供経過の記録（関連職種）
6.モニタリング (専門職種が月 1回行い、プランの妥当性の検討を行う)
7.事後アセスメント (専門職種が目標の達成度および口腔機能・衛生状態を把握)
8.報告 (地域包括支援センター、居宅介護支援事業所のケアマネージャー)

要介護認定

ケアプラン確定

要支援1・２
地域包括支援センター
（保健師・看護師）

要支援1・２
地域包括支援センター
（保健師・看護師）

課題分析（一次アセスメント）

ケアプラン原案作成

サービス担当者会議

実施手順

名称 口腔機能向上加算(Ⅰ) 口腔機能向上加算 (Ⅱ)

単位

１５０単位／回 １６０単位／回　

※要介護：月2回、要支援・総合事業対象者：月1回まで。
※(Ⅰ)(Ⅱ)の併算定不可。

ケアプラン見直し

サービス継続 サービス終了

結果報告を利用者へ説明、継続・終了に関しての同意を得る

参考：愛知県歯科衛生士会「口腔機能の向上のサービスのためのマニュアル」・横浜市歯科医師会「介護関係書類について」
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1.	居宅療養管理指導を受けられるのは、要介護1～5に認定されている65歳以上の高齢者。
2.	介護保険に加入している40歳～ 64歳で、パーキンソン病や関節リウマチ、末期がんなどを
含む全部で16種類の特定疾病のいずれかにより要介護認定を受けた人。

居宅療養管理指導の流れ

1)居宅療養管理指導の対象となる人

2)各職種が行う指導の概要

居宅

医師又は歯科医師 ○ 計画的かつ継続的な医学的管理又は歯科医学的管理に基づいて
実施

○ 居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必
要な情報提供

○ 居宅要介護者や家族等に対する、居宅サービスを利用する上での
留意点や介護方法等についての指導及び助言

○ 訪問診療又は往診を行った日に限る

薬剤師 ○ 医師又は歯科医師の指示に基づいて実施される薬学的な管理及
び指導

○ 居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定等に必
要な情報提供

管理栄養士 ○ 計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、栄養管理
に係る情報提供及び指導又は助言を30分以上行う

歯科衛生士等 ○ 訪問歯科診療を行った歯科医師の指示及びその歯科医師の策定
した訪問指導計画に基づいて実施される口腔内や有床義歯の清
掃又は摂食・嚥下機能に関する実地指導

2)口腔機能向上サービスの具体的な流れ

高機能モニタリング・歯科医師への報告

3か月毎のアセスメント・モニタリングを行い、
必要に応じて指導管理計画の見直しを行う。

経過記録・管理指導計画の修正

管理指導計画に基づいて必要な実地指導を実施するとともに、
管理指導計画に実施上の問題があれば計画を修正する。

管理指導計画・患者・家族の同意

口腔機能アセスメントを踏まえ、歯科医師、歯科衛生士、その他の職種が
共同し患者毎の管理計画を作成し、患者・家族に説明し、同意を得る。

口腔機能アセスメント

口腔機能スクリーニングを踏まえ、患者の解決すべき課題を把握

口腔機能スクリーニング

患者の口腔機能のリスクを把握

https://gerodontology.dental-plaza.com/guide_02-6/
MORITA DENTAL PLAZA　よく分かる「高齢者歯科・訪問診療」を参考に作成
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必要な書類（令和３年度介護報酬改定版）

都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書（歯科医師）

資料Ⅰ

都道府県が指定する指定居宅介護支援事業所向け診療情報提供書（歯科医師）

令和 年 月 日
情報提供先事業所
担当 殿

医療機関名
医療機関所在地
電話番号

番号
歯科医師氏名

基本情報

利用者氏名

（ふりがな）
男

・

女

〒 －

明・大・昭 年 月 日生 歳 連絡先

利用者の病状、経過等

１ 情報提供の目的

２ 病状、経過等

□ 口腔衛生状態不良

□ う蝕等

□ 歯周病

□ 口腔粘膜疾患（潰瘍等）

□ 義歯の問題（□ 義歯新製が必要な欠損 □ 義歯破損・不適合等）

□ 摂食・嚥下機能の低下

□ 口腔乾燥

□ その他（ ）

□ 配慮すべき基礎疾患（ ）

介護サービスを利用する上での留意点、介護方法等

１ 必要な歯科治療

□ う蝕治療 □ 冠・ブリッジ治療 □ 義歯の新製や修理等

□ 歯周病の治療 □ 口腔機能の維持・向上 □ その他（ ）

２ 利用すべきサービス

□ 居宅療養管理指導（□ 歯科医師、□ 歯科衛生士） □ その他（ ）

３ その他留意点

□ 摂食・嚥下機能 □ 誤嚥性肺炎 □ 低栄養 □ その他（ ）

４ 連携すべきサービス

□ 特になし □ あり（ ）

→必要な支援（ ）

利用者の日常生活上の留意事項・社会生活面の課題と地域社会において必要な支援等

１ 利用者の日常生活上の留意事項

２ 社会生活面の課題と地域社会において必要な支援

社会生活面の課題 □ 特になし □ あり

（ ）

→ 必要な支援（ ）

３ 特記事項

歯科衛生士による居宅療養管理指導に係るスクリーニング・アセスメント・管理指導計画

資料Ⅱ

歯科衛生士による居宅療養管理指導に係るスクリーニング・アセスメント・管理指導計画 
１ 基本情報 

※嚥下調整食の分類、誤嚥性肺炎の発症等について介護保険施設と連携を図り把握するよう努めるとともに、6 ヶ月以内の状況について記載すること。 

２ スクリーニング、アセスメント

３ 居宅療養管理指導計画 利用者家族に説明を行った日 令和 年 月 日

４ 実施記録

利用者氏名 

（ふりがな） 明・大・昭    

 年     月  日生

(  歳) 

男 

・ 

女 

食形態 □ 経口摂取（□ 常食 □ 嚥下調整食（□ ４ □ ３ □ ２－２ □ ２－１ □ １ｊ □ ０ｔ □ ０ｊ））

□ 経腸栄養 □ 静脈栄養

誤嚥性肺炎の発症・罹患  □ あり （発症日：令和  年 月 日）  □ なし 

記入者・記入年月日 （氏名） 令和  年 月 日 

口腔衛生状態 口臭 

歯の汚れ 

義歯の汚れ 

舌苔 

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

口腔機能の状態 食べこぼし 

舌の動きが悪い 

むせ 

痰がらみ 

口腔乾燥 

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

（以下の評価は歯科医師の判断により必要に応じて実施）

歯科疾患等 歯数 

歯の問題（う蝕、破折、脱離等） 

歯周病 

粘膜の問題（潰瘍等） 

義歯の問題（不適合、破折） 

（  ）歯 

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

特記事項 

初回作成日 令和  年 月 日 作成（変更）日 令和  年 月 日 

記入者 歯科医師：  歯科衛生士： 

目標 □ 歯科疾患（□ 重症化予防 □ 歯科治療）

□ 口腔衛生（□ 自立 □ 介護者の口腔清掃

技術の向上 □ 専門職の定期的な口腔清掃等）

□ 摂食・嚥下機能（□ 維持 □ 改善）

□ 食形態（□ 維持 □ 改善）

□ 栄養状態（□ 維持 □ 改善）

□ 誤嚥性肺炎の予防

□ その他（ ） 

実施内容 □ 口腔の清掃

□ 口腔の清掃に関する指導

□ 義歯の清掃

□ 義歯の清掃に関する指導

□ 摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導

□ 誤嚥性肺炎の予防に関する指導

□ その他（ ） 

訪問頻度 □ 月４回程度 □ 月２回程度 □ 月 1 回程度 □ その他（ ） 

関連職種との連携 

訪問日 令和  年  月  日  時  分 ～  時  分 実施者 

訪問先 □ 自宅 □ 認知症グループホーム □ 特定施設（有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム ）

歯科医師の同行の有無 □ 無し □ 有り 令和  年  月  日  時  分 ～  時  分 

実地指導の要点 □ 口腔の清掃

□ 口腔の清掃に関する指導

□ 義歯の清掃

□ 義歯の清掃に関する指導

□ 摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導

□ 誤嚥性肺炎の予防に関する指導

□ その他 （ ） 

解決すべき課題 

特記事項 □ 実地指導に係る情報提供・指導（ ） 

□ 管理指導計画の見直しを含めた歯科医師からの指示（ ） 
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口腔機能向上サービスに関する計画書（様式例）

資料Ⅲ
口腔機能向上加算の実施記録

資料Ⅳ

　歯科衛生士等による居宅療養管理指導は、口腔内や義歯の清掃な
どの口腔衛生や摂食･嚥下機能などの口腔機能に関する実地指導を行
い、指導内容等を定期的に記録することになっているが、その様式は、
原則として口腔機能向上加算の様式例を準用することになっており、
口腔機能に関する欄が多く、口腔衛生に関する欄が少なくなってい
ます。

資料Ⅰ～Ⅳは、厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html

厚生労働省   　令和３年度介護報酬改定について  　介護報酬改定に関する通知等

お
口
の
こ
と
で
気
づ
い
た
ら
…

お
口
の
機
能
に
つ
い
て

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

認
知
症
の
人
の
歯
科
治
療

居
宅
系
口
腔
衛
生
関
連
サ
ー
ビ
ス

事
例
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66 事例

6事例寿 松男 さんのケースを考えてみよう！

7 6 5 4 3 2 1 ① 2 ③ 4 5 6
⑥ 5 ④ 3 2 1 ① 2 ③ 4 5 6

ブリッジ（奥が脱離）
残根

4 3 31
ブリッジブリッジ 義歯義歯義歯義歯

・舌の義歯は以前作ったが、紛失した
・左下の残根部は、半年前に冠が脱離したまま放置
・舌の義歯は以前作ったが、紛失した
・左下の残根部は、半年前に冠が脱離したまま放置

痰の貯留
あり

歯科衛生士による居宅療養管理指導に係るスクリーニング・アセスメント・管理指導計画 
１ 基本情報 

※嚥下調整食の分類、誤嚥性肺炎の発症等について介護保険施設と連携を図り把握するよう努めるとともに、6 ヶ月以内の状況について記載すること。 

２ スクリーニング、アセスメント

利用者氏名 

（ふりがな） 明・大・昭    

 年     月  日生

(    歳) 

男 

・ 

女 

食形態 □ 経口摂取（□ 常食 □ 嚥下調整食（□ ４ □ ３ □ ２－２ □ ２－１ □ １ｊ □ ０ｔ □ ０ｊ））

□ 経腸栄養 □ 静脈栄養

誤嚥性肺炎の発症・罹患  □ あり （発症日：令和  年 月 日）  □ なし 

記入者・記入年月日 （氏名）  令和  年  月   日 

口腔衛生状態 口臭 

歯の汚れ 

義歯の汚れ 

舌苔 

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

口腔機能の状態 食べこぼし 

舌の動きが悪い 

むせ 

痰がらみ 

口腔乾燥 

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

（以下の評価は歯科医師の判断により必要に応じて実施）

歯科疾患等 歯数 

歯の問題（う蝕、破折、脱離等） 

歯周病 

粘膜の問題（潰瘍等） 

義歯の問題（不適合、破折） 

（  ）歯 

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

□ あり □ なし □ 分からない

特記事項  

寿　松男
ことぶき　まつお

11

4 3 3 1

11
86

渋沢　花子

デイでの活動中は自発的な会話はほとんどない。表情も乏しい。
痰がらみが多く、お茶でむせこみあり。残根部については特に痛みはないとのこと。

記入例

のケースを考えてみましょう！寿 松男さん（83歳）

～居宅療養管理指導～

食事後に痰がらみが多く、お茶で頻回にむせる
ため、うすいトロミをつけて提供している。1年
前と比べて、食べこぼしも見られ、食事に時間が
かかるようになっている。サービス利用中は、表
情も乏しく、自発的な会話はほとんどない。

既往歴：アルツハイマー型認知症、高血圧
服薬状況：ノルバスク
認知症高齢者の日常生活自立度　Ⅲa



認知症の人のお口の支援実践ハンドブック作業部会編集
執筆者一覧

平野 浩彦　　　　

枝広 あや子
森下 志穂
白部 麻樹

東京都健康長寿医療センター　歯科口腔外科 部長
東京都健康長寿医療センター研究所 自立促進と精神保健研究チーム 研究部長
東京都健康長寿医療センター研究所 自立促進と精神保健研究チーム 研究員
明海大学 保健医療学部口腔保健学科 助教
東京都健康長寿医療センター 東京都介護予防・フレイル予防推進支援センター 研究員

令和３年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）
認知症の状況に応じた高齢者の継続的な口腔機能管理に関する調査研究事業
認知症の人のお口の支援実践ハンドブック
令和4（2022）年3月　発行
地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター
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TEL: 03-3964-3241　FAX: 03-3964-2316
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３ 居宅療養管理指導計画 利用者家族に説明を行った日 令和 年 月 日

４ 実施記録

初回作成日 令和   年   月  日 作成（変更）日 令和  年 月 日 

記入者 歯科医師：       歯科衛生士： 

目標 □ 歯科疾患（□ 重症化予防 □ 歯科治療）

□ 口腔衛生（□ 自立 □ 介護者の口腔清掃

技術の向上 □ 専門職の定期的な口腔清掃等）

□ 摂食・嚥下機能（□ 維持 □ 改善）

□ 食形態（□ 維持 □ 改善）

□ 栄養状態（□ 維持 □ 改善）

□ 誤嚥性肺炎の予防

□ その他（ ） 

実施内容 □ 口腔の清掃

□ 口腔の清掃に関する指導

□ 義歯の清掃

□ 義歯の清掃に関する指導

□ 摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導

□ 誤嚥性肺炎の予防に関する指導

□ その他（ ） 

訪問頻度 □ 月４回程度 □ 月２回程度 □ 月 1 回程度 □ その他（ ） 

関連職種との連携  

訪問日 令和  年  月  日  時  分 ～  時  分 実施者  

訪問先 □ 自宅 □ 認知症グループホーム □ 特定施設（有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム ）

歯科医師の同行の有無 □ 無し □ 有り 令和  年  月  日  時  分 ～  時  分 

実地指導の要点 □ 口腔の清掃

□ 口腔の清掃に関する指導

□ 義歯の清掃

□ 義歯の清掃に関する指導

□ 摂食・嚥下等の口腔機能に関する指導

□ 誤嚥性肺炎の予防に関する指導

□ その他 （ ） 

解決すべき課題  

特記事項 □ 実地指導に係る情報提供・指導（ ） 

□ 管理指導計画の見直しを含めた歯科医師からの指示（ ） 

寿 松男さんのケースを考えてみよう！

開始時の記入例

4 4 4
4 4 5

4 4 8 13 00 13 50

4 4 8 13 10 13 45

デイでの食事前の体操やセルフケアの声掛けや促し、食形態や摂取量の情報共有

セルフケア、口腔体操の習慣化

平野太郎 渋沢花子

渋沢花子

このケースでの介入のポイント
● 松男さんは、自発的な口腔清掃の意欲がなく、介護者の介助に対する拒否もあるため、清

掃状態も不良です。

● 食事時間の延長は、痰がらみやムセなど、口腔機能低下の影響が考えられます。

● 外れかかっている右下のブリッジについては、歯科治療が必要となるため、歯科医師による

治療が必要となります。

● 本人の意欲を引き出すことをメインに、専門職は、本人の残存能力をふまえた口腔清掃指導

を行うとともに、ご本人のケアでは限界のあるブリッジ周囲や孤立歯など特にプラーク除去に

技術を要する部位については集中的に口腔衛生管理（口腔ケア）を行います。

● 関連職種は、口腔体操を実施するとともに、口腔清掃に関する声かけをおこない、本人の自

発性を促します。

・パタカラ体操や舌体操を実施することで、舌の運動機能向上の効果を期待する。

・ムセこみが見られるため、口腔体操に加え、嚥下おでこ体操、プッシング・プリング訓練を、

昼食前に行う。

期待される効果



翌函景扁1五人康長寿医療センター



～円
えんかつ

滑な歯
し か い い ん

科医院への院
つういんけいぞく

通継続にむけて～

歯医者さんにお願いしましょう
はいしゃ ねが

	ㅦ私
わたし

は認
にんちしょう

知症と診
しんだん

断されています。

	ㅦ慣
な

れない場
ばしょ

所では緊
きんちょう

張しがちです。

	ㅦ説
せつめい

明や誘
ゆうどう

導などは、早
はやくち

口で言
い

われると混
こんらん

乱してしまいます。

	ㅦゆっくり、はっきり、短
みじか

い言
こと ば

葉で伝
つた

えてください。

	ㅦ説
せつめい

明は絵
え

や文
も じ

字や模
もけい

型など、見
み

えるもので教
おし

えてください。

	ㅦ一
いち ど

度で覚
おぼ

えられないので、同
おな

じ説
せつめい

明を繰
く

り返
かえ

して頂
いただ

ける

と助
たす

かります。

	ㅦ安
あんしん

心できる励
はげ

ましや、やさしい声
こえか

掛けをお願
ねが

いします。

すこやかなお口
くち

で、

おいしく楽
たの

しく食
た

べるために、

歯
は い し ゃ

医者さんと良
よ

い関
かんけい

係を続
つづ

けましょう

1



認
にんちしょう

知症になると、歯
し か い い ん

科医院から足
あし

が遠
とお

のいて

しまいがちになります。

また、認
にんちしょう

知症の症
しょうじょう

状によって、生
せいかつ

活の中
なか

でう

まくいかないことが増
ふ

えていくなかで、毎
まいにち

日の

歯
は

みがきが不
ふじゅうぶん

十分になることがあります。

歯
は い し ゃ

医者さんに定
ていきてき

期的にかかっていると、お口
くち

の健
けんこう

康チェックと専
せんもんてき

門的なケアが受
うけ

けられます。

痛
いた

い時
とき

だけに行
い

くのではなく、何
なに

もなくても

定
ていきてき

期的にかかることが大
だいじ

事です。

生
せいかつ

活におおきな困
こま

りごとがないうちから、

歯
は い し ゃ

医者さんに定
ていきてき

期的にかかる習
しゅうかん

慣をつけておく

と、これからの生
せいかつ

活にとても安心です。

美美
う つ くう つ く

味味しくしく楽楽
た のた の

しくしく安安
あ ん ぜ んあ ん ぜ ん

全全なな食食
し ょ く せ い か つし ょ く せ い か つ

生活生活はは
すこやかなすこやかな口口

こ う く うこ う く う

腔腔からから
食
たべ

べている時
とき

に、変
へん

だな、と思
おも

ったら、お口
くち

の
中
なか

にトラブルがあるかもしれません。	

お口
くち

の中
なか

を鏡
かがみ

で見
み

てみましょう。	
自
じぶ ん

分で見
み

えないときは、ケアマネージャーさんや
看
か ん ご し

護師さんや家
かぞく

族に相
そうだん

談してみてもらいましょ
う。

困
こま

っている症
しょうじょう

状や、どんな時
とき

にどんな痛
いた

みが
あるか、その日

ひづ け

付を手
てちょう

帳に書
かい

いて、歯
は い し ゃ

医者さんに
持
も

っていくように準
じゅんび

備しましょう

いつ

どのへんに

どんな症状がある

なにか、なにか、変変
へ んへ ん

だな、とだな、と思思
お もお も

ったらったら
おお口口

く ちく ち

をを見見
みみ

てみようてみよう

2 3



歯歯
は い し ゃは い し ゃ

医者医者さんにさんに病病
び ょ う め いび ょ う め い

名名やや
症症
しょうじょうしょうじょう

状状をを伝伝
つ たつ た

えることがえることが大大
だ い じだ い じ

事事
みてもらえるみてもらえる歯歯

は い し ゃは い し ゃ

医者医者さんをさんを探探
さ がさ が

そうそう

歯
は い し ゃ

医者さんはお口
くち

の専
せ ん も ん か

門家。
でも認

にんちしょう

知症の専
せ ん も ん か

門家ではないので、 
伝
つた

えないと、わからないことがあります。

歯
し か い い ん

科医院を予
よ や く

約する時
とき

や、受
じゅしん

診した時
とき

、最
さいしょ

初に
「認

にんちしょう

知症の病
びょうめい

名」を伝
つた

えるとスムーズです。

伝えることは	
「認

にんちしょう

知症の病
びょうめい

名は○○型
がたにんちしょう

認知症と診
しんだん

断されました」 
「○○病

びょういん

院の○○科
か

にかかっています」 
「ケアマネージャーさんは○○さんです」

歯
は い し ゃ

医者さんが、あなたが認
にんちしょう

知症であることを
知
し

っておいてくれると、工
くふう

夫して対
たいおう

応してくれま
す。

もし、歯
は い し ゃ

医者さんに、認
にんちしょう

知症でどんなことが
困
こま

るか聞
き

かれたら、教
おし

えてあげてください。

いつもかかっている歯
は い し ゃ

医者さんはありますか？
もし歯

は い し ゃ

医者さんの診
しんさつけん

察券がみつかったら、いつも
かかっている歯

は い し ゃ

医者さんに電
でんわ

話をかけて、受
じゅしん

診でき
るか聞

き

いてみましょう。
電
でんわ

話では、「認
にんちしょう

知症と診
しんだん

断されている」ことを伝
つた

えてください。	
歯
は い し ゃ

医者さんが認
にんちしょう

知症の人
ひと

の治
ちりょう

療に慣れていないと、
お断
ことわ

りされるかもしれません。	
断
ことわ

られてもあきらめないで。	
認
にんちしょう

知症の人
ひと

の歯
しか ち り ょ う

科治療ができる歯
は い し ゃ

医者さんはきっと
見
み

つかります。

認
にんちしょう

知症の人
ひと

の歯
しか ち り ょ う

科治療に慣
な

れている歯
は い し ゃ

医者さんと
出
で あ

会える方
ほうほう

法は、下
か き

記があります。

認
にんちしょう

知症ケアパスに書
か

いてある

地
ち い き

域の歯
し か い し か い

科医師会に電
で ん わ

話する

介
か い ご ほ け ん

護保険でお世
せ わ

話になった

ケアマネージャーさんに聞
き

いてみる

認
にんちしょう

知症でかかっている病
びょういん

院の 

相
そうだんいん

談員さんに聞
き

いてみる

認
にんちしょう

知症の人
ひと

と家
か ぞ く

族の会
かい

で 

聞
き

いてみる
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おお口口
く ちく ち

のの中中
な かな か

でで困困
こ まこ ま

っていることのっていることの
考考
かんがかんが

えをえを整整
せ い りせ い り

理理しようしよう

困
こま

っていることを伝
つた

えようとしても、うまく言
こ と ば

葉
にできないときがあります。
どんなことに困

こま

っているのか、頭
あたま

を整
せ い り

理するときに
使
つか

ってください

いつ どこが

•	食
た

べる時
とき

•	冷
つめ

たいものを食
た

べた時
とき

•	熱
あつ

いものを食
た

べた時
とき

•	歯
は

みがきの時
とき

•	入れ歯
ば

を入れる時
とき

•	入れ歯
ば

を外
はず

す時
とき

•	起
おき

きた時
とき

•	寝
ね

ている時
とき

•	うえ • した

•	ひだり •みぎ

•	前
まえ ば

歯　　　•奥
おく ば

歯

•	はぐき

•	入れ歯
ば

のばねの歯
は

•	入れ歯
ば

の下
した

のはぐき

•	舌
した

どんなふう 様
よ う す

子

•	痛
いた

い

•	しみる

•	ひびく

•	ズキンズキン

•	ジーン

•	にぶい痛
いた

み

•	ヒリヒリする

•	乾
かわ

く

•	血
ち

が出
で

る

•	膿
うみ

が出る

•	食
た

べる量が減った

•	食
しょくじ

事を途
とちゅう

中でやめる

•	塩
しおからい

辛いものを嫌
いや

がる

•	すっぱいものを嫌
いや

がる

•	入れ歯
ば

を入れない

•	入れ歯
ば

をなくした

•	歯
は

を磨
みが

かない

•	口
くち

の中
なか

を触
さわ

っている
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歯歯
は い し ゃは い し ゃ

医者医者さんにさんに行行
いい

くことになったらくことになったら 歯歯
は い し ゃは い し ゃ

医者医者さんのさんの訪訪
ほ う も ん し ん り ょ うほ う も ん し ん り ょ う

問診療問診療をを
おお願願

ね がね が

いするいする時時
と きと き

のコツのコツ
歯
は い し ゃ

医者さんは多
おお

くが予
よやくしんりょう

約診療です。	
あらかじめ電

でんわ

話で予
よやく

約したら、カレンダーに大
おお

きく
書
か

いて、忘
わす

れないように家
か ぞ く

族にも協
きょうりょく

力してもらいま
しょう。

歯医者さん用の連絡ノートを用
ようい

意
しましょう。聞

き

いた説
せつめい

明を書
か

いたり、
症
しょうじょう

状や予
よて い

定を書
か

いて、あとから確
かくにん

認
するためのノートです。

歯
し か い い ん

科医院に行
い

ったら、自
じぶん

分の症
しょうじょう

状を伝
つた

えます。
緊
きんちょう

張してしまって上
じょうず

手に伝
つた

えられるか心
しんぱい

配なとき
は、家

いえ

でゆっくり連絡ノートに書
か

いて、それを持
も

っ
ていきましょう。診

しんさつけん

察券と一
いっしょ

緒に出
だ

すと良
よ

いですね。
歯
は い し ゃ

医者さんでの説
せつめい

明は難
むずか

しい言葉があるかもしれ
ません。何

なに

をするのか不
ふあん

安だな、説
せつめい

明してほしいな、
と思

おも

ったら、	
「もういちど説

せつめい

明してください」と言
い

ってみましょ
う。

歯科用ノート

通
つういん

院が難しくなったら、歯
は い し ゃ

医者さんが訪
ほうもん

問してく
れる歯

しかほうもんしんりょう

科訪問診療をお願
ねが

いすることが出
で き

来ます。

歯
しかほうもんしんりょう

科訪問診療をしていない歯
し か い い ん

科医院もあるので、
いつも行

い

っている歯
し か い い ん

科医院に聞
き

いてみましょう。	
認
にんちしょう

知症ケアパスに載
の

っている、地
ちいき

域の歯
し か い し

科医師会
かい

の窓
まどぐち

口に連
れんらく

絡すると、歯
しかほうもんしんりょう

科訪問診療をしている
歯
し か い い ん

科医院を紹
しょうかい

介してもらえます。

財
さいふ

布、保
ほけんしょう

険証のほか、介
かいごほけんひほけんしゃしょう

護保険被保険者証などを
用
ようい

意しておきましょう。

自
じたく

宅で用
ようい

意しておくものは、入
い

れ歯
ば

のほか、い
つも使

つか

っている歯
は

ブラシと、うがい用
よう

のコップ、
洗
せんめんき

面器とタオルがあると良
よ

いです。
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お口
くち

の中
なか

が痛
いた

かったり、調
ちょうし

子が悪
わる

いと、毎
まいにち

日の
食
しょくじ

事が楽
たの

しくありませんね。

食
た

べる楽
たの

しみが失
うしな

われると、食
しょくよく

欲が減
へ

って元
げんき

気が
なくなるだけでなく、日

ひ び

々の喜
よろこ

びや張
は

り合
あ

いが無
な

く
なって、心

こころ

が沈
しず

みがちになってしまいます。

お口
くち

の調
ちょうし

子が悪
わる

いと、よく噛
か

めないので、特
とく

に肉
にく

やきのこ類
るい

、海
かいそうるい

藻類、野
やさい

菜の摂
せっしゅ

取が減
へ

ってしまいが
ちです。そんな生

せいかつ

活が続
つづ

くと、身
からだ

体の筋
きんにく

肉が減
へ

り、
疲
つか

れやすくなって、なんとなく外
がいしゅつ

出したくなくなっ
てしまいます。

お口
くち

の調
ちょうし

子が悪
わる

いと、滑
かつぜつ

舌が悪
わる

くなり、おしゃべ
りも上

じょうず

手にできなくなってしまいます。
楽
たの

しく社
しゃかい

会とかかわり、活
かつどう

動を続
つづ

けるためにも、
お口
くち

の健
けんこう

康を整
ととの

え、楽
たの

しく美
お い

味しく食
しょくじ

事をすること
が大

だいじ

事です。

おお口口
く ちく ち

のの健健
け ん こ うけ ん こ う

康康と、と、心心
こころこころ

とと体体
からだからだ

のの健健
け ん こ うけ ん こ う

康康
どれもとてもどれもとても大大

だ い じだ い じ

事事
楽
たの

しく食
た

べるには、自
じぶん

分の歯
は

が大
だい じ

事ですね。

歯
はみが

磨きを忘
わす

れてしまったり、不
ふじゅうぶん

十分になってくる
と「歯

ししゅうびょう

周病（歯
しそうのうろう

槽膿漏）」が悪
あっか

化しがちです。

歯
ししゅうびょう

周病の原
げんいん

因は、細
さいきん

菌です。
歯
は

ぐきから血
ち

が出
で

るようになると、歯
ししゅうびょう

周病の細
さいきん

菌
が、血

けっかん

管から身
からだ

体の中
なか

に入
はい

ってしまいます。歯
ししゅうびょう

周病
の細
さいきん

菌は脳
のうそっちゅう

卒中や糖
とうにょうびょう

尿病の悪
あっか

化などの病
びょうき

気を引
ひ

き起
お

こすことが知
し

られています。

口
くち

の中
なか

の細
さいきん

菌は、肺
はい

に入
はい

ってしまうと、肺
はいえん

炎の
原
げんいん

因にもなります。

毎
まいにち

日寝
ね

る前
まえ

に歯
はみ が

磨きを頑
がんばる

張ることと、歯
は い し ゃ

医者さん
に通
かよ

って歯
ししゅうびょう

周病ケアを支
しえん

援してもらうことが大
だいじ

事で
す。

高高
こ う れ い きこ う れ い き

齢期齢期のの歯歯
し し ゅ う び ょ うし し ゅ う び ょ う

周病周病はは他他
ほ かほ か

のの病病
び ょ う きび ょ う き

気気のの
原原
げ ん い んげ ん い ん

因因にもなるのですにもなるのです
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持
も

ち物
もの

チェックリスト歯
は い し ゃ

医者さんに

行
い

くときの

お財
さ い ふ

布

歯
し か い い ん

科医院の診
しんさつけん

察券

保
ほけんしょう

険証や医
いりょうけん

療券

かかりつけ医
い

、病
びょういん

院の診
しんさつけん

察券

おくすり手
てちょう

帳

使
つか

っている入
い

れ歯
ば

以
い ぜ ん

前使っていた入れ歯
ば

いつも使
つか

っている歯
は

ブラシ

取
と

れた・折
おれ

れた歯
は

ハンカチ

手
てちょう

帳・メモ帳
ちょう

・連
れんらく

絡ノート

こわれた古
ふる

い入れ

歯
は

でも持
も

っていく

と治
ちりょう

療に活
かつよう

用でき

ることがあります

お話
はなし

を聞
き

くときや

診
しんだん

断のために使
つか

うこ

とがあります
後
こ う き こ う れ い し ゃ い り ょ う ひ ほ け ん し ょ う

期高齢者医療被保険者証

や、介
か い ご ほ け ん ひ ほ け ん し ゃ し ょ う

護 保 険 被 保 険 者 証、

障
しょうがいしゃてちょう

害者手帳を持
も

っている人は持
も

ち物
もの

に入れましょう

先
せんせい

生どうしが連
れんらく

絡を取
と

り合
あう

う時
とき

に、使
つか

うことがあります

安
あんぜん

全に治
ちりょう

療するために

確
かくにん

認します

説
せつめい

明や予
よ て い

定などを

記
きろ く

録しておくと安
あんしん

心

です
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